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はじめに

特定領域研究「古典学の再構築」では、第二期から、異領域にわたる

総合研究を看板に掲げた研究会を発足させた。異領域研究班「日中韓版

本研究会jである。もともと東アジアにおける出版というのは、中国を

軸として、韓国、日本を含めた考察が必須のものである。日本の版本を

研究する際には、中園、韓国の出版状況を考察する必要があり、韓国の

版本の研究でも、中園、日本の出版を考慮にいれなければならない。中

国の出版については、中国だけで研究が進められると考えられるかもし

れないが、実際は、日本、韓国の出版物を知らなければ、正確な情報を

得られない。中国本土では早く散逸した書籍が日本や韓国に残っている

場合や、覆刻されて生き残っている場合も多いからである。つまり、こ

れら東アジアの出版文化の実態を明らかにするためには、日中韓の版

本・写本の研究を総合して行う必要があるのである。こういう事実は、

古くから知られていることで、それぞれの国の出版文化の研究者は、初

めから、東アジアを全体として、出版をとらえている。ただ、そのよう

な認識や学際的な分析は、研究書の文章の表面には表れにくく、総合的

な知見に基づいて論じられていることに気づかれない場合が多い。

本研究会は、その名称によって、東アジアにおける出版文化を総合的

にとらえることを目的としていることを示し、国文学、中国文学、東洋

史、韓国文学の人聞が集まって、東アジア全体を見通すように、研究を

進めてきた。その研究成果は、ニューズレターの9号に、

大秦一浩「両足院議 f江湖集秘語j覚え書」

川口敦子「ヴァチカン図書館蔵「パレト写本Jの基礎的研究J

12号に、

李長波「江戸時代における中国の文章作法書の受容－r文筆jと『文

章一貫jを中心に－J



古松崇志「『勅修百丈清規』版本小考J

朴真完「f救急易解方jの基礎的研究J

と発表されてきている。

本冊の三編の論文は、東アジアの出版文化のおおもとである中国の出

版文化の中で、盲点となっていた元代の出版文化に焦点を当て、それが

非常に優れたものであったことを明らかにしている。この知見はそのま

ま日本、韓国の出版物に反映し、日本、韓国での出版文化について、見

直す機会ともなるであろう。本冊の意欲的な論文によって、中国の出版

文化に対する新しい視点が提供され、これから議論を呼ぶことになるだ

ろう。

本研究会を立ち上げ、研究成果をこのような形で発表できるように配

慮された中谷英明代表に感謝したい。

2002年12月25日

異領域研究班代表木田章義
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「針策Jの針策

一一大元ウルス治下における科奉と出版一一

宮 紀 子

（京都大華人文科事研究所助手）
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五．むすびにかえて
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一．はじめに

漢人南人

第一場「明経」

「経疑」二問。 f大皐j、『論語j、f孟子j、I中庸jの内より出題

する。いずれも朱高の『四番章句集註jを用い、復た自分の意

見を以って結論を述べる。三百字以上に限る。

「経義J一道。各一経を治むo

f毛詩jは朱謀『詩集停』、 f尚書jは薬沈『書集侍j、 『周易jは

程願『周易経｛導jと朱嘉 f周易本義jを主とする。以上の三経

は古注疏も兼用する。『春秋jについては「公羊侍J、「穀梁停」、

「左氏停」の三停及び胡氏俸を用いることを許し、 f櫨記jは古

注疏を用いる。五百字以上に限り、「格律に拘ぜざる」こと。

第二場「古賦・詔詰・章表」の内、一道を科す。

「古賦・認識」は、古程を用い、「章表Jは古題、四六文を参用

する。

第三場「策」一道。

経・史・ l時務の内より出題する。「浮藻に幹らず、惟だ直述に

務める」こと。一千字以上に限る。

皇慶二年 (1313）十一月、長らくの懸案であった科事を翌年の（延祐

元年）八月二十日より再開する旨の詔（程短夫撰）が、仁宗アユルパル

ワダの御名のもとに殻令された。科奉の程式は、丞相の恰刺赤（カラチ）、

（商）［章］閥（チャンルー）平章、八刺脱因（パラク・トイン）右丞、

阿里海牙（エリク・カヤ）左丞、酵居敬、静師敬の雨参政、醇忽都牙里

（クトゥク・エル）参議等中書省の面々（I）と、程鉦夫、越孟頼、裳柄、

部文原、貫雲石（小雲石海涯セヴインチュ・カヤ）等、翰林院、集賢院、

穂部の文臣たちが協議して最終決定をくだした。宋、金時代の科事の弊

害に鑑み（2）、「詩賦科Jを駿し、程、朱氏の解稼にもとづく「格物致知、

7 



情己治人Jの経皐を重んずること、「朱文公事校貢事私議Jに依織する

こと、が確認された。このスタンスは、クピライ時代初期の文教政策に

大きく奥かり、南北混一以前から華北で朱子撃の普及につとめた許衡（許

師敬の父） (3）、挑植（4）、賓黙、楊恭藤等によってつとに示されていた。

すなわち、至元十一年（1274）、裕宗皇帝監園チンキムに提出した“事

校科奉の法”の大綱である（成宗テムル、武宗カイシャン期の科事再開の議

論はこれを前提に進められた） (5）。すでに、“天下の皐校は、警官tより経は

朱子の説に非ざれば、講ぜざる”状況になりつつあったo至元二四年に

は、朱子の理想を質現するためのひとつの方法として（6）、南北の文人

官僚たちが、園事のシステム、各地の拳校とそれに附設する文廟の建設、

儒皐提暴司の設立、人材の登用、儒戸の免役、園撃で讃むべき教科書の

リスト作成等、教育方面における基本的なことがらを定めた（7）。つい

でテムル、カイシャンの保護のもと、中央の翰林院、集賢院、園子監、

各地の廟事、書院等、文化機関の値制、設備、出版システムを整え、科

事にむけ地道に準備を整えてきたのであった。

そして、アユルパルワダの科奉再開を受け、園子監を筆頭に全園の廟

皐、書院において、徹底した計宣教育が開始される（8）。衰梢と同じ四

明の慶元路出身で、戴表元や郵文原（9）とも交流があった池州路建徳際

皐教諭の程端植は、延祐二年、経術・理事・奉業合ーを目指す新たな科

奉の趣意に賛同し、未だ全圏一律の串校の教法が確立しておらず(IO）、

合否が指導教官の教養次第になりかねないことから、朱子の議書法（11）、

貢奉法にもとづいた『程氏家塾積書分年日程J（以下『分年日程jと略す）

を編纂、もっとも要領よく且つ堅貨に皐ぶための方法、使用するべきテ

キストを詳細に提示した02）。かれは、最初は良徳秀の『臆畢工程法jを

教則として用いていたが、一日に f四番jの経文を讃み、文集を讃み、

作文の練習をし、史書を讃むというハードスケジュールでは虻蜂取らず

になると悟り、朱子の法を以て『分年日程jを組んだ。この教則に基い

て、十五歳から本格的に勉強すれば、二十三、四歳、遅くとも三十歳ま
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でに、科書量の事聞はマスターできる、という（あまりに年少で合格しでも、

人の上に立って治めることはできない、というのがモンゴル朝廷の考えであり、

二十五歳になってはじめて受験が許された。したがって、それでじゅうぶん間に

合うカリキユラムなのである）。しかも、かれ自身と朋友たちが教壇で得た

経験、次々に刊行される書籍をふまえ、年々剛訂、改良を加えていった(13）。

かれの友人たちが教鞭をとる崇徳路の呉氏義塾、台州路事、平江路の甫

里書院、池州路の建徳、勝事、集慶路（＝建康路）の江東書院等で刊行さ

れたばかりでなく、園子監じたいが全郡邑の校官に頒行したのであった。

こんにち侍来する元統三年（1335）一一科奉がいったん慶止された年一

ーの刊本には、郵文原、翰林の余謙、江南行窒の中執法を務めた越世延、

李孝光など鋒々たるメンバーが序文を連ねていること、慶元路の経歴と

して事校振興につとめ、程端種の師叔でもあった韓居仁（あぎなは君美）

が、皇慶・延祐とうじ種部に移り、科書降の議論に大きく預かったこと（14）、

延祐七年正月二七日に、程端種みずからが「経義Jの答案の採鈷基準に

ついて、郵文原に質しに出掛けていること、文宗トク・テムルがケシク

の子弟を程端植のもとに事ぴに行かせていること等は、この書がやがて

名賓ともに園家公認の受験教育マニュアルとなったことの傍設となる。

また、程端櫨の弟で、園子助教、翰林園史院の編修官をつとめた程端撃

は、泰定四年に『春秋本義jを著したが、「勤抹例Jにおいて、「一、句

讃、震音は、陸徳明の f経典緯文jと『分年日程jに依嫁することJと

述べる。遅くとも現行のテキストを書き上げた元統元年の時勤で(15）、

因子監の皐生が容易に f分年日程jを検索することができた、と見てよ

し、。

科奉の再開と教育鰻制の整備は、南宋末期の江、准の武侠を尊ぶ気風

と文皐の衰退からー轄(16）、大元ウルス治下における出版に、新たな展

開、刊行量の爆接的な増加をもたらした(17）。程端種が必説本として推

奨した書籍は、多くが同時代の文人たちによって評領されており、もの

によっては既に復刊されていたものもあった。しかし、ここに至ってよ

9 



り大々的に復刊され、四書五経の欽定のテキストにさらに注稼、解説を

ほどこしたもの、 f朱子語類jを始め諸儒の解稼を集成したもの、進士

の手になる各科目の解説書、答案の書き方指南、要領よく勉強できると

謡う受験封策集、合格者模範答案集などが次々と編纂されていく。試験

の曾場内に携帯することが唯一許された『穂部韻略jも、金、宋朝治下

の平陽や建安のテキストをそのまま利用して巻頭に都省が頒降した印本

の格式（科畢の傾倒と歴代カアンの御名刷詳のリスト）を付しただけのもの

から、新たに刻されたものまで、各地で刊行される（18）。程端櫨の教準

法に呼膳して、首巻に描岡のあるいわゆる纂岡本、巻頭に朱子の讃書綱

領を付す元建安刊本の四書五経のテキストも大量に出版された（19）。程

端植が指定する性理皐の必読書「太極岡」、「西銘J、f通書j、『近思録j、

『績近思録jや道事の年譜、行状を一冊に綴じまとめた建安書院熊剛大

の f新編音鈷性理筆書句解j前後集（華滑園家問書館蔵元建安刊本）の

ような書も現れた（そもそも程端穂自惚が、注において f性理翠書jを参照す

るようにと述べている）。のち至正七年には、慮州より f性理図書jも刊

行され郡撃に置かれる（20）。 f増損呂氏郷約jや『文公家種jが車濁で、

あるいは『事林既記j、f翰墨全書j、f居家必用jなどに抜粋収録されて

刊行されたのも、ひとつには科司法が理由であった（21)。じっさい、こん

にち侍わる元刊本、影元齢、本、覆刻本全健においても、このような科事

閥連の書物が、相蛍な割合を占めている。建安を中心とする書坊の替利

出版はもとより（22）、有益な書と認められて、粛政康訪司と儒撃提事司

の監督のもとに、江南の各路の儲撃の銭糧を用いて刊行された綿密な校

勘本も相首敏にのぼる（23）。書院や精舎も至元八年 (1271）以降激増、

出版の下請け機閥として機能し（24）、ときには書坊に委託する官民共同

の出版もありえた（25）。書坊も、各慮の儒撃提事司の統轄下にあった。

集賢院、翰林院の撃士たちが科事のために率先して編纂、出版した参考

書も枚奉に暇がない（26）。

科事の出題規定は、同時に昔時の事術、文撃の風潮、流行に一層拍車
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をかけ、それをより庚く行き渡らせた。冠婚葬祭から社曾事業の在り方

までを規制する朱子撃は、まさにこの時代に官事として中圏全土に普及、

浸透し、そして東アジアに共有の文化となっていった。描園、表を用い

てヴィジュアルに解説するチャート式の参考書や、程端種、程端皐兄弟

等によって瞭められた黒、紅、育、黄色の筆を駆使する批鈷法、園競（27）、

それに封臆する套色印刷（多色刷）、この一目瞭然にわかりやすく闘示

する精神は、科事のための出版物にとどまらず、時代を風廃した。

また、古賦、詔諮、章表における「古鐙Jの使用は、受験生たちをよ

りいっそう漢代および唐宋の古文の皐習へと向かわせ、『楚僻集註jや、

『朱文公校韓昌纂先生集』、『増蹟註稗音嬬柳先生集J、『元盟類藁jなど

が陸績として刊行された。 f文章正宗j、f文章軌範j、f古文良質jの流

行もこのためである（28）。四六文のアンソロジーとしては、護本 f翰苑

新書jが用いられた。これらの出版物は、大元ウルス治下の詩文の作風

はいうまでもなく、高麗（29）およびのちの朝鮮（30）、日本の五山文撃の形

成にも大きな役割を果たした。

このようなモンゴル時代に刊行された科事用の出版物を、各科目ごと

に収集、整理し、出版の経緯及び内容について分析することは、嘗時の

文化、中央と地方の文人たちの交流と生態、かれらの知識健系を知るた

めのひとつの手段となるだろう。なかでも第三場の「策」は、古今の経

史書に通じ且つ時事問題、“経済の撃”にも明るいことを要求される科

目である。圏子撃の出身である蘇天爵は、科事の目的は、文辞に巧みな

ものを求めることにあるのではなく、じっさいに世を治めることのでき

る人材を得るためにあると説く。“他日朝廷に立ち、郡勝に仕え、大な

れば王飽を謀り圏論を断じ、次なれば則ち民事を治め獄訟を決す”人材

である。また科奉のシステムについて、“居る所の郷に詞するは則ち其

の孝悌信義の行を知らんと欲すればなり、其の治むる所の経を問ふは則

ち其の道徳性命の撃を考せんと欲すればなり、これを試するに臆用の文

を以てするは則ち其の才華の敏を見る可く、これを策するに蛍時の務を
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以てするは則ち其の世を治むるに長ずる所を察する可きがためなり”と

理由づける（31）。この論法からすれば、「時務策」こそが、科事本来の目

的にもっとも即していることになる。じじっ、至元十一年、裕宗チンキ

ムのもとで科事の準備が進められたさい、モンゴルの受験生への出題は

“時務利害五件”と定められ、各自、所見をパスパ字モンゴル語で述べ

ればよいことになっていた（32）。そして、皇慶二年、モンゴル人と所調

“色目人”に課せられた科目は、「経問」（『図書章句集註j：から出題）と「策J

の二場であり、策は時務しか出題されなかったo最終試験である御試に

おいて課された科目も、ただひとつ「策Jのみ（漢入、商人は経史時務策、

モンゴル人、色目人は時務策）であった。のちに、いったん科事が中断し、

後至元六年三月（1340）に復活の詔が出されたさい、若干細かい科目の

費更があったが、「策Jについてはそのままであった（33）。

この“「策」に針える”ために、いかなる受験勉強がなされたのか、

いかなる書物が編まれ出版されたのか、首時の受験生たちのモンゴル諸

制度、時事問題の知識、教養がどの程度のものだったのかを探ること、

大元ウルス治下におけるそれらの出版物がいかに朝鮮、日本の文化に影

響を輿えたか、その一端、源流を紹介することが本稿の目的である。た

だし、『分年日程j自髄は全園廟撃の規範となり、賞時の書籍の流通も

カラ・ホトの出土文献、タングートの資料f述善集J（剖）、高麗の奮本『老

乞大j、『朴通事j等を通じて部分的に確認できるようになってきている

とはいえ、山東の一部を除き華北の状況を知ることは難しい。現在のこ

っている科事資料および関連の典籍は、じっさいに科事合格に燃えたの

が、受験倍率の高い江南の文人たちであったこともあるが（35）、ほとん

ど江南で刊行されたものである（36）。本論は、この制約のもとにある。

また、「策」以外の科目の針策と出版物については、今岡は必要最小限

の紹介にとどめ、別の機曾に論じることとする。
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ニ．「針策Jの王道一一江南文人をつくるもの一一

( 1 ）まずは讃む

し『分年日程j

程端程のメニューでは、八歳から十五歳までの聞に、小皐書と『孝章到、

四書五経の正文を終え、十五歳から f図書章句jの集註、或問、および

五経の停、註および性理の諸書を三、四年で片付ける。そのご五日のロ

ーテーションを組んで、うち二日を四書五経と性理書の復習、三日を『通

鑑jに割き、『網目』や歴代正史を参考に讃み、さらに諸儒の論断、金

履祥の『通鑑前編jや胡ー桂の『十七史纂古今通要jなどを積んで自身

の拳識の深浅をチェックする。『通鑑jの次に f文章正宗jに収録され

ている韓愈の文を讃み、欧陽情、曾輩の古文も皐ぷ。それから f楚齢集

註jを讃み古賦の基礎を作る（この課程の問、四書五経、性理書、 I通鑑』と

順次マスターしてきた科目の復習は常時繕績されている）。そしてこの時期ょ

うやく、夜間に「策Jに依かせぬ制度、治道の考究が始まるo だいたい

こO歳から二二歳頃まで績く。讃まねばならない本として、

諸経注疏，諸史志番，通典、積通典、文献通致、鄭爽襟通志略、瓢

氏五経算術、玉海、山堂孜索、尚書中星間法詳説、林勲本政書、朱

子井田譜、夏氏井田譜、蘇氏地理指掌岡、程氏馬貢園、邸道元水経、

張主一地理論革、漢官孜、職源、陸農師櫨書、韓国、陳祥道積書、

陳陽集書、禁氏律日新書及嬬鐙律準、麗典、郊廟奉記程文、呂氏雨

漢脊華、唐氏漢精義、唐精義、陳氏漢博識、唐律注疏、宋刑統、大

元通制、成憲綱要、説文五音韻譜、字林、五経文字、九経字様、戴

氏六書考、王氏正始音、陸氏音義、牟氏音考、買氏群経音排、丁度

集前、司馬公類筒、切韻指掌園、呉氏詩補音及韻補、四聾等子、楊

氏前補。

が畢げられているo

馬端臨の f文献通孜jは、至治二年（1322）に中書省の舗付を奉じ、
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江i折行省下の儒撃によって、はじめて刊行された（37）。王膳麟の『玉海J

二百四巻の初版は、至順三年 (1332）園子撃の越質翁博士と漸東道宣慰

司都元帥府都事の牟臆復の建言をうけ、後至元五年 (1339）に宣慰使都

元帥のエジル・プカのもと、湖東道の七路の儒撃で刷られた。ちなみに

園家出版の申請段階では全二00巻だったが、刊行のさい、末尾に『僻

皐指南j四巻を加え全二0四巻の構成となった（38）。これは、程端躍が

「古賦J「制詔・章表Jの科の参考書に王感麟の『詞皐指商法ju僻串指

南J）、『玉海jを推奨していることと多分に閥係するだろう。 f大元通制j

は、英宗シデイバラの聖旨によって、極密院の完顔納丹副使、御史窪の

曹伯啓侍御史、イェケジャルグチのプヤン、集賢皐士のキプチャク、翰

林直撃土の曹元用等が、アユルパルワダ時代にいったん編纂が終わって

いた累朝の格例を剛訂、中書左丞相のパイジュ、平章政事の張桂等と審

議のうえ、至治三年 (1323）に頒行された。刊行にあたっては、衰柄も

大いに奥かったという（39）。 f成憲綱要jは、現在散逸してしまっている

が、 f永集大典j巻一四六八六～九五までを占める、六部分類の政舎で

あったこと、巻一九四二五「騨姑」に引用される聖旨保護の日付より、

少なくとも『永集大典』所収のテキストは、至治三年の十二月よりあと

に成ったことがわかる。ただし、泰定元年九月に立石された「西湖書院

重整番目碑Jに、すでに『成意綱要jがあげられている（40）。碑記によ

れば至治三年夏から泰定元年の春にかけて、山長の黄裳、教導の胡師安

等が書目の整理を行い、閥を補った。これ以前に初版が作成されていた

こと、まちがいない。しかも、この西湖書院、前身は南宋の太事（もと

は岳飛邸）、大元時代は、出版事業に絶大な植限をもった江南漸西道繭政

廉訪司の附設の出版センターであった（41)。この時代の国家出版物とし

て知られる大司良司編纂の『農桑輯要J（上海聞書館戴）、部天挺『註唐

詩鼓吹J（韮精国家図書館戴）等のみごとな大字本も、西湖書院で印刷さ

れたのだった。

これらは、いずれも科事再開いごに編纂、頒行されたモンゴル政府の
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出版物である。程端櫨は、それら新刊書を随時『分年日程jのカリキュ

ラムに加えていった（元統三年版以前の系統のテキストは、こんにち残ってい

ないので、首初の必誠文献リストがいかなるものであったか、これらに取って代

わられた同類の書物が何であったかは、知り得ない）。

そのほかの参考書についても、たとえば、版木にして一高数千枚、装

丁して百十鋤という大部の『通志jは、福州路から刊行されるまでは、

容易に見ることができなかった（42）。『通典jは大徳十一年 (1307）に撫

州路の臨汝書院、臨川勝皐等の諸事院の協力のもとに刊行されたものと、

西湖書院の大字本があった（43）。西湖書院には、四書五経の古注疏はも

とより、程端櫨のあげる「韓昌禦文集j、『経典稗文j、『翠経音排j、『刑

統注疏jの版木もあった。そして戴氏六書考、すなわち戴伺の f六番故j

は、温州路に赴任してきた趨鳳儀によって、延祐七年（1320）にはじめ

て公刊された（44）。郡の博士、諸儒の“是の書、誠に経訓に於いて益有

り、宜しく停えて以て後撃に恵むべし”との推薦を受けてのことであっ

た。越鳳儀は、これよりすこし前の延祐五年には f四番集註』の大字本

の刊行を果たし、路撃の稽古閣に版木を保管、希望者に印刷を許したと

いう（45）。『六書故jの版木も閉じ扱いを受けたとみてよい。『六書故jは、

温州路本が刊行される前にも停窮された形である程度知られていたらし

く、大徳四年にすでに、吾丘街にその著 f閲居録j、『皐古編jの中で批

判を受け、またのち凶庫全書の編纂官たちにも酷評されるが（46）、程端

櫨の考えは違っていたらしい（47）。

少なくとも元統三年の時貼で、皐生達は「時務策」に閥してこれだけ

のテキストを見ることを要求され（ただし林勲の『本政書jは、程端種が註

において述べるように、賀州、婆州で刊行されたテキストがあったはずだが、 f危

太撰文集j巻七「本政書序」によると、程端糧自身はじっさいにはこの書の完本

を目賭できずに死を迎えたようである。したがって、若干探求書も掲載している

可能性がある）、そして、それが可能な環境が整えられつつあった。章如

愚の『山堂先生群書孜索jが延祐七年に囲沙書院から刊行されたのも、
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のちに陳祥道の『櫨書j、陳陽の『祭書jが、粛政廉訪司の策事として

赴任してきた越承稽の命によって建安で二年間がかりでテキストを捜し

求め、至正七年（1347）に福州路で刊行されたのも（側、おそらくは f分

年日程jによる需要が最大の理由なのであった。

モンゴル政府は、皐校教育、出版をはじめとする文化事業に気前よく

出資し、事校の銭粗も有効に運用された。江南の郷試合格者全員に、大

都の曾試に赴くのに必要な旅費を支給しさえする試のくばりょうであっ

た（49）。撃校に必要最小限の書籍をそろえ、事生の閲覧に資することは、

官僚が率先してなすべき業務のひとつとして意識されていた（50）。

裳柄、郵文原、程端櫨等の地元、四明を例にとりあげるならば（51）、

まず奉化州では、延祐六年十月から至治二年まで知州として在任した馬

稀徳が活版で f大事桁義』等の印刷を行い（52）、後に赴任した知州の宋

節は、四書五経、『韓柳文j、『通鑑j、『集韻jなどを揃えた。さらに、

それぞれ至順三年九月、十月に同知として着任した進士出身のハイダル

と項様孫は、元統二年の儒者の免役の詔を機に、疲弊、弛緩した儒撃の

文字どおり建て直しを圃り、名儒を教師として迎え、書籍を増やし、祭

器を整えた（ちなみに、その記念碑の撰文を依頼されたのが、程端麗である。

彼はそこでも延祐の科事再開の趣旨に賛同し、朱子の読書法を道守して皐ぶこと

のメリットを説いている。この撰文は、現行の f分年日程jと同じ元統三年に係

る。また、程端植は、至正二年には、『至正四明縦志jの編纂者で鹿元路線管の

玉元恭とともに、郷飲酒穂を復活させ、さらに、その一部始終を小i冊子に組めて、

王元恭が朝廷に奏上、全園普及を闘っている。費想は、 f分年日程jと同じであ

り、じつは f至正四明績志jの刊行自慢にも、程端種の思惑が見えかくれする。

なお、 f雨漸金石志j巻一七「慶元路飽管正議王候去恩碑」によれば至正三年の

時勤で、程端麗は鹿元路儒串の訓導であった）。

昌園州では、進士出身で同知の干文停が、延祐四年三月から六年間の

在任期間中に、儒撃にやはり科暴指定のテキストのほか、 f図書jの各

『集成J(53）や正史、 f通鑑網目j、『陸宣公文集j、『韓柳文j、f晦庵文集j
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を置いた。

定海豚の儒撃では、勝のダルガとなったアチャチの音頭で、儒撃の官

たちが泰定四年（1327）から至正二年 (1342）の聞に、杭州路儒拳を範

とし、儒撃の銭粗を資金源に来書に努めた結果、経史一五一八巻五七五

加、子集七二八巻二一五慨をそろえた。その中には、科事で指定された

『周易程朱侍j、薬氏『書傍j、朱氏『詩停j、『春秋胡氏停jのほか、 f分

年日程jが要求する『性理図書J、『通鑑網目J、『山堂考索jなどもあっ

た。『玉矯庚韻j、『迂粛古文j、f黄氏日抄j、f三場足用jも購入した。

それまでは、十三経の古註疏と歴代正史しかなかった。新たに設立され

た杜洲書院でも、図書、六経、『通鑑j、f史記j、f韓文j、『柳文j、f黄

氏日抄』が置かれた。さらに『裳氏蒙藤孝経jと f耕織固J（臼）の版木ま

で作成されている。

もちろん、これらの書籍、書板は、南宋末、成淳八年／至元九年（1272)

の段階で慶元府撃が蓄積していた皇帝からの賜書、官書、書板の量（55)

と草純に比すれば、たしかに及ばないだろう。しかし南宋接収後、江南

諸郡の官刻普本の書板は、散逸を防ぐために、クピライの命令によって、

大都の輿文署、秘書監に移管されたこと（56）、のこりの書籍についても

至元一九年（1282）に愛生した醤慶元府撃の火災を思うならば、ほとん

どゼロからの出設だったといってよい。しかも、南宋とちがって府撃だ

けでなく、路、府、州、勝の各廟撃に満遍なく必要最小限の書籍、得実

用の祭器が短期間で揃えられたのである。書籍および祭器設置の事業は、

成宗テムルの時代に江南から山東一帯を中心に本格的にはじまるが（57）、

延祐の科奉再開後とくに盛んになった。それは、四明に限ったことでは

ない。

南宋景定の始め、十厨に置かれていた書籍が、“蹄附後、散軟甚だ多

く、存する所の者は什の二三に及ばざる耳”となり、“番板の奮刊甚だ

富むに、暗室に閉置し、歳久しく朽ち蜜ばまれ、復た修補する無し。今

存する所は止だ二十人種、五千四百四十七板”になったという銀江路の
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儒事の例にしても、蹄附前から延祐二年に至るまで収入源の串田を豪民

に乗っ取られ、銀南王の投下領との問題も絡んで事態が紛糾していたた

めに過ぎない。復回後の延祐五年には、さっそく教授の家音孫が三鐘堂

の傍らに儲書のための建物を増設している（58）。同じ江南漸西道下の嘉

輿路の廟皐でも、延祐五年に大字本の『通鑑紀事本末jの版木を置き、

経史文集も増やしている（59）。江南行牽の置かれた建康（集慶）路は、「崇

儒」において他郡の及ぶ莫きところとの自負のもとに、“科事興るに、

貢士荘の田粗を以て積貯し援を待つ。大最の祭器は掌築を設けて之を主

らしめ、惟だ春秋二丁の穆実のみ則ち用いゆ。書籍は則ち f景定志jの

云う所の賜書、板刻、買置する者は、兵火に散失して殆ど識く。蹄附の

後、諸路に於いて衷集し、及び撃計を拐て繍刊す。職を設け買う所の経・

史・子・集、闘志、諸書を収掌せしむ。他郡を視るに、亦た略全て備わ

るJ状態に至るまで、計霊的に事業を進めたのであった（60）。

首時こうした書籍をすべて個人で揃えることは、おそらくよほどの名

家の子弟、官僚でもないかぎり、難しかった。出版が空前絶後の盛況を

むかえたとはいえ、書物は、やはりまだ高債で貴重なものだった。撃生

は、程端種も指示するように、廟撃、書院所裁の刊本を借り（61)、みず

から抄寓してテキストとし、それに書き込みをしていくのがふつうであ

った。その状況は、至正年間に至っても繁わらず、孔膏は、抄本をつく

る場合には、鼠に留られることを計算に入れて欄外に除白を一寸以上と

って、糸綴じの装丁にすること等、細かく指示している（62）。撃校は、『四

番j、九経、『通鑑j等必要な書籍を購入し、装丁して“以て検閲に備え、

借借出撃を許さず、但そ欠閥有れば、教官を令て立便に（見）［現］敏

を照勘し、本撃の銭粗の内に於いて刊補す”ることになっていた（63）。

江南の儒皐に命じ校勘に校勘を重ねて刊行させた大字本をそろえる最高

皐府の園皐でも、生員“各の用いる経、史、子、集の諸書は、官書の内

より闘し”ーーすなわち借り出して、支給された紙笥筆墨によって筆寓

したのであった（64）。いかに刊本が貴重であったか、逆説的な例として、
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至元末期から元貞年間にかけて、江南の廟墜において、コネや賄賂で潜

り込んだ教授等が皐校の聖像や書籍を盗み出した事件が事げられる。そ

してその送り先は、なんと“官員”のところなのであった（65）。任期満

了で縛任するさいに、皐校の書籍を失敬していく者もいた。以下のよう

な話もある。

f易程氏停jの版本は婆州の儒皐が刊行した日東莱の校定本が、もっ

とも良いとされていたが、皇慶二年（1313）の火事で版木が焼けてしま

い、奮家の載する所も多くが散逸してしまっていた。婆州出身の柳貫は、

このテキストをもっていたのだが、大都にのぼり、衰柄、呉澄との歓談

の中で同書に話が及び、請われて呉澄に譲ってしまった。江南に蹄って、

再び探求したが購入できず、では張植にたのんで友人のところから借り

てもらって校正しよう、と画策したがこれもだめだったo そのご後至元

二年（1336）になって、張植に再曾したので、また依頼してみると、彼

は、次のように返答した。「つい先日、この本を貰りにきた人がありま

して、中をみますと官書の印が押してあり、どうやら州撃の故物のよう

です。父が教官をしておりましたものですから、私が隠匿しているのだ

と、人にとやかくいわれかねないとも思いましてね、断りましたのです。

そういうことでしたら貴方のために交渉してみましょう。Jと。翌日に

は問題の古書をもってきたので、柳貫は、中統紗十緒を支掛ったという。

入手するやいなや、さっそく自分で、わざわざ時代がかった古い紙で装

丁し、江漸閥楚で刊行されている数多のテキストと比べて、甚だ悦にい

っていた（66）。

また、朱子事の型地、徽州は婆源の明経書院が、至治元年に科事の「経

疑J「経義J「古賦」の模擬試験を行ったさい、各科目の上位入賞者に賞

品を授興したが（試験官には、司評として隙傑、司糾に胡嫡文、司盟に胡澄が

あたった）、その賞品というのが、まさに刊本なのであった。「経疑」の

優勝者には f西山積書記jと欽硯ー卓（徽州の硯は、この頃すでに地元でも

垂誕の的だったのである）、二位は『杜氏通典j、三位は『大串桁義j、四
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位以下は『文公本義通穆j、「経義Jの優勝者には『四書集成jと欽硯ー

卓、二位は『四番纂疏j、三位は『程朱易鱒j、四位は『文公詩停j、五

位は『禁氏書侍j、六位以下は『文公本義通稗j、「古賦Jの優勝者には

官本の『櫨部韻略jと欽硯ー卓、二位は『近思録j、三位は『楚僻集註j、

四位以下は『明経講義jが贈られた（67）。明経書院は、延祐二年に勅賜

の額を奉じ、名儒胡煩文を山長にいただき、戴表元、呉澄等との繋がり

もあった（68）。そうした著名な書院の畢生たちでさえ、朱子撃の基本書

を刊本でもつことに、有り難みを感じたのである。しかも、この刊本、

『文公本義通稗』の印刷用の紙が揃わず、胡澄が新たに紙を購入して、

陳様のもとへ送ったと、胡煩文が手紙を書いていることからすると、陳

様所蔵の版木から刷った家刻本であったにちがいない（69）。

ひるがえって、程端麓は、制度と治道のための書物を上記のごとく列

悲したのち、それらをいかに誠み撃ぶかについて、次のように述べる。

先ず制度の大なる者を捧ぷに、律・暦・種・祭・兵・刑・天文・地

理・官職・賦役・郊記・井田・皐校・貢事等の如くし、分類は f山

堂孜索jの如くす。所載の歴代沿革は、本末得失を考覆するの後、

断ずるに朱子の意を以てし、後世大儒の論議に及ぶ。朱子の『経済

文衡j、呂成公の『制度詳説jの如きは、事類毎に紗し、 i乃ほ飴紙

を留めて、績添す可からしめ、又自ら之に著論を篇す。此れ皆皐ぷ

者、嘗に窮格すべきの事也。

歴代の制度を、章知愚の f山堂先生群書考索jのように分類（70）、整

理し、その沿革を辿り、事の善悪、得失については朱子を判断基準とな

す。それからほかの撃者の議論、所説を検討する。牒珠 f類編標註文公

先生経済文衡j、日祖謙『新刊歴代制度詳説jを事類ごとに筆窮して例

文となし、徐白を大きく残しておいて、同じ事類についてのほかの模範

文を書き留めたり、自身の論、答案を書いて練習する。『類編標註文公

先生経済文衡j前、後、績集各二五巻（奮北平田書館マイクロフィルム 13 

行×23字元建安刊巾箱本存後集八巻、績集十二巻）は、『晦庵先生朱文公
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文集』、 f朱子語類jから重要な論を選んで、各事類に分け編輯したもの

である。前、後集は四庫全書の編纂官の言葉を借りればそれぞれ論撃、

論古一一おもに経、史の問題を扱う。績集は“二集の遣す所を兼ねて補

い”、「財賦J「荒政」「和買J「市灘J「勧躯」「常平義倉」「役法J「経界J

「水利J「肢纏j「替察J「保甲」「過防J「勝帥」「屯田J「刑獄」「皐校J「種

築」「廟議J「陵議」「葬制J「祭杷J「褒録忠義J「異端」「災異」「早腫」

等の類目に分かたれ、朱子自身が取り組んだ事業、見聞に基づく封策、

上奏文が収録される、まさに“時務”に嘗たる部分である。ぎゃくにい

えば、賞時の受験生は、古典だけでなく、こうしたタイムリーな政治経

済問題全てにアンテナを張り巡らしておく必要があり、また、それが嘗

然と考えられていた。朱子の如く、地方官として封感できるように、敏

事、農事、工準、盤皐等の基礎知識、兵書、刑法等雑事の心得を、身に

つけておかねばならなかった（71）。いっぽうの呂祖謙『新刊歴代制度詳

説』も、「科目J「皐校J「賦役J「漕運J「堕法J「酒禁J「銭幣」「荒政J

「田制J「屯田J「兵制J「馬政J「考績」「宗室」「記事」の項目を立てて、

歴代の制度の繁還を解説する。朱子と異なり、宋代の制度の知識はほと

んど『宋曾要jからの引用ではあったが。大元ウルスにおいて科奉が再

開されると、「策Jのために、書障は早速この書を刊行したo 南京国書

館の奮丁丙議書には、泰定三年 (1326）の瞳陵の刊本を寓した清抄本が

ある。

ただし、程端穂は、同じ科暴の参考書でも、“特だ『源流至論』及び

日成公、銭事士の『百段錦jに倣って策段を作し、事業の矯に資するの

み”という勉強の仕方については、果たしてそれで良いのかと、注意を

促す。科事合格の先を見据え、勝来文官となった後に、感用できる撃問

でなければならない。朝廷において、机上の空論ではなく、地に足の着

いた議論を展開できるように。問題になっている f源流至論jとは、林

朋・黄履翁 I新築決科古今源流至論j前・後・績・別集を指す。こんに

ち『山堂考索jと同じく困沙書院から延祐四年に刊行されたテキストが
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知られる。制度に闘する「類目Jの立て方は、『山堂考索j、『経済文衡j、

『制度詳説jと繁わらないのだが、問題なのは、首尾一貫した論ではな

く、より多くの事貨を筒寧に暗記できるように、さまざまな書の片言隻

句をつなぎあわせた論が展開され、そのうえご丁寧に注に出典と引用文

までヲlかれていることであった。原典そのものを誠み検討することが、

疎かになりかねない。呂祖謙（72）、銭調の『百段錦jは、こんにち停わ

らず、また宋の三山の方願孫が編輯したという f太皐新編髄藻文章百段

錦J（北京大事義明弘治刊本）も、弘治年間に突如現れた抄本を翰林院の

蘇葵等が再編輯したと稿し刊行したものに過ぎない。だが、その書名か

ら察するに、歴代の策、賓際の答案等をテーマ別に並べ、合格のコツを

曾得させるという趣旨の参考書であったのだろう。

便利は便利だが、『源流至論j、f百段錦jだけでは、所詮小手先の知

識しか得られない。結局は、前掲の四書五経の注疏、歴代正史の志、書

から『大元通制J、『成憲綱要Jまで讃み、自分なりに制度の獲遷、その

普し悪しを理解、纏めていくしかない。それが程端櫨の考えであった。

しかし、かれのこうした考え方、説書指南が嘗時一般的な考え方だっ

たのかどうか、確認しておく必要が、あるだろう。かれとほぼ同時代の

江南文人は、科暴の策のために、どのような封策、書籍を提示している

だろうか。そして、元統三年以降に出版された大量の書籍から、教官、

受験生たちはどのようなテキスト、参考書を選出したのだろうか。

II. f畢箔jほか諸説

洪武二二年 (1389）、程端櫨の弟子のひとりで、王臆麟の f四明文献

集jの編集者として知られる鄭民は、とうじ慶信府の儒皐教授となって

いたが、友人越揚謙が著した f皐箔jのために、次のような序文を認め

た。

越先生揚謙は、『拳箔j六篇を著し、まず人を教える要領を、次い

で経典の讃み方、標鮪の施し方、文章の書き方、字の書き方を示し

た。さらには、文房、襲撃、事物、器用に至るまで凡そ述べないも
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のはないa これぞ、“知行鰻用（認識と賀践、原理と膳用）”の皐問で

あるから、心を砕いてどうか懸命に励まれよ。昔、私の郷里の程端

穂先生は、 I讃書分年日程』を著し、経停、子、史、諸集の四部の

説書法についてあらまし解説した。識者は、並の人以上の資質であ

れば要求される水準に到達できるだろうと考える。しかしながら四

十数年来、ひとりとしてこれ以上に力を謹くした者がいないのは、

嘆かわしい限りである。揚謙の f皐箔jと『分年日程jは表裏一慢

であり、『分年日程jの方法によって日課を組んで勉強し、おろそ

かにしてはならない。きっと世に名高い大儒となり、経世済民の適

任者として、天下のひとびとがただちに推奉して、役職に就けるこ

とになるだろう（73）。

越拐謙は、四明鈴挑の人で、洪武一二年に、二八歳で『洪武正韻jの

校正（74）に参加したあと、中都圏子監の典簿をつとめた。だが、同僚と

そりが合わず病身を理由に、故郷に蹄り、音韻撃の研究と執筆に没頭し

た。そのご、二二年に再度召され、目安東現山県系撃の教諭として赴任（75）、

二八年に嘗地で没した。

かれは若年より意識的に得道消流を問わず四明の名士の教えを受け、

交友の輸を蹟げた。 f周易jを天台の鄭四表に、詩歌を張呈に、築書、

隷替、草書等を呉志淳に皐ぶといった盟梅で、なかには、鄭奨と同じく

程端穫の弟子で経史を渉猟した幾良、衷桝との交流で知られる博皐多識

の縛曇麗夢堂もいる。明朝廷の文化事業を檎った徐一襲、張九部、朱右、

解締たちとも親しく（76）、宋漉は子の礎を越拐謙のもとで皐ばせてさえ

いる。さらに、趨掲謙の直接の師は、前述の鄭四表であるが、その四表

は張以忠の弟子、張以忠は婆源の王僻の弟子であったので、事問上の系

譜では、婆源の胡嫡文にまで湖ることになる（77)。けっきょくのところ、

越揚謙は、まだ大元ウルス治下の教育システム、撃術の中にあった。越

揚謙のおかれていた環境、時代背景からだけでなく、じっさいに『皐箔j

の内容を分析するならば、そこに示されている教則、讃書指南もまた、
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大元ウルス末期の文人子弟に要求されていた状況の一端であることは一

目瞭然である。鄭民のいうとおり程端種の『分年日程jの延長にあるこ

とは、まちがいない。

越掲謙は、まず「教範第一Jにおいて、教えるべき皐聞を大きく四つ

に分類する。すなわち経皐、行賞、文義、治事である。つづく「讃範第

二Jでは、小事、経、史、子、集部の分類のもとに、讃むべき書籍のリ

スト、および韓性、程端種、陳鐸曾という大元時代の教育に深く携わっ

た三人の文人の讃書法を列暴し、さいごに自身の考えを述べる。「勤範

第三」は、程端麗『分年日程j巻二の批勤の方法を縛載、若干のコメン

トと参考書を二、三付す。「作範第四」は、「作文Jとして陳鐸曾の『文

説j、陳駿『文則jの抜粋と参考書リストを暴げ、「作詩」については前

人の詩話、詩法をあちこちから引用、紹介、最後に詩評書のリストを呈

示する。「書範第五Jでは、陳縛曾の『翰林要訣jを中心に、同時代の

書法書から永字八法をはじめとする筆法、各書館の模範となすべき拓本

を抜粋するほか、参考にするべき字書、書論を紹介する。「雑範第六」は、

琴、硯、筆、紙などの文房具、輩、印、表装などの基礎知識と麗蓄が述

べられ、さいごに参考書目が添えられる。

本書に奉げられる参考書は、少なくとも洪武二二年以前に、四明近遁

の文人、拳生であれば、閲覧することができた。 f分年日程jが掲げて

いる参考書は、概ね踏襲するが、程端種と意見を異にし、敢えて記さず、

かわりとなる寄をあげる例も見られる（78）。そして、これがもっとも『皐

箔jの資料性を高めているのだが、程端櫨が言及しなかった、もしくは

見ることのできなかった一一すなわち元統三年よりあとに編纂、刊行さ

れた書物が相嘗敏記録されている。なかにはこんにち停わらず、歴代の

『番目jなどでも知られていなかった書物もいくつかある。それらの書

は、賞時、ある程度高い評債を得ていたとみてまず間違いない（79）。じ

っさい、程端植のあげる書目と同様、粛政廉訪司、儒皐提奉司の監督下

のもとに刊行された官刻本もしくは元建安刊本でたしかに存在したこと
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を確かめることができる。また、陳様や胡ー桂の f尚書j、『易j、『詩』

の纂疏、促士毅『四番輯稗j、程復心『四番章圃j、錨雲龍『天原護微』、

胡煩文、証克寛の一連の経史書の注稗、許謙の『讃図書叢説j等がとり

あげられていることは、とうじの徽州、金華事派の文人たちの活躍と建

安刊本の流通ぶりを示すものにほかならない。とくに徽州の事術が江南、

山東で塵倒的に優勢であったこと、これは否定のできない事賓であり、

明初朝廷の皐術繕承を考えるうえでも最低限必要な認識であろう。金華

もたしかに目祖謙以来の事問の縛統を誇るものの、出版敏からみれば徽

州には及ぶべくもない。それは『皐箔jだけでなく、『積記集説J（足利

皐校遺蹟固書館義元建安刊本）、『書集鱒J（四部叢刊所収元建安刊本）等

この時代に編纂された書物巻頭の「引用番目J、至正十年「密州重修廟

事碑J碑陰「所購密州士大夫書籍J<r乾隆諸城勝志』巻十五）をみても、

一目瞭然である。ことさらに大元時代の金華皐派を強調するのは、宋澱

の思惑に乗せられているも同然であるo

f分年日程j、『事箔jの暴げる書の多くが、前掲碑碑陰の書籍リスト、

陳師凱の『書薬氏停穿通J（至治元年序内聞文庫戴至正五年建安余氏勤有

堂刻本）や趨患の『四番築義J（泰定元年序盛湾故宮博物院競影元紗本）

の「引用番目」にも見えることは、こうした讃書規範が単なる理想では

なく、賞際に定着していたことを裏付ける一一「引用書目」は、従来ほ

とんど使用されていないが、賞時の書籍流通、こんにち侍わらないテキ

ストの存在、文人たちの拳術、思想を知る上で、貴重な資料である。加

えて曲阜孔家が弘治一五年 (1502）に建安番坊に刷らせ孔廟の杢文閣に

置いた書物のリスト、二年後の一七年の時貼で建安書坊に保管されてい

た版木の書名リスト（側、明嘉靖年間の「杭州府儒皐尊経閑番目J(81）等

と一致するものが多いことは、明代半ばにいたっても大元ウルス治下の

教育システムの影響下にあったことを、端的にものがたる。 f分年日程j

は、明版、朝鮮版の『居家必用jにも取り込まれたo そして敢えて付け

加えるならば、『分年日程j、『皐箔jは、朝鮮全羅道の龍源、泰仁の官
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鹿で版木が作成されている（82）。日本でもひじようによく誠まれ、宮廷、

幕府、事校等の所戴機閥、朱子撃者をはじめとするひとびとの書籍の刊

行、収集、讃書のあり方に大きな影響を興えた。たとえば、瑞賂周鳳は

賓徳三年（1451）四月、友人達と『分年日程jを話題にのぼせている（『臥

雲日件録抜尤j第十三）。林羅山は f皐箔jに目をとおし、程端櫨と趨掲

謙の推薦書を中心に収集、筆寓につとめた（『羅山林先生集附録j巻ー）o r分
年日程jは昌平坂皐問所の官板が、『準箔jは明暦二年 (1656）に上村

次郎右衛門が開板したテキスト（京都大学附属図書館谷村文庫戴）が知ら

れている。そして、まさにモンゴル時代にあたる1330年代以降に創建さ

れたとおぼしき足利皐校の皐問教育の源流は、っきつめればf分年日程j、

『皐箔jの二番にあるのである。

さて、趨掲謙が「時務策」のために説むべき「通用Jの書として奉げ

たものを前掲（本稿13頁）の程端櫨のリスト <r通典jから『成窓綱要jま

で。『説文j以下は、越掲謙の範障では、「字皐Jに分類されるので除外する）と

比べてみると、『通典jから察氏 I律呂新書Jまでは、陸良師の f櫨園j

を依く以外はすべて同じである。しかし『排謹律準jから『成態網要』

まではまったく取られていなし、。かわりに『類説j、『黄氏日銀、j、『博物

志j、『集古録j、『博古圃j、f征賦定孜j、『太平御覧jが採用されている。

宋の曾健編 I類説jは漢以来の百家小説を集めたもの、 f周艦註博物志j

十巻は、菅の張華が編んだといわれる小説集の輯逸で、「策Jには、ま

ず閥係ない。黄震『黄氏日齢、jについては、後至元三年（1337）慈渓黄

氏刊本（韮湾園家岡書館戴）、および至正三年刊行の小字本（13行×24字） (83) 

が侍わる。後至元三年刊本は、もとの初版の版木が兵火の中で滅びてし

まったため、黄震の諸孫が祖訓の失墜を恐れ、端本のテキストを買い集

めて、再度刊行したもので、それ以前は、入手が困難だったと考えられ

る。先に紹介したように、嘗時四明の廟j等生、書院で新たに購入された書

籍リストにも確かにこの書が含まれており、程端麗も f穂記jの参考書

として暴げている。巻ー～三三は十三経、三四～四五は宋の諸儒の書、
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四六～五Oは『史記』から『五代史Jまでの正史と『宋名臣言行録J、

五一～五回は諸雑史、五五～五八は諸子百家、五九～六八は唐宋古文家

の文集について、それぞれ解説、六九～九七は黄震自らが著した「奏笥J

「申明」「公移J「策問j等制）を収め、いちおう「経史時務策Jをカヴア

ーする内容となっている。欧陽惰『集古録蹴尾j十巻は、周穆王から五

代までの金石文に附した政文四百篇鈴りを収録したもの、『至大重修宣

和博古困録jは、西湖書院に版木を戴したことがわかっている。元貞、

大徳年聞から次第に各地の孔子廟に蒋実用の祭器が作成、設置されはじ

め、至大年間以降は急ピッチで、全園の路、府、州、牒の廟皐に備え付

けられるようになる。この『博古園』は、祭器の見本、カタログのひと

つとして用いられた。 f征賦定孜jは、呉澄の弟子裳明善が著した、経

俸を援引して井田水利の法を説く経世の書（85）であるが、こんにち侍わ

らない。しかし、何よりも注目すべきは、 f太平御覧j全一千巻が事げ

られていることである。南宋嘉泰四年 (1204）の時貼で、四川、福建の

刊本の存在が知られていたが、じっさいには楊南里のような文人でも書

名を聞くのみで、自身直接閲覧できるとは夢にも思っていなかったらし

い（86）。もし個人が容易に閲覧できる状況になっていたとすれば、大元

時代末期の出版は、従来の推定よりもはるかに驚異的な成長を遂げてい

たことになる（87）。

いっぽう踏襲きれなかった書のうち、『大元通制j、『成憲綱要jは大

元ウルス朝廷編纂の政書であり、洪武年間の政治状況、髄質を考えるな

らば、削除されるのは仕方がない（大元時代の書でも、『征賦定孜jは加え

られているが、この書は、大元時代の具髄的な征賦閥係の公臓を収録して論ずる

ものではない）。しかし『唐律疏義J、『宋刑統jなどの刑法、 f程典j、『郊

廟奉杷種文jのような宋代の櫨制の書まで載せず、またかわりに洪武三

年に頒行された『大明集積j、六年編纂、八年より部分的改訂、二二年

に根本的改訂がほどこされた『大明律』を採るわけでもない。越掲謙は、

それらのテキストを見られる環境にあり、しかも「教範第一」の「治事」
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には、ちゃんと選事、食貨、種儀、集律、算法、吏文、星暦、水利、兵

法、啓薬、 卜鑑の科目が暴げられているにもかかわらず。受験生たちが

f大明集種j、『大明律jを容易に見られる状況ではなかったのか、ある

いは、明朝廷に、受験生たちがモンゴル時代と現行の不備な制度を比較

して論ずること、具健的な「時務Jの知識を得ることを嫌がる雰囲気が

綴っていたのか。おそらくはその雨方だろう。明朝廷の版木の管理は甚

だいい加減で、希望者への印刷サーヴイスは、想定されていないに等し

かった。江南行基を接収後、江南各路の宋元版の版木を集め、明朝廷の

園家出版物の管理にあたった南京の園子監でさえ、成化始めには版木の

大半を訣く有り様であった。嘉靖七年の時勤で『大明律j三十巻は、“存

する者二面、徐りは皆鉄”していたという。また、洪武二十年の時鈷で、

科事は明経科に重結を移し、策試は“唯、経史を以て問う”（邸）ばかりに

なってしまっていた。越掲謙が「時務Jについて具値的な書名を事げよ

うとしても、困難な状況にあったのであるc

なお、「治事」のうち算法、吏文、醤薬、 卜盤は、じゅうらい士大夫

の拳問ではなく、商人、膏吏、略者、占い師といった“民間”“庶民層”

の専責特許のようにいわれてきたo しかし、じっさいには、『本草j、『霊

植j、f素問j、f六壬神植j、『八十一難経j、『傷寒論j、f葬書j、『農桑輯

要j、f太乙福感jのような「雑書」一一“九流の説”も、「儒者は一事

の知らざるを恥とする以上、雅論でなくとも究めざるを得ない」、とい

うのが越掲謙をはじめ、首時の文人たちの考え方であった（89）。程端穂

も、 f分年日程j巻ーの“『程氏増贋字訓網jを讃む”の割り注にて、“醤

家の『脈訣jの知きは、最も初皐に便なり”という。じじっ、大元時代、

これらの書物一一陰陽や盤撃の試験の欽定教科書、動良書は、すべて嘗

該機関から園家出版され、中央および各路、府、州、勝の挙校、官鴎に

配布されていたのである。ぎゃくに醤皐生も指定の教科書のほか、 f索

開j、『難経j、『脈訣j等の基本書を拳ぶことはもとより、小撃、典章、

案式、算術、四書五経、『毛詩jと f爾雅jの薬草の名に通じることを
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も要求されていた（90）。儒と腎は限りなく近い閥係にあった。陰陽につ

いても、『地理葬書jを呉澄が制定、金華の鄭誼が註縛を施し、新安の

儒者越坊が『葬書問封jを巻末に付す、というような例がある（91）。そ

もそも、大元ウルスの朱子皐隆盛における最大の功勢者のひとりで、“南

の呉澄”と並び稀され、皇慶二年六月、孔子廟に宋儒九名とともに従認

された“北の許衡”自憶が、線、老はもとより、“皆、 ト盤、兵刑、貨

殖、水利、算数と究めざる所なき”人であった。のち『元史jの編纂者

のひとりで、洪武帝にとりたてられた文人王韓が讃書指南として書いた

f青巌叢録』に、経書以外に働教、道教、陰陽家、醤家が取り上げられ

ているのも、劉基が飲食、服飾、器用、百葉、農園、牧養、陰陽、占ト、

占断、十神の分類のもと f多能榔事j（名古屋市蓬左文庫臓明刊本）を著

したのも、儒道悌の三教兼通、占卜、臨撃等の雑事の知識が、嘗時ごく

あたりまえのことだったからである（ちなみに高麗末から朝鮮初期において

も、鄭道停等が中心となって書籍鋪を設置、活字を鋳て経・史・子容・諸家の詩

文はもとより臨方、兵律に至るまであらゆる分野の本を印刷した。 f三峯集j巻

一「置書籍鋪詩井序J参照）。

そして、だからこそ、越掲謙は、これらあらゆる方面の知識を一番に

まとめた『居家必用jのような類舎を必讃の書に事げたのである。至正

二O年 (1360）に越掲謙と同じ四明の定海牒で、勝予の注汝慾によって、

刊行された f山居四要J（霊碑園家図書館戴元刊本 12行×24字）も、太

史楊璃の『山居四回jを骨組みとして、さまざまな書籍から要勤のみを

抜き出し、「素問格言」、「居宅避忌J、「昨穀救荒」、「六畜病方J、「文房

必用j、「行厨須知J等の項目のもとに整理した書だが、士大夫が讃んで

見聞を贋め善政を施せるように、との目的で編まれたのであった（92）。

そして、この書に序文を寄せ、版木に字を書いた徐勉之は、慈湖書院の

山長であった。なお『唐家必用jの後至元五年の建安呉氏友子書堂刊本（93)

には、各巻の最初に揺給が付されているが、やはり通念とはことなって

「民間J人のための出版物ではなく、士大夫のためのものであったわけ
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である。そして同じく、まさに f皐箔Jのいう算法、吏文、臨薬、 卜鑑

をはじめ、農桑、文義、文房等の類をたて、さまざまな書籍のさわり、

節要を綴じ合わせた『事林蹟記jも決して庶民のためのものではなかっ

た（94）。のちの明においても、朝鮮においても、そして日本においても。

それは、すべての分野の知識、あらゆる書物の精髄を、要領よく、ヴイ

ジュアルに見渡そうとする精神のもとに、編纂、提供された書物にほか

ならなかった。唐宋以来大元時代までの古今の郡邑の沿革、官制j等を調

べる際に、とりあえず使用されるのは、手軽なf事林蹟記j、『事文類来j、

『翰墨全書j、f方興勝覧J、f輿地要覧J、f啓街青銭j、f官制沿革jの類

いであった。方向や程復心のような儒事者たちにとって、それはごく蛍

たり前のことであった（95）。これらを建安刊本で描絡がついていること

を根擦に、安易に「日用類書」なる語で呼び、定義すらもはっきりしな

い“民間”の書物と決めつけ、またそれを前提に、個々の記事を理解し

ようとするのは、本末特倒というものである（そもそも「科事詔」の全文

や「大元官制J、「皇元朝儀之闘j、「官民禄鹿俸給」の記事を載せること自慢、同

書が、誰のために編纂されたものかはっきり示しているのだが）。それでもな

お敢えて「日用類書jという呼び方にこだわるならば、一飽如何なる階

級の人々のための日用類書なのか、常に肝に銘じておく必要があるだろ

つ。

ところで、越掲謙がしばしばその説を引用する陳線曾も、その著 f文

筆jにおいて、経、子、性、種、集の五件の書は「専精＝心謹」し、政

術、兵、法律、天文、地理、姓氏、小皐、名物、闘譜、史、停記の十一

件は「博習＝考索Jし、草木晶魚、盤、 卜輩、陰陽家、古緯、器物、百

工の七件は「穿通＝摘要」し、雑襲、異端百家、小説雑書の三件は「汎

覧＝渉撤Jし、総集、別集は「鈎玄＝遊選Jしなければならないという（96）。

やはり、いやしくも朱子撃を奉ずる者ならば、いずれの分野の書にも通

じていることを要求されたのである。

陳鐸曾は、父の陳康祖が、同じ呉興出身の越孟頼、銭選や戴表元等と
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親しかった縁で、戴表元に師事した。省時のかれらの交友関係の慶がり、

文筆、護術活動の一端は、『郭天錫手書日記J（上海圃書館議稿本）から

窺える。それによれば陳康祖は、至大元年の時貼で杭州路下の儒皐教授

を務め、翌年十月末からは澄州路へ車専任する。息子である縛曾もおそら

く同行したのだろう。そのご、延祐年間に大都に上ったともいう（97）。

陳縛曾自身については典籍、碑刻資料から少なくとも天歴二年（1329)

から後至元五年 (1339）まで園子助教、至正元年 (1341）から至正四年

(1344）まで翰林図史院編惰官を務めたことが確認される（98）。陳鐸曾は、

こんにち修辞撃の書である f文筆j、『古文衿式j、字撃の書である f翰

林要訣jの著者として知られるが、これらは、とうぜん省時の文壇の中

心にあった人々の考えを反映しており、また園子監での授業に於いても

講じられた事柄だろう。少なくとも f文笠jは至順三年の自序を有し、

園子助教の在職期間の執筆である（なお、陳縛曾は、延祐の科事再開に際し

でも、各科目について説書と作文の封策、参考書目リストを示した。それはこん

にち f文説J（凶庫全書本）の中に見えている。しかし、「時務策」のための讃書

については具慢的な書名を畢げていない（99）。『文筆j、『古文斡式j自髄は、いず

れも科事のためというよりは『翰林要訣jと同様、この時代の特徴である「ヴイ

ジュアルなマニュアル本の作成」によって、全ての文慌を解析することに本来の

意聞はあった。この時代の詩話の流行もこの精神にもとづいている）。主な封象

は、さまざまな場面で撰文を依頼される中央、地方の文人、官僚たちだ

った。しかし、陳鐸曾は、至正元年には、干文停、林泉生、黄清、柳貫

等とともに江断行省の郷試の考官をつとめており (I側、かれの説く文健

論を撃ぶことは、受験生にとっても決して損なことではなかった。その

結果、『文筆jが課金孫の f新刊精選諸儒奥論策皐統宗j（『宛委別戴j所

収）の巻頭に附されることにもなったのである。

『事箔Jがとりあげる韓、程、陳三氏の説のうち、のこる韓氏は、先

述したように韓性を指すと見られる。第一に、巻上「誠範第二」の『孝

経J僚において、“最近刊行された呉草蹴先生（呉澄）の注した f孝経
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刊誤j”云々と述べていることから、大徳七年以降、存命だった人物で

なければならない001）。第二に、 f金華黄先生文集j巻三二「安陽韓先

生墓誌銘jによれば、程端麓と同様に、四明の名士王臆麟・戴表元およ

びオングト族の大物官僚で園子撃を綱領したこともある越世延(102）等と

の交際が確認でき、延祐の科奉再開の際、四方の皐生逮がこぞって作文

法について教えを請いに来たこと、朱子撃を重んじたこと、元統元年の

進士に首席で合格し江南行基の監察御史となった李費、江南行選御史中

丞のオルグプカ (103）等の門人を輩出していること、至正元年に没したこ

とを停えているからである。そして、程端櫨兄弟の停は、まさにこの「墓

誌銘Jをもとにして成った f元史j巻一九O 「韓性鱒Jに附されている

のであった。

じつは、韓性の説は、陳鐸曾の f文説J<r四庫全書j本）の後半部に丸

ごと収載されている。このテキストでは、一読すると韓性ではなく陳縁

曾の所説であるかに見える。だが、前段末尾に「答韓荘伯説書説Jとあ

るので、これを前の「科奉のための説書法（銭大附のいう陳縛曾の『科奉

天階jの可能性がある）jの部分の註と取り、後に「韓荘伯説書説」を附

して参考とした、と考えることも可能である。むろん 韓荘伯が韓性と

同一人物であれば、の話だが（オルグ・プカの申請によって、朝廷から賜っ

た誼は荘節先生である）。趨揚謙が、陳縛曾の説を韓性のものに誤る可能

性は、ほとんどなく、問題があるとすれば、 f永築大典jからの輯逸本

である現行の四庫全書本『文説jのほうであろう。『撃箔j「作範J所収

の f文説j、および明の底陵の曾鼎が f皐箔jをほとんど票j窃した上に

前代の作文の方法を付け加えて編輯した f文式j附 f古文斡式J（中国

園家回書館戴明刻本） (104）に引く所の『文説jには、韓性の『積書説jの

部分はない。ぎゃくに、四庫全書本の他の部分はこれらのテキストに比

して簡略化されており、完全なものでない。

こんにち見られる韓性の『讃書説jに、 「針策」のための直接的な「通

用J、「雑書」の説書指南は見えないが、史書の積書法において、やはり
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程端嘘と同様に、『通志j、『通典jを事げるほか、 f奮唐書j、f唐曾要j、

f宋曾要j等の書が見えることは、注目される。また、墓誌銘によれば、

韓性自身、専著こそ遺しはしなかったが、天文、地理、臨築、 卜盤、浮

園、老子の書についても通じない所はなかった、という。

四明の儒者の出世頭で、翰林院に長く勤めた裳納は、科奉再開の少し

前に園撃での教育について、次のような建言をしている。

園朝の園事の定制は、深く「築を典り胃子を教えるJの古意有り。

備し唐制の如く、五経におのおの博士を立て、之を伴て専らー艇を

治め、互いに問難を潟さしめば、以て其の意を掻くさん。賞世の要

務に至りては、則ちほほ宋の胡凄の立つる湖撃の法の如く、櫨築、

刑政、兵藤、 i曹連、河渠等の知き事も亦た、朝夕に講習すれば、以

て経済の賞を見わすに足るに庶からん005)

胡壌は、モンゴル時代に稿揚される宋の箔仲掩によってとりたてられ、

蘇州の郡撃、湖州、園子監などで教鞭をとった文官である (106）。また、

衰摘は、この貨準、経世の撃を疎かにしたことが、宋の滅びた原因だと

明言する。

宋の末年より朱来の撃を尊ぶも、唇腐舌弊、『図書jの註に止まり、

故に凡そ刑獄、簿番、金穀、戸口の密際出入は、皆、以て俗吏と潟

し、而して争って邸棄し、清談危坐して、卒に園亡ぶに至るも救う

可き莫し。

程端雄、越掲謙等の教法の根底にも、この考え方が流れていたに相違

ない。吏の職務を蔑む姿勢は、ここには全く見られない。モンゴル時代

の華北の文人たちと同様に、 i折東の拳問も、“多識を以て主と潟し、経

史を貫穿し、百家を考寂し、天官、律暦、井田、王制、兵法、民政自り、

委曲に該通し、必ず諸を賞用に措せんと欲し、空言を矯さざる”（107）こ

とをモットーとした。

以上のように、この13～14世紀のモンゴル時代、文官たちは、古典か

ら現代まで、文系、理系を関わず幅庚い教養を身につけることを強く要
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求された。しかも、官職に就くならば複数の言語に通暁し、ウイグル文

字、パスパ字も讃めることが望ましく、解由状の記載候項には言語能力

も含まれていたのである 008）。そのうえ、古典の注穂、香澄や音築等の

各分野に新風を吹き込み、囲碁のような遊息の護の才、水利事業等に必

要な工事・敏撃の術に長けた越孟頼、任仁畿のような官僚もいた。イタ

リア・ルネッサンスに先立つ「高能人」の登場であった。

( 2）文髄の習得

r. r分年日程J

さて、程端櫨の方式にしたがえば、『通鑑j、『韓文j、『楚僻j、策のた

めの読書カリキュラムをマスターしたのち、ょうやく本格的な作文の練

習がはじまる。拳識があってこそはじめて、さまざまな文飽が理解でき

る、と考えるからである。それまで曾得した科目を朝食前に復習しなが

ら、二、三年の問、作文に専心する。六日で一周のローテーションを組

み、初日の午前は四番の傍注、或問、二日目の午前は五経の傍注、三日

目の午前は『通鑑jの復習、この三日間の午後は経書の正文の復習、夜

は策のための「制度」「治道」閥係の讃書、探究、のこりの三日は午前

は模範となる文集を誠み、午後は作文の方法の模倣、習得、夜は、それ

らを筆潟、批鈷を施す作業である。程端謹は、三場の各科目の文慢の習

得に必要な参考書を具髄的にあげ、「策」については次のようにいう。

策を畢ぽんと欲すれば、我が平日四番於り得たる者を以て本と矯し、

更に平目撃ぷ所の文の法を守り、更にf漢唐策j、『陸宣公奏議j、『朱

子封事書疏j、『宋名臣奏議j、活文正公、王臨川、蘇束披の『高言

書j、『策略j、『策別j等を略看す。利害を陳ぶるを事べば則ち得た

実。況んや性理、治道、制度の三者は己に工夫を下せば、亦た問ふ

所に答ふるを以てする無きに患はず実。今日の時務の得失と難も、

亦た須らく詳究すベし。

平目撃ぷ所の文の法とは、経史とくに f孟子jの文を基本としたうえ
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で、それを感用した文髄の模範例を皐ぶことで、①『文章正宗J(109）に

おさめる韓愈の文のうち、議論、殺事爾僅の華・賞兼ねそなわる文七十

鈴篇を紗潟し、『晦庵先生朱文公韓文考異j、謝妨得の『批勤韓文J(110) 

を増廃した程端謹自身の f程氏批鈷韓文jの二つの嘗該文の箇所を参照

しながら、毎日熱讃して、その筋法、章法、句法、字法を短得する。②

韓愈の全集を通説する（韓愈を一生の作文の骨子となすべきだ、というのが程

端謹の考えである）。③韓愈から展開して、陳亮が選んだ『欧陽文粋J(111）、

曾輩『元盟類葉j、王安石『臨川集jの三家の文値を拳ぴ、柳宗元の文

（まず『文章正宗j収録のもの、次に全集）、蘇淘の文を讃む。④史官の任を

務められるように、まず『文章正宗j、湯漢のf東澗先生妙絶古今文選J(112) 

収録の『史記j、『漢書jの文を讃み、次に『史記j、『漢書j全慢を通議

する。以上の四段階からなる。

f漢唐策jは f文献通考j巻二四八にみえる陶叔献の『漢唐策要j十

巻を指すのだろう。ついでにいえば、 I雨漢策要jなる書もあって、こ

れは、北宋の景祐二年、進士陶叔献が編纂した十巻本を金朝大定年間に

二巻増庚して出版したテキストをもとに、越孟頬が一字一字版木サイズ

の紙に書いた、といわれている。

『陸宣公奏議jのテキストは、戴表元の友、蘇盛の陸子順が編輯した

『陸宣公奏議精要j三巻（113）、鹿陵の鍾士益（永盟の錘士荒？）が奏識と

制詰に註を施した『陸宣公奏議増註jがあったことが文献上から知ら

れ（114）、劉岳申は後者について、“場屋を使て此れを得らしめば、時務

は有用の策無きを患はず、廷封に此れを得らしめば、聖朝は晃董の文無

きを患はず、奏疏に此れを得らしめば、人主は納諌の明無きを息はず、

制詰に此れを得らしめば、天下四方は感泣の人無きを患はず”と、はっ

きり科事の針策に有用であることを述べている。現存の元刊本では、至

大四年（1311）に、嘉興路から刊行された奏識と制詰を収録する『唐陸

宣公集jニ二巻（静嘉堂文庫戴大字本10行×17字） (115）、後至元六年（1340)

に、嶺北湖南道粛政廉訪司から刊行された潜仁の『陸宣公奏議纂註jー
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二巻（萄北平図書館蔵マイクロフィルム 大字本7行×17字） 016）、至正一四年

(1354）に、建安劉氏翠巌精舎が謝妨得の経進批鈷正本を入手して重刊

した『注陸宣公奏議j一五巻（護持園家国書館戴小字本12行x23字）の三

種が停わる。翠巌精舎の牌記も、この書が、科書法の経史時務策の針策の

ために刊行されるのだと、言明している（117）。陸宣公は、農桑、皐校、

常平法、戸口、田野といった大元ウルスがとくに力を入れた分野の奏議

を行った先駆者でもあった（ll8）。

f宋名臣奏議jは趨汝愚の f圏朝諸臣奏議j一五O巻を指す。曾て編

まれた『園朝文鑑jの奏疏一五六筋では組略に過ぎるとして、秘書少監

であった越汝愚が、秘府四庫所裁の史書を検索して、建隆から靖康まで

の奏議を大きく「君道J、「帝繋J、「天道」、「百官J、「儒事」、「種築」、「賞

刑」、「財賦」、「兵」、「方域J、「漣防」、「線、議」の各門に分類、収録した。

淳県十三年に献上され、福建、四川等で刊行されたが、こんにち知られ

るのは、淳祐十年（1250）史季温が福建で刊行したテキストの版木を、

大元時代に補修、再度刊行したものである。

朱子の「封事」、「書疏」、王安石、蘇献の「高言書」、「策略」、「策別J

については、それぞれの文集から特にそれらを選んで諌めばよく、また、

単行本として賀りだされてもいた。

『斑文正公政府奏議jは元統二年、抱仲j奄の八世孫の文英が刊行した

沼氏家塾歳寒堂刊本二巻があり、少し前の天暦年間には『活文正公集j

附録十四種（豪海国家岡書館戴天暦抱氏歳寒堂刊本） 019）も刊行されている。

「義荘」で知られる泡仲流は、大元ウルス治下、タングートおよび江南

の文人、儒者によって、意図的に特別な先賢として祭り上げられた。科

事再開のさいに、アユルパルワダが「千百人中より一人の抱仲掩を得ら

れれば充分だ」、と言ったと侍えられるほどに（『道園事古録j巻三四「送

朱徳嘉序J）。その動きは、既にクピライの至元二五年の時貼で明白にな

っており、程端根も決して無縁ではない。『抱文正公政府奏議j、『箔文

正公集』附録十四種の出版も、綱堂の建設、義荘等一連の事業の産物で
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ある（詳細は別稿において述べる）。

以上のような讃書を経て、科暴の各科目に封臆できる作文の基礎力、

模範文がたたきこまれると、こんどは答案をじっさいに作成するための

トレーニングが開始される。程端躍は、良徳秀の「謄拳工程jの方法と、

戴表元、謝紡得の皐習法を組み合わせて採用した。かれは、三場の「経

問＝経疑J「経義J「古賦J「制詰章表J「策」の順に、各科目毎に讃書九

日作文一日のローテーションを組んだ。最初の六日間の朝は四書五経の

博注の復習、残りの三日間の朝は経書、楚齢、韓愈の文の復習である。

昼食後は毎日試験の第一場すなわち「経問J「経義Jの文章を讃み、民

徳秀の工程にしたがって、「性理J「治道J「制度J「故事Jの順に論を習

得していく。夜は三場四類の分類にしたがって、閥連の文章を抜粋、編

輔、筆寓して批鮪を施す作業を行う。最終の十日目は一日中、模擬試験、

夜は自分の書いた文章を壁に貼って他人の答案のつもりで、添削するの

である。いかなる文飽が適切なのか、じゅうぶんに健得できてきたら、

徐々に諭書の日数を削り、かわりに作文の日数を増やしていく。ちなみ

に、この最後の「事業」の課程において、程端櫨の友人で平江書院の山

長劉有慶（120）などは、科暴封策として事生に平日からただ“監韻（＝『櫨

部韻略J）”のみを携えて入室させ、部屋に施錠して試験場の雰囲気に慣

れさせたという。

程端穫は、「経疑J、「経義Jにおいて、『大事或問j、『中庸或問jの文

憶をひたすら手本とすることを要求し、宋末のいわゆる“文妖経賊”、“末

流軽浅虚街”、“敷桁虚浮”の弊をを改めようとした。“原講讃結を官す”

こと、これを彼は最も忌み危恨した。科事再開の詔が指示するとおり、

“格律に拘ぜず”、“胸中の皐ぷ所を直寓する”こと、朱子の「貢皐私議

法」に依擁することを繰り返し主張した。というのも、科暴が再開され

てからまもなく、すでに延祐七年の時鮪で、合格答案に、北宋末期の張

庭堅の文飽どころか南宋末期の憶が復活しはじめ、試験官の中にも科事

再開蛍初の政府の意図、期待を理解していない者がいるとの認識をもっ
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たからである。同じ「科奉の詔Jで“浮藻を於まず、惟だ直述に務めよ”

と述べられる「経史時務策Jにも、同様の現象が見られた可能性は高

し、(121)。

程端植の考えでは、科奉の文は、必ず其の意味、理屈が精深で、孜設

が的確、ことばづかいが典雅でかつ嘗を得、殺述が明確でのびやかでな

ければならなかった。すなわち「古文Jそのものでなければならなかっ

たo 科暴の合格答案は、同を追うごとにレベルが下がり、模範とするに

は足りないように恩われた。先儒の策、奏等の名文、佳作に拳ぶほうが、

ずっと役にたつ、というのがかれの結論であった。では、同時代のほか

の人々は、科事の文はどうあるべきだと考えていたか、模範とする文値

は誰のものであったか、その韻書指南を確認しておこう。

II.『畢箔jほか諸説

陳縛曾が『文説Jにおいて科暴の策のために推薦する書も、まずは、

程端櫨と同様、書坊刊行の『漢唐策jである。蓋仲箭の三策を鰹となし、

貿誼の「治安策Jを骨となして、それから蘇紙の『策略助波湖J（これ

も程端謹に同じ）、白居易の諸策を参考にせよと言う。また、『文筆j「古

文小譜五J（一．文短〉において、「封Jは“答問之詞。封策、封問。”

と述べ、その源は、『左侍j、f家語j、『孟子j、f董仲箭jにあるといい、

参考書として『文選』、『［唐］文粋j、『韓［文JJ、『柳［文]Jを事げる。

同様に「奏」については、『漢疏j、『文粋j、『陸宣公［集JJ、『宋［諸臣］

奏議jを、「弾Jは、『文選j、『文粋j、『文劉jを、「表Jは、『韓j、f陸

宣公j、『蘇［束披JJを、「状」は、 f韓j、『陸jを、「笥」は、『陸宣公j、

f欧j、f蘇jを、「書Jについては『韓j、f柳jを参考書として暴げてい

る。 f文筆j「古文小譜五J（二．文値〉においても、総集として『文選j、

『古文苑j、『文苑［英華］J、f文鑑jを、別集では唐宋八家の各文集と f陸

宣公文集jを暴げる。この選書は、ちょうど“普者、漢唐七百飴年、惟

だ輩仲街、韓退之のみ排撃正誼にして、先王遺烈に庶幾からん。而れど

も政理を尚論すれば、則ち賀太博、陸宣公に知くは莫し。” 022）とのべ
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た新安の越坊の見解に近い。

いっぽう、韓性の取る方法は、文章を讃むならまず『孟子jの賂逸な

る者二十徐章、 f韓文jから四、五十篇、そして『蘇文jから三、四十

篇、気に入った文を選ぴ書き窮して、計百篇に編纂する。百篇以上欲張

る必要はなく、ぎゃくに気に入ったものが少なく足りない場合には、無

理に選ぱず、全部讃み終わってから、再度じっくり全集を讃み返し、す

ぐれた文を選ぴ取る作業を繰り返していく。そして、自分だけのアンソ

ロジーができると、勉強の合間に何度も反復して讃み、批勤を施し、こ

れらの文恒をものにする。『設史管見jを敵にみたてて、自説を展開す

る練習をする。『萄子j、f揚子j、『文中子J、『新序j、『説苑j、I雑家j、

『管子j、『召覧j、『買誼j、n佐南子jや、道家の『老子j、『荘子j、兵家

の孫武、法家の『韓非子j等、精奇な論説を繰り蹟げる諸子百家の文章

を博覧することも薦めている。

f畢箔jが「説集」において列奉する線、集のうち、『文選j、f唐文梓j、

『宋文鑑j、 『文章正宗』は、程端穂、陳鐸曾ともに「古賦」「詔諾・章表」

科の参考書として奉げ、 f文苑英華jは、陳緯曾の特にお気に入りの書

だった。 f太平御覧jと同様一千巻にのぼる f文苑英華jを、陳鐸曾、

趨掲謙ともに積むべき書とするのだから、少なくとも官鹿、皐校などで

閲覧できる状況に至っていたに違いない。陳師凱も『書薬氏縛穿通jの

「引用書目Jにあげている。もっとも、延祐元年、科場再開の詔に呼臆

して、越文（字は儀可、韓は青山）が『文苑英華纂要J（中園国家園書館蔵

元刊本）甲乙丙丁四集計八四巻を刊行しているので、こちらの簡約版が

流通した可能性もある（123）。越文は、東湖書院の山長、南雄路塾教授等

を歴任したが(124）、“此の書に熟精し、文場す暑の下に盛戦し、能く朱

衣の人（試験官を指す）を使て暗かに鈷頭せしめれば、則ち雁搭に題し、

銅章を結べるは、特だ芥を拾う耳。”とかなり露骨な薦め方をしている

一一いかにも、受験テクニックに長けた底陵の出身で、曾て宋の太畢生

であったことを偲ばせる序文ではある。このような、謡い文句は、書坊

39 



のみに責を負わせられるものでは決してない。ちなみに彼は、同年、 f策

準jなる科事の参考書の序文もものしている一一o なお、別集について

は、所調「唐宋八犬家」の文集を、程端穂、陳縛曾、越掲謙のいずれも

皐げていることが、特徴である。ただし、越拐謙は、「鮪純第三」にお

いて、程端種が f文宗正宗j中の韓愈の文七十篇に批抹を施した『程氏

批貼韓文jは、世間でひじようによく使用され内容も精綴だが、繁雑に

過ぎる嫌いがあるので、事生は死守する必要はなく適宜省略しでもかま

わない、と助言する。そして、蘇淘が批鈷を施した韓愈の全文集を強く

薦めている。

越鳴謙が獅自に推薦する文集は、 f事箔jのリストから、椀性、程端

穂、陳縛曾の言及する書を除外して残ったもの、と考えられる。線、集で

は、 f績文章正宗j、『文章軌範j、『崇古文訣j、f古文集成jが該賞する。

前の三者は、いずれも元刊本が現存し、さいごの f古文集成J(125）は、

『文章正宗j、f古文閥鍵j、f祭古文訣j、f古文標準j等の批勤を引用し、

注穏に白話語義が用いられていることで知られる <r四庫全書jの編纂官

は、宋の王建震の撰とし、南宋理宗の頃に書障が刊行したと推測する）。また、

別集として黄庭堅を事げるのも、越栂謙ひとりである。いっぽうで、程

端躍が推薦する『名公四六j、『四六賓苑j、包宏粛『宏僻総類j、託謀、

周必大、陸遊、劉克荘の文集等は採られていなし、。

なお、文評に闘しては、越掲謙は「作範上Jにおいて蘇淘 I批鈷孟子j、

陳駿 f文則j、謝坊得 f古文様論j、李詮『文章精義j、j番昂脅『金石例j、

明初の唐之淳 f文断jの書名を示し、「議範J（諸子〉において、『文心

開陸部jを事げている。

越拐謙は、蘇1旬、謝扮得の『批賂孟子』を、“極めて人を使て作文の

法を知り易くせしむ”と推奨する。韓愈および欧陽怖の文が『孟子Jに

皐ぷ026）ことは、嘗時の常識であって、 f韓文jを一生の文髄の骨子と

潟すからには、首然入門として、思想書としてのみならず、作文の教科

書として『孟子jを讃むことが、要求されたのである（127）。
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いっぽう、謝扮得の f古文様論jについては、これまで存在したこと

すら知られていなかった。『盤山先生批鈷文章軌範jとは、おそらく別

書である。なぜなら、先述したように、同じ『皐箔jの「讃範・設集J

で、『文章軌範jの書名を記しているからであるo

『文章精義jは、岳陽郡教授の子欽止が、十八、九歳の頃、先生の李

詮（あぎなは性皐）が講義の合間に、古今の文章を論ずるのを書き留め

ておいたノートを、四十年除り経た至順三年 (1332）に、おそらく蘇天

爵の援助を得てはじめて刊行したものである（128）。子欽止の後序によれ

ば、『古今文章精義jは、全二O八僚からなる筈だが、現行のテキスト

では百僚に満たない。明人の葉盛が見たテキストでも、“僅かに百僚”と

いい、すでに完本でなかった。ただ、このテキストには、宋玄倍の署名

があって、「文章作法緒論，凡十一保Jといい、さらに巻末に大元時代

の文人たちの文章に釘する論評が付されていたらしい029）。李詮は、程

JR夫がクピライの命を奉じ江南行塞から賢人を探しに赴いた至元二三年

の時貼では揚州の郡撃で教鞭をとっており、そのごまもなく明道番院の

山長、つづいて揚州儒皐正に韓任した。サンガの失脚後、葉李を弾劾し

た結果、クピライによって大都に徴せられ、至元二九年、平江路の教授

に任じられたことで知られる。こんにち残る至元三一年八月付けの「閥

里孔廟祭器記」（130）、元貞元年の「平江路儒皐祭器記J(131)等は、この時

期の撰文に係る。程鎧夫、子欽止等によれば、そのご園子助教となっ

た（132）。子欽止が聞いた講義は、おそらく揚州路でのものだろうが、園

子監でも同様の授業が潟されたにちがいない。聞き書きだけあって、口

語表現も交じっている。そこで取り上げられる人物およびその文京に封

する論評は、趨揚謙等のそれと類似する。ちなみに、李詮も“星官、暦

翁、浮屠、道士、百家の言に博通”していたという。

潜昂替の『金石例jのほうは、『文章精義jよりもわずかに遅く、元

統二年 (1334）、同知嘉定州事となった息子の濡認によって、 f河j原志j

とともに刊行された(133）。至正五年 (1345）には、前年鏡州路の推官に
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着任した認が再び家刻本を出し、三年後の至正八年にも、校正を加えて

重刊された。鴻昂符は、江南行盛の監察御史、都事、済南、福建の粛政

廉訪司食事等を歴任、翰林侍講拳士を以てそのキャリアを終えた文官で、

延祐二年には、科事の最終試験である廷試の讃巻官をつとめ、また京畿

西道の奉使宣撫に任じられてさえいる。『金石例jは、「碑刻の黄金時代J

に釘醸すべく作られたマニュアル本で、『翰墨金書jや『啓街青銭jに

類する書物である。巻ー～五は、神道碑や墓誌銘、先埜碑、行状、徳政

碑等の具僅的な規定、様式、文章の作法等を過去の著名な碑文の賞例や

『事祖庚記j、f家櫨j、『三種岡jといった文献をもとに考謹し、巻六～

八は「韓文公銘誌括例j、巻九は先賢一一韓愈、欧陽｛帯、蘇紙、朱子等

の文章の書き方についての言語、 f文章正宗j、『古文閥鍵j、f崇古文訣j

等の抜粋を集めた「先正格言J、巻十は、翰林園史院での貧務経験をも

とに著した「史院纂修凡例」二十七僚が収録されており、省時の漢文ヴ

ァージョンの f賞録J（『元史Jr本紀Jの原資料）の記録、記事の採り方の

基準を知り得る重要な資料となっている。 f文章精義jと同様、中央の

文官の執筆になる文法書であり、韓愈の文への強い傾倒ぶりも共通する。

『撃箔jがこの二番をとりあげているところに、中央の正統な文の作

風を取り入れるために、模範書、必讃書として即座に皐んでいこうとす

る江南文人の姿勢が強烈にうかがえる。

そして、越揚謙のみならず潜昂容もしばしば引用する『文心離龍jは、

至正十五年（1355）、嘉興路から大字本が出た。嘉興路線管に着任した

劉貞（あぎなは庭幹）が、父の節蔚先生劉克誠の収集した抄本のいくつ

かを、至正十四年から十五年にかけて、四方の士が享受できるように路

事、郡撃から10行×20字の統一規格で刊行させた内の一種である。抄本

の刊本化、善本の複製は、この大元時代の出版システムの中で急速に進

められたことであった。ちなみに、この劉貞、じつは嘉輿路への赴任前

の至正十一年、江南行壷都事であった時にも、金陵すなわち集慶路撃か

ら陳駿の『文則jを刊行していた(134）。程端種等の教則マニュアルに呼
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臆し、各路の線、管や繭政廉訪司、儒撃提暴司を中心に、官費で出版事業

が推進されたことについて、既に多くの例をあげてきたが、何の書を出

版するのか、いかなる規格で出版するのか、といったことは、この劉貞

の例をはじめ、赴任してきた官僚たちの晴好に左右されることが多く（た

とえば、進士出身者は、程端種等の推薦する科事受験の必識者の刊行にとくに熱

心であった）、またその地で入手できる紙、木、交通事情等も影響した(135）。

大元時代末期から明初に活動した漸東曾稽の人唐之淳の『文断Jは、

中園園家図書館所蔵の明天順刊本および成化刊本のほか、成化十六年

(1480）に唐淘によって福州府から刊行されたテキストをもとに、嘉靖

三一年／明宗七年（1552）、美豆が刊行した朝鮮版が、韓園窒章閣に識

される。また、丁丙の奮戴書には、宋漉の『文原jと綴じ合わせた景泰

四年（1453）以降の抄本があった(136）。唐殉の時代には、撰者が誰なの

か分からなくなっていたようだが、“f文筆j、f文則jと参看すれば、古

文の能事謹くせり”と認められており、同様に朝鮮でも、刊行をとりも

った安春年が、“文を拳ぷの方法を論ずるは、『文筆j、『文断jより詳し

きは莫し”との認識を示している。この書は、はじめに「総論作文法J、

「雑評諸家文」を置き、諸経、諸子、諸史の文、唐文人、韓、柳、韓柳、

宋文人、欧、曾、玉、三蘇、韓柳欧曾蘇王六家の文の項目のもとに、さ

まざまな文献一一「援引諸書jとしてリストが収録されているーーから

閥速の文評を抜粋して並べるという構成である。「凡例Jによれば、大

部分を f文話j、『文章精義J、『修僻鑑衡j、『金石例j、『文筆j、『文則j

等の舎に依援、そのほかにもf黄氏日抄j、f困皐紀聞j、『妙絶古今j、『文

章正宗j、『謝盛山文j等、程端種の推薦書が使用されており、『事箔jと

同様やはり大元時代の産物といってよいだろう。そもそも越掲謙と唐之

淳は同じ人脈の中に在った。

ついでに大元時代末期から明初にかけて、四明の文壇で手本とされた

同時代の文章は、『園朝文類j、そして虞集、黄滑、掲僕斯、陳旅、越孟

煩の文集であったことも、特筆しておきたい。葉盛の見た『古今文章精
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義Jの末尾に附された大元時代の評文、 『至正直記j巻ー「闘朝文典」で

とりあげられている同時代の文集のリストに比すれば、趨復、銚憶、元

明善、馬祖常といった古文の盛行を仕掛けた華北の文人たちの文集がま

ったく取り上げられておらず（いずれの文集も江市で園家出版されたにもか

かわらず）、些か偏狭な選書に見えるが。それでも、少なくとも選ばれた

文集は、カアンの寵愛を受けた越孟頼、虞集、掲僕斯をはじめ、モンゴ

ル朝廷において要職を得たひとびとの著述なのであった。江南の片隅で

は知りえない知識に満ち満ちた著述なのであった。趨孟煩の文集は、現

行の元刊本では、姻戚であった呉興の沈夢麟の華渓義塾から後至元五年

に刊行されたテキストしか知られず、序肢も、戴表元と湖州路の推官何

貞立のものしか付されていない。虞集や黄潜の文集のように園家出版さ

れた形蹟もなく、複数のテキストが刊行されたわけでもないが(137）、少

なくとも四明一帯では、よく誠まれていたのである。

また、虞集には、 f虞部庵批鈷文選心訣jなるアンソロジーもあって、

韓愈、柳宗元、欧陽情、曾輩、蘇i旬、蘇戟、蘇轍の序と記を選び、全健、

各段、各節に分けて分析、解説する。越掲謙が“虞郁庵に『韓柳欧蘇曾

王文選批鮪蛍赦J有り、最も法度と潟る”というその書である。現行の

テキストでは、王安石の文が故意に削除されていること、虞集の時代に

すでに唐宋八家の文集が編まれていたことが、ここから明らかである。

大元時代に王安石が文の大家として認められていたことは、韓、程、陳

三氏の所説および f皐箔jだけでなく、『呉文正公集j巻一二「臨Jll王

文公集序J、巻一四「別越子昂序」、巻一五「送虞叔常北上序J、『安雅堂

集j「林泉生序J、『呉種部文集j巻十一「答倖子建書」等によっても知

れる。『臨川王文公集jは、宋の靖康以降、政和年間の官刻本が散f失、

坊刻本も完普なテキストがなく、また王安石その人を卑しむ風潮によっ

て行われなくなっていた。その零落を遺憾として、危素が、諸本を捜し

求めて増訂したテキストの刊行を闘り、矩儒呉澄もそれに賛同した。も

っとも、王安石の再評僚は、危索以前にも既に始まっており (1刻、大元
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ウルス治下の臨川、金陵、麻沙、漸西等数箇所で文集が刊行されてい

た(139）。そして危素の友人で、四明天台の朱右も、 f韓昌禦文j三巻六

一篇、『柳河東文j二巻四三筒、 f欧陽子文j二巻五五篇、『曾南豊文j三

巻六回筋、『王荊公文j三巻四O篇、『三蘇文j三巻五七筒からなる『新

編六先生文集（唐宋六先生文集）.］十六巻を編纂したのであった040）。

かれの文事観、模範とすべき文章の系譜は『白雲豪j巻三「文統Jにコ

ンパクトに纏められているが、それはやはり陳緑曾、李i金、潜昂脅等の

諸説と一致する。朱右の文集 f白雲稿jには、楊閥、劉仁本、李孝光、

宋漉等江南の著名な文人たちが序文を寄せており、かれらは朱右を「古

文家Jのひとりとして認めていた。ふりかえれば、『文断jにおいても、

「評韓柳欧蘇曾王六家文」の項目が立てられていた。「唐宋八大家Jを宗

とする古文運動は、唐j眠之や茅坤を待たずとも、大元時代末期には既に

確立していたのである。

以上、 f分年日程j、『文説j、『皐箔j等の奉げる書を手掛かりに、四

明を中心とする文人たちの読書範圏、どのような文題、作風の文章が尊

ばれたのか、それが同時代にあって特異な例でないかどうかを確認して

きた。しかし、彼らの採用する書が受験参考書・の全てでなく、またあく

までひとつのモデルに過ぎないことは、いうまでもない。じっさいの受

験者がいかなる書籍を使用して勉強していたか、いかなる本が編集、出

版されていたか、理想と現貨のズレ、を確認しておく必要があるだろう。

程端植は“事業の潟に資するのみ”の『百段錦jや『源流至論jに頼る

ことを戒め、科奉の合格答案もけなしたが、現貨には、書坊の刊行した

合格答案集にしっかり目を過していた（たとえば、 f分年日程j巻二に、“端

謹嘗疑方今取中経義，格用冒原講謹結，似宋末第二筋義様，書坊又刊，以矯定式。”

といい、また“今日郷試経義，欲如初畢方希慰穂記義者，不可得失”とあるが、

これは次節にて紹介する『新刊類編歴事三場文選穂記義j戊集巻－ r趨記義第一

科・延祐甲寅郷試／延祐乙卯曾試J（江i折郷試〉収載の第二名方希慰（餓州浮梁

人）の答案を指す）。また、すぐあしもとの四明は定海豚の儒撃自髄が即
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物的な看板文句を掲げる『三場足用jを購入してもいたのだから。

三．現寅の「針策J一一模範答案に畢ぷ一一

( 1 ）『三場文選』

延祐元年の郷試、および翌年春の大都での曾試、御試が終わると早速、

カアンの命によって園子監に越孟頬筆の「進士題名碑」（141)が立てられ、

f廷試（進士題名）録jが刊行された。大元ウルスは、常にその事業、

事績を碑石に刻むこと、版木に刻むことの二本立てで、記録、記念しよ

うとした。合格者の中には、 f廷試録jや「題名碑」の拓本だけでは飽

き足らず、カアンの策題と第二位で及第した自分の答案の謄潟を説巻官

をつとめた越孟煩に依頼し、越世延等にも識語を寄せて貰って家賓とし

た楊宗瑞のような人もいる 042）。ー0二年後、明の楊士奇は、曾祖父の

楊景行がまさにこの記念すべき延祐二年の進士であったので、自らの根

脚を確認する意味もあって、延祐二年の「題名碑」の拓本に、前山東按

察使の郭俄より入手した同年の f廷試録j一般の情報と閥述文献を合僅

させた資料集を作った。『廷試録jには、左右梼五六人それぞれの膳試

の家状、初授官、「封策J答案が四巻に分けて収録されていたという（143）。

この書はデータの出鹿を考えるならば、モンゴル朝廷の承認のもとに刊

行されたと見てよい(144）。

楊士奇は、 f延祐初科曾試程文j十巻（存三巻）も見ていた(145）。こ

の書の存在については、延祐元年、江漸行省での郷試に合格したものの、

病気のため二年の曾試受験を断念せざるを得なかった新安の名儒陳様が、

書坊の刊行した f曾試程文jを目視したことを謹言している。しかも、

この『曾試程文j、科事に閥する聖旨および傑査をも刻していたといい、

かれはそこに記された傍輩を見て、病気や遅刻で受験できなかった者へ

の優遇措置が矯されることを知ったのだった（146）。

郷試についても、『至正直記j巻ー「園朝文典Jが f江漸延祐首科程
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文jの存在を記録するほか、 f延祐甲寅科目江西郷試録J（中国国家圃書

館戴）と題する抄本(147）が今日のこっており、全ての試験において程文

集が出版されたことがわかるo郷試題名碑も各地で立てられたo

そのごも、科事が行われるたびに程文集が刊行され「題名碑」が立て

られた。『元統元年進士題名録J（中周囲家固書館戴影元抄本）は、賞時

の『廷試題名録jの姿を鱒える貴重な資料である。巻頭に「モンゴル・

色白人J、「漢人・南人」それぞれ成績順に、受験の際に提出させた家

状（148）と、郷試曾試の成績および合格後授けた官職を載せる「題名jを

置き、次にかれらの答案を並べる。まさに、楊士奇が見た f廷試録jの

形式と同じである。「進士題名碑Jについても、のちの覆刻ではあるが、

至正十一年のものが、北京の園子監にあり、嘗時の姿をしのばせるo

官聴の刊行したテキスト（場合によっては、書坊に委託した可能性もある）

以外にも、自身、郷試の合格者であった慈湖書院の山長徐勉之（149）が、

延祐から至順年間の科型車三場における若干名の「経義」「古賦j「詔結・

章表J「策Jの程文を集めて数巻に編集したように(150）、また呉澄の知

人李緒翁051）が『三場文範J052）を編んだように、過去問とその合格答案

を選ぴ編集しなおしたテキストも績々と現れた。科暴は元統三年の郷試

のあといったん中断するが、後至元六年三月に復活の詔が出されると、

矢繕ぎ早に『至正辛巳復科経文J(153）、巻頭に至正辛巳（元年）の序文

を持つ、策の答案ばかりを集めた『策選J(154）などが刊行された。

『新刊類編歴暴三場文選J（静嘉堂文庫戴元刊本、以下『類編歴暴jと略

す）、『皇元大科三場文選J（内閣文庫旗元刊本、以下『皇元大科jと略す）

もそうした答案集である (155）。

『類編歴奉jは、甲集：経疑、乙集：易義、丙集：番義、丁集：詩義、

戊集：種記義、己集：春秋義、庚集：古賦、辛集：詔諮章表、壬集：針

策、発集：御試策の十集からなる。また、巻頭の「網目」によれば、各

集は「詔詩章表Jが延祐元年、四年、至治三年の郷試の三科三巻、「御

試策Jが元統元年までの七科五巻とされる以外は、基本的に第一科：延
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祐元年郷試・二年曾試、第二科延祐四年郷試・五年曾試、第三科：延祐

七年郷試・至治元年合試、第四科：至治三年郷試、泰定元年曾試、第五

科：泰定三年郷試・四年曾試、第六科：天暦二年郷試・三年／至順元年

曾試、第七科：至順三年郷試・四年／元統元年曾試、第八科元統三年／

後至元元年郷試の計八科目八巻で構成される。ただし、現行の「経疑J

「春秋義Jは、七科七巻で第八巻を依き、「章表J延祐四年江漸郷試以下

も鍛けているo 「春秋義」の鉄落は、現行のテキストがたんにー加紛失

しただけのことだが、「経疑J「章表」の鉄落は、各集最初に置かれる「目

録」においても、あとから版木が削られているので、現行本が初版では

なく、重刊する際に本文の版木が依落していたことを示している。「御

試策Jは「網目」と異なり、延祐二年、泰定元年、四年、至順元年、至

順四年／元統元年の五科五巻で二科不足している。

そのうち「経疑」については、庚子小字（世宗二年／1420）の朝鮮版

が誠庵文庫にあり、「古賦jについては、大英岡書館、蓬左文庫等に庚

子字覆刻の景泰五年 (1454）八月密陽府開刊本(156）が、「針策」につい

ては、太宗三年 0403）の愛未小字による銅活字版があるほか(157）、大

英図書館(158）、内閣文庫等に朝鮮版が裁され、それぞれ堕拐のかたちで

侍来する（159）。ただし、庚子字本の「古賦」、「封策Jの板拒は、 11行×

12字のほぼ同す、もとは十集セットの形で刊行された可能性もある。「御

試策」については、中園園家図書館に13行×17字の活字本(160）、高麗大

挙校晩松金完隻文庫に14行× 16字の乙亥 (1455）小字の朝鮮活字本があ

る。大英国書館本の f針策』の紙背には、嘉靖二七年 (1548）の高鍾勝、

盈徳勝、彦陽i際、河東l採等の公文書（中には府予の美某の花押入りの公文書、

観察使へ充てた行聯監程某の花押、官印入りの呈文等もある）が相嘗数見え、

少なくともこの時期まで、本書が必要とされ且つ印刷されていたことを

示している。また、日本の資料では、嘉靖一八年 (1539）に朝貢使節の

国j使として明に赴いた臨済宗夢街派の僧侶策彦周良が、八月十六日に活

禁闘より『三場文選J三慨を贈られたこと、林羅山が慶長九年 (1604)
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前後に閲覧したことがわかっている。明の f晃氏質文堂書目j上に録さ

れるほか、蒋箆も、大元時代から、明洪武年間の湖底の全州出身の科事

合格者を調べたさいに、大元時代の全十六科の科奉のうち前の八科を収

める f三場文選jを使用した。まさに現行のテキストと同じものだろう。

彼は延祐元年に湖底教試を第十六位で通過した賓街翁を紹介し、“其の

試する所の経義は、有司が刻梓し以て侍えた”と述べる061）。

さて、各集の「目録Jとじっさいの収録答案との比較(162）、朝鮮版と

の比較(163）、『御試策j巻五と『元統進士題名録jとの比較（164）、序文、

封面、牌記065）、時代状況等から、次のような経過が考えられる。

①安成の劉貞（あぎなは仁初）、劉型車（あざなは天章）、劉霧（あぎなは雲

章） (166）等が友人とともに歴代の答案集から秀逸なものを選抜、編集し

た（『御試策jが朝廷接行の『廷試録』にもとづくことはもとより、郷試の答案

についても考官の批評文が刻されているものがあり、もとのデータは、各官鹿畿

行の程文集に依擁する可能性が高いだろう）。その原稿を虞氏務本堂が元統

三年より刊行しはじめた。収録内容に照らして目録が作成されたにの

段階で目録中の誤字、脱落が鑓生）。ちょうどこの年、科君主が駿止されたが、

いったん葵集まで刊行されていた可能性もあり、版木がこののち倉庫で

部分的に紛失したとも考えられる。②「科事復活の詔」によって至正元

年に刊行。紛失分、破損分の調整、補刻も行われた（なお、発集「御試策J

のみ「至正元年新集」として、劉貞等編集者の名も、書障の名も記さない。延祐

五年、至治元年の廷試の答案を収録しないこと、「目録Jには載っている泰定元

年の捌刺（パラク）の答案が、版本の段階から完全に削除されていること等から

すれば、あるいは、 トゴン・テムル政権下の「事情Jを考慮した、もしくは朝廷

の指示に従ったものとも考えられる）。③至正三年三月六日以降に、「聖朝科

事進士程式」等に部分的補刻067）を施す。④建安、杭州の余氏勤徳書堂

でも刊行。共同出版もしくは版木の移動による覆刻、重刊および補刻（明

代まで下る可能性がある）。

まず虞氏務本堂が十集全部を刊行したこと、それは間違いない。「古
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賦」と「針策」を出版した余氏勤徳書堂が虞氏より果たして正式に覆刻、

重刊を認められていたかどうかは、定かでないが、朝鮮において「古賦J

と「封策」のテキストのみ複数残っているのと同様、中園本土でも全般

セットで貰るのみならずパラ貰りもされたのだろう。いずれにしても、

嘗時現行のテキストを購入した者は、おそらく一括購入したのではなく、

順次揃えていったと思われる。そもそも科書まは三年毎に行われるのだか

ら、問題、答案のデータはどんどん蓄積され、そのたびに追加で出版し

ていく必要があり終わりはない。受験生の側からしでも少なくとも合格

するまで買い績けねばならない。『山堂考索jや『事林蹟記Jといった

類書、『元典章jの『新集至治傑例J068）の刊行や買い方と同じことで

ある。この時代、讃者のほうも、自分で装丁しなおす技術はもっていた。

そして、劉貞等と同じ安成の周募の f皇元大科jは、まさしく『類編

歴暴jの績編として、ちょうど三年後の至正四年（1344）に編輯、刊行

されたのであった。 14行X24字黒口左右襲港の書式も踏襲して。「易義J

「書義」「詩義J「程記義」「春秋義J「易疑J「書疑J「詩疑J「種記疑」「春

秋疑J「四番疑J「詔詰」「表J「古賦」「策J「廷試策Jと、「経疑Jが図

書一道、五経一道に嬰更になったのに封癒して、より細かく分類し、『類

編歴奉jが江漸、江西、湖底の順に並べるのに封し、江西、江漸、湖贋

のj頓に配列するという違いはあったが。むしろ、編者の出身を考えれば、

本来の原稿はいずれも『皇元大科jの配列になっていたのを、務本堂が

初刻、改訂覆刻版のいずれかの段階で江漸行省の受験生にあわせてなら

べかえた可能性が高いだろう。

以上を裏付けるのが、中園園家聞書館に載される一連の f三場文選j

である (169）。

A f新刊類編歴事三場文選詩義j八巻（存二～四巻）

B f新刊類編歴事三場文選春秋義j八巻

c f新刊類編歴事三場文選古賦j八巻（存ー～六巻）『詔詰章表J（存

三巻）
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D r皇元大科三場文選図書疑』一巻『周易疑j一巻『易義j二巻 f書

疑j一巻『書義j一巻

E r新編詔詩章表事文擬題j五巻（存四、五巻）『皇元大科三場文

選j二巻『新編詔詰章表事賓』四巻

『類編歴奉jが十集揃いで侍わったのは、現在静嘉堂文庫本のみで、

そのほかはいずれも各集の端本であり（170）、それどころかDのように『皇

元大科jの「易疑J「易義Jの聞に『類編歴奉jの「易義Jを綴じ込ん

だものまである（171）。この『類編歴奉』「易義Jは、第十一科丁亥（至

正七年／1347）の郷試を収録する。つまり、静嘉堂文庫本の『類編歴事』

の第八科のあと、少なくとも至正元年、四年、七年の三科を増補したテ

キストが存在した。しかも『皇元大科』と髄裁をそろえるために、本来

存在した「乙集Jの二字および編輯者の名を削り取ってさえいる。あき

らかに書慰の細工である一一銭大附は、かれの『元進士考』をみるかぎ

り、至正十三年まで収めたテキストを確賓に見ている。さらに大元時代

の古賦を集めた『青雲梯j（『宛委別競』所収 『善本書室蔵書志j巻三九に

いう『至治之音J）の巻上の最初から「王曾圃賦Jまでは、 『類編歴奉j「古

賦Jから順次ピックアップしていったものといってよく、至正元年以降

についても同様の程文集があったことが予想される一一。また、ぎゃく

にEのように、 『新編詔諮章表事文擬題j五巻と『新編詔詩章表事賓j四

巻で『皇元大科j「詔諾章表」を聞に挟み込んだものもある（『新編詔詰

章表事文擬題j五巻『新編詔譜章表事費』四巻は、内閣文庫にもーセットあるが、

間に『皇元大科jは挟み込んでいない）。車濁で貰られた『皇元大科j、二種

の『新編認諾章表jは、いずれも至正四年の刊行、書式も14～13行×24

字、黒口左右艶越の統一規格、それぞれ板橿（16.1 x 10. 4cm）、 (16.6 

x 10.4cm）であり、はじめから科目別に閥遠の書を組み合わせて賀り

出す方式が想定されていたことが見てとれるだろう。『類編歴奉jも(16.0

×10. 3cm）である。規格を統一しておきさえすれば、績編をどんどん

追加出版していけるだけでなく、さまざまなパターンの組み合わせにし
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て貰ることもできる。

二種の『新編詔諾章表J(172）は、金川の郭明如が編輯した『新編詔詩

章表機要j四巻（南京図書館戴）の麻沙舎坊本を安成の劉珪073）が増臆し

たもので、序文を寄せた周南瑞も同じ安成の人、劉勝孫、呉澄等との交

流074）、 f天下同文集j、『風雅通志J(175）の編輯などで知られる。つまり

『歴奉類編j、f新編詔詰章表j、f皇元大科jと全て安成の名族劉、周の

二氏が閥わったわけである。

なお、あえてつけくわえるならば、 f三場文選jという科奉資料の債

値は、単純作業で作成できる合格者、試験官のリスト、巻頭に纏まって

載る「科試程式」のみにあるのではない。むしろ出題と答案そのものに

ある。それは、大元時代の「正統なJ経撃資料であり、「正統な」文皐

観の資料であり、政治社曾状況の史料でもある。出題文は、賞時いかな

ることが重要視、問題視されていたのかを、試験官のほどこした批勤、

じっさいの答案と順位は、この時代、何が好しとされたのかをはっきり

と示してくれる。こんご、それを詳細に分析し、同時代のほかの資料と

比較検討していくことが、必要だろう。そして、その結果が、宋、金か

ら明代の流れの中で、どう位置づけられるのか。

ここでは、じっさいに『三場文選jに収められた「時務策」を見てみ

よう。「櫨祭」（第一科江西）、「冗官・鈴選・殿最・法律」（第一科湖蹟）、「農

桑・皐校J（第一科曾試）、「治道j十事（第二科江湖）、「用興儒・考殿最・

息訴訟・刑罰・珂盗・働践」（第四科江西）、「吏治八刑」（第五科江断）、「水

利J（第五科曾試）、「雨右公回・雨漸塩手IJJ（第六科江湖）、「備早災・救荒

歓J（第六科江西）、「風俗事教」（第六科湖蹟）、「銭格之法」（第六科曾試）、

「吏治J（第七科江漸）、「盟課・茶諜J（第七科江西）、「古之治道・今之時務」

（第八科江漸）、「時務六事J（第八科江西）、「雇役J（第九科）などの分野が

出題されている。

とくに、泰定四年 (1327）の曾試では、畿輔東南河聞の諸郡の水害と

閥陳河南の瀧蹴への針庭、天暦二年 (1329）の江西郷試の問題では、“今
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夏充陽、但秋雨ふらず、数月江准の南北、赤地数千里、米領期貴し、飢

鐙の憂此れ於り兆す突。朝廷義倉を設くと難も、有司漫として文を篇し

具するに緩急侍る可からさる也”云々と、じつにタイムリーに具髄的な

封慮案を求める。この状況は、全土に亙って天災績きだったモンゴル時

代後半のありさま、そして政府の「救荒Jへの苦慮をも正直に停えてい

る。それは、泰定二年十二月、中書右丞の趨簡の上奏によって、宋の董

燭の『救荒活民書jを州l採に頒行したこと（176）、至j眠元年（1330）、桂

陽路線管兼管内勤農事のオルジ‘ェイトゥ（高麗出身）が儒準教授の張光

大に編纂させた f救荒活民類要j三巻（中園園家回書館義明覆刻本）の

刊行とも封醸する動きである (177)。

天暦二年の曾試では、「銭格の法」が問われた。第六位で合格した江

漸福州の人林泉生は、

園初、専ら楕幣を用い亦た一時の宜を量るのみ。至大の閥、朝廷は

歴代の法を掛酌し、銭格を伴て交用せしむるは、意甚だ普きなり D

然れども之を行するに未だ久しからずして、物債の甥貴して之を慶

する者は、銭を用いるの過に非ず、銀紗の直の大だ高く、首十の銭

大だ重きの故を以てすれば也。

という。アユルパルワダ、シデイバラ時代には、カイシャン政椴稜令の

至大銀紗、銅銭の詔は否定されていた（178）。このような答案を科事にお

いて書き得たのは、このときカイシャンの子、 トク・テムルがカアンと

なっていたからにちがいない。逆に受験生は時勢を敏感に察知していた

ことになる。同じ問題に封して第二二位の劉聞は、

伊れ軽重の宜を椴らんと欲すれば、銭の二伯文を以て中統の一貫に

准じ、積銭の一千文は至元の一貫に嘗てるに若くは莫し。今民間日

用の小なる者は、銭を以て用と~すを得、而して公私の出の内、至

元一貫自り以上は、則ち紗を以て行う。此くの如くすれば則ち貿易

の僚自ずから平らかにして、遠近の用、各滞らず。銭の用、寝贋す

れば則ち紗至元五伯文而下、漸に造を停め、その工費を損じて以て
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鋒銭の資を増やすも可也。

云々と具飽的な数字をあげて論じる。劉聞は、江西吉安安福州の人、お

そらく『類編歴畢jの安成の劉氏に速なる。ちなみに、このあと、劉閲

等が受験した御試策の試験官のひとりは、やはり江西出身の虞集であっ

た(179）。

同様に、至順三年の江西郷試において、首席合格を果たした陳植は、

至元の初年、盟僚は毎引、銀七雨、齢、に於いては畿に十四貫のみ。

後に累増して五十貫と篇り、百五十貫と震る。至治の聞に又六のー

を増す。江准の盤、歳排九十鈴高引、福建の排八高齢引。庚束、海

北も亦た福建の敏を下らず。此れ臨課の愈増して愈多き也。至元の

初め、江南の茶謀は縫に千絵錠、後に累増して八千錠と矯り又二高

四千錠、井ぴに四千錠を門排して二高八千錠。又増して十八高錠と

震る。後に又、戸部尚書を遺りて江西行中書と講究し、又増して三

十高齢錠に至る。此れ茶謀の愈増して愈多き也。

と述べ、受験生たちが物債の嬰動を把握していたことをうかがわせる。

陳植も吉州の人である。『三場文選jの答案を見るかぎり具鐙的な敏字

を暴げたがる傾向が、江西の受験生にはある。かれらは、一短どこから

データを得ていたのか。

さいごにもうひとつ、とりあげておきたい。

策場は、終に通済の才を観んと欲す。諸て腐を作す者は故紙を扱拾

し、俗なる者は目に掛けるに堪えず。蛍に科を設ける本意ならん乎。

讃巻騰に謹きんとするに、此の筋を得たり。古事に通じて迂せず。

時務に達して激せず。扇覆として傑陳し、綴るに遺憾無し・．．

以下の僚の時務、指掌の如し。蛍に場屋の文に臨みて握合する者な

らんや。

これらの批は、延祐元年湖贋郷試で首席に輝いた欧陽玄の答案に附せ

られたものである。出題は、「冗官の未だ汰されず、鐙選の未だ精なら

ず、殿最の未だ明らかならず、法律の未だ定まらずJという方今の四つ
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の急務についてであった。問題文および答案は、 I圭清文集j巻一二に

も収録されているので、紹介しないが、欧陽玄は、この四つが失敗にお

わった原因をひとつひとつ説きあかし、針縫法を述べる。大使、年間以降

の朝廷の状況を熟知していなければ、書けない答案である。科暴受験以

前から、虚撃や、虞集、江東憲使の蒙古公孫i畢等の知遇を得ていたこと

も大きいだろう (180）。というのも、次のような話があるからである。

元統三年、蘇天爵が大都で開催された郷試の試験官を務めた時、「古

今の暦法」を出題した。数多の試験答案の中に、故事を詳細に援引する

だけでなく、「クピライの至元年間に授時暦を作成した時、某官は云々J

という話まで言及する者があった。蘇天爵は、「これはきっと文献の故

家の出身で、父兄の訓えを習い聞いた者にちがいない」として、首席合

格させた。蓋を聞けてみれば、それがじつは、かれの編纂した『園朝名

臣事略jにも載る商挺の孫、商企翁の答案であったので、衆人皆驚異し

たという（181)。

モンゴル朝廷の諸制度、有職故貨について詳しいこと、これが何より

重視された。しかし、名家の出身でもなく、官僚とのつきあいもコネも

ない受験生は、何によってそれを撃べばよいのだろう。

< 2 > r太平金鏡策』附『答策秘訣j

至正九年（1349）、建安の劉氏日新堂の店主錦文（あぎなは叔簡） 082）は、

f答策秘訣j十二僚を刊行した。もとの編者は不明とされるが、至正二

年江西郷試を第二位で通過した撫州路洛安の録事司の人、曾堅（あぎな

は子伯） (1回）の閥輿を匂わせる。曾堅は、結局至正十四年まで進士の第に

は登れず、本書を著したときは、浪人中だったことになる。そのご園子

助教、翰林修撰、江西行省員外郎等を歴任し、明朝廷でも謹部員外郎の

職に就いたが、洪武帝の機嫌を損ねて薩刑された(1制）。

この『答策秘訣jなる小母子は、まず大きく「治道J「聖皐」「制度」

「性事」「取材J「人才J「文章J「形勢」「災異」「諌議J「経疑J「暦象Jに
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分かち、さらに細かい網目に分けて答案の書き方のコツを指南する。

たとえば、 「制度Jならば、 「器用J「儀衛J「兵制J「車服J「宮室J「官

制」「祭杷J「櫨儀」「櫨築」「田制J「役法」「井田J「園田J「水利J「事

校」「五皐制度」「古今駿輿J「蒋奨之儀J「教養之法」等の設聞が有り得

ることをいい、

大凡「制度Jは、有司の問う所、必ず多く故事を引援し、反覆して

疑を設け、最も排析し難Lo 然而ども制度も亦た敷端に過ぎず。車

服宮室の如く、事校の如く、器用、儀衛の如く、田制、兵制の如く、

官制、祭記、櫨儀の如きは、前輩皆定論有り。妄りに自ら説を立て

ず、問う所如何を看て、先ず一説を立て、包括は却って署し、題中

に問う所の疑事を参考と矯し、各類を以て分けて三雨段と作し渠と

矯す。問う所を排析し、是れ常説なれば則ち将来して己事を作し、

使ち必ずしも深排せず、却って総括する所の主意を轍隠すれば、之

を荒疏に失せざるに庶からん。且つ如し車服、器用、儀衛に答うる

ならば、只是れ古人の法制を立つるのみにして、皆、尊卑大小の分

有り、而して是に居し是に至るを得、必ず是の徳有り而して後に元

辰に懸ず可し、と。歯簿策に答うるならば、首に古人の設けて儀衛

を鴬し、名分を正す所以を説い、後面は却って問う所を排析すれば、

銚子林に値を得と調う可し・．．

といったように、「もし斯く斯く然々の問題が出題されたら、斯く斯く

然々のように答えれば、間違いないJとして、各設問に針する封庭法、

無難な答案の作成を指示する。出題者、採勤官に迎合するかなり露骨な

ものである。

劉錦文は、この『答策秘訣jを、祝嘉の f策皐提網j、越天麟の f太

平金鏡策jの巻頭に附して賀り出した。ついでに「徐士昭の編輯せる f策

訣jも此れに綴けて梁行す」と近刊書の宣鱒も行った。徐士昭の『策訣j

もまた、完成後は、既刊替の巻頭に綴じ合わせられるよう同一規格の紙

に印刷して単行本として賀り出されたのだろう。のみならず、じっさい
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『策皐提綱』、『太平金鏡策J（中園園家圃書館、旅順博物館職）、朱植の『漢

唐事婆封策機要j前集十二巻後集八巻（中園園家圃書館蔵歪正六年刊本）

等、日新堂が刊行するほかの針策集とも組み合わせて賀られたことだろ

う。“徐士昭”は、徐潜生（あぎなは白昭）の誤りではないかと思われる

が、もしそうであるならば、撫州路宜黄の出身で、元統三年、至正元年

の江西郷試に及第した人物である (185)c彼はf易義斡式j、『易主意j、『周

易経疑J（『宛委別蔵j収至正九年刊）、 I四番断疑Jなどの暴業書を著し

ており、『策訣jを編輯していてもおかしくはない。そもそも、『策事提

網jの著者である祝発じたい、延祐五年曾試に第七位で及第した（186）人

物で、『大易演義j、f図書明排j、『古賦排煙jといった奉業書を編んで

いるのである。『針策機要jの朱穏にしても江西郷試の第四位（187）、至

正八年日新堂から刊行された『書義主意J附 I翠英書義j(14行×24字）

の著者王充転も、至順三年江西郷試第二位、元統元年の曾試第四位、御

試第二甲五位(188）の好成績をおさめている。王充転には、『書義主意jと

同じ14行×24字の『書義於式J（酋北平園書館マイクロフィルム 元刊本）も

ある。先述の『新編詔詰章表事文擬題Jr新編詔諮章表事賀Jの編者、

劉瑳が著した『詩集侍通稼j二O巻（前回尊経悶戴至正十二年建安劉氏日

新書堂刊本）、虞集の友人謝升孫の f詩義断法j五巻もこの書騨から刊行

されている。江西臨川は、もとより多士を披し、呉澄、虞集を出しただ

けでなく、科事においても曾堅、朱穂、孔元用をはじめ郷貢進士を輩出

した地であった(189）。

劉氏日新堂は、 トゴン・テムルの時代に、科事関連の書を多数出版し

た書感として知られるが、徽州の文人たちのみならず（190）、江西の受験

生、進士とも深いつながりをもっていたわけである（これらの進士たちの

著した事業書の科目、すなわち得意科目が、じっさい f三場文選jに答案の採用

された科目と合致することも、常然ではあるが、興味深い）。しかし、同時に、

同じ建安の刊行物であり、進士、文官の著述であっても、徽州の撃者の

著作とはことなって、越掲謙の必讃書リストには、劉瑳の『詩集停通縛j
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以外は全く載せてもらえなかった。江漸の人々が讃んでいなかったわけ

では、ない。『三場文選jにしても、江西ヴァージョン、江漸ヴァージ

ョンが作成されていたのだから。江西の「試験合格Jを前面に押し出す

皐問は、建前では肯定されていなかった、それだけのことである。

なお、『答策秘訣jや f策訣jの類いは、書坊によってのみ刊行され

たのではなかった。たとえば、成化十五年に南京園子監から重刊された

『策準j三巻は、もとは大元ウルスの儒皐刻本であった可能性が高い。『南

鹿志経籍考j下には、“存する者二百零三面、脱する者二十面。孫可淵

の纂する所にして、首は貿山至言、終は陳師道の策。延祐元年青山超文

儀可序。”とある。著者とされる孫可淵は、 f文淵閤番目jによれば『集

詔諮章表jの撰者でもある（191）。

ひるがえって、では f答策秘訣jとセットで貰り出された『太平金鏡

策jとはいかなる書か。

劉氏日新堂が刊行したテキストは、華清故宮博物院および高麗大挙晩

松文庫に、完本が戴される (192）。『答策秘訣jは11行×22字、『太平金鏡

策』は13行×25字。中園園家固書館、旅順博物館裁の元刊本は、巻三か

ら巻八まで、『答策秘訣jもないが、 13行×25字の版式であり、やはり

劉氏日新堂の刊行したテキストだろう。前田尊経閣には、日新堂本を重

刊した明刊本があり、こちらには『答策秘訣jものこっている。すべて

10行×21字で刻され建安刊本の面影はまったくないが、改行撞頭は踏襲

されている。

楊士奇等が永築十四年に教を奉じて編纂した f歴代名臣奏議jは、四

二箇所に亙ってこの現行の『太平金鏡策jを引用するが、ほとんどに“世

祖の時、東平の布衣、越天麟策を上して日く”と前置きをつける。より

具髄的にいえば、上奏をクピライの至元十五年頃と考えていたらし

い（193）。しかし、ほんとうに世祖のときのものか。

まず、書中、“康訪”の字が何度も見えること、これは、“提刑按察司”

から“粛政廉訪司”に名を改めた至元二八年五月二十三日以降でしかあ
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りえない(194）。巻二「峻烏蜜jにはサンガの弄植に封して御史塞が見て

みぬふりをしたこと、巻二「社利門Jには“今、園家邪臣の利を好む

者を諒し”とも述べられる。少なくとも至元十五年の筈はない。

第二に、巻頭の「太平金鏡策進表Jに、“追想するに先朝、曾て高言

の長策を献ずるも、猶、寒箇の論有り、上園の光を遥かに観、因りて一

書を撰し、愛に八巻に分かつ。”という。クピライへの上奏ならば、“先

朝”はー飽誰を指すことになるのか。巻四「寛逃民Jに辛酉の詔（中統

二年）を引用した後にいう“斯く皆、先帝の天覆地載、克寛克仁の恵み

なり”の“先帝”、同じ巻四「禁箸修Jに至元年間の婚姻、喪葬に閥す

る雑令を引用した後にいう“此れ皆先帝の倹徳に恨み”云々、“伏して

望む陛下の先帝の意を飽し”云々の“先帝”は誰なのか。“そもそも、

至元年間”という言い方そのものが、元貞以降の扶況で、“先帝の江南

を平らぐるは此の故に由る也”というのだから、先帝はクピライにほか

ならない。また、巻五「汰僧道」には、“太祖”、“先皇帝”に績けて“陛

下”という。とすれば、越天麟に陛下と呼ばれる今上帝は、成宗テムル

にちがいない。

ではテムルの治世のいつ頃のことか。巻四「謀義倉Jは、至元六年（1270)

八月の聖旨傑盤を引用したあとに、“是自り以来今に至ること二十鈴年”、

巻七「明制僚Jは、至元壬申年間（八年）の聖旨の節該を引用したあと、

越して今に至ること、二十能年という。少なくとも、テムルが即位した

至元三一年（1294）より後、大徳六年（1302）より前に絞られる。とす

ると巻ー「殿太廟Jに“今園家道光五葉”とある句がいきてくる。単純

に計算すれば大徳二年（1298）頃となる。巻二「重東宮」において、太

子テシュが“方に其の幼き也”、“伏して望むらくは、陛下の碩人を償選

して太子を輔導せられんことを”と述べられることとも一致する。

『四庫全番線、目提要jは、科暴再開と結び付けて、この“園家道光五

葉”を仁宗アユルパルワダの延祐二年（1314）と考えたが、もしアユル

パルワダへの経進であれば、クピライを“先帝”ではなく“世祖皇帝”
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と呼んだはずである。

『歴代名臣奏議jの年代比定が嘗てにならないのは、鄭介夫の f太平

策jを単純に大徳七年テムルに上奏したテキストそのものと考える貼で

もわかるだろう。じっさいには、至大四年よりあと、延祐元年までの聞

に作成された改訂版なのである。「紗法j、「抑強J、「戸計」、「僧道Jの

四事を改めて論じ、湖南廉訪司、宣尉司に投じた策を、以前の原稿の各

網目に附し改訂したテキストで、正確にはアユルパルワダに上奏したも

のである。おそらくは、宋漉の後至元元年の記事を鵜呑みにして中身を

讃みもせずにただ寓したのだろう（195）。楊士奇というひとは、自分の先

祖の楊景行の過去の祭光について調べるのには熱心だったが、結局、世

祖以降のモンゴル朝廷の諸制度に閥しては、肝心のアユルパルワダ時代

のことでさえ、何もわかっていなかった。

ともかく、趨天麟は、クピライに f高言策jを献じ、テムルにはこの

『太平金鏡策jを上進した。このとき、ほんとうに自稿するごとく布衣

の土であったかどうかは、わからない。しかし、山束それも束嫌泰山周

遊に居たことは、たしかである(196）。春になると、天子の使者、東方王

家の人々が祭泥にくるばかりでなく、侶優戯諺の流、貨殖、屠泊の子が

千里を厭わず雲集する現状を述べているからである。

四庫全書の編纂官は、この書が「建八極」「惰八政」「述人植J「樹八

事J「暢人脈」「宣八令J「示八法」「暴八要Jの八巻から成り、しかも巻

ごとに八項目、すなわち全六四項目によって論じられるという凝った構

成であることから、“其の文は皆健偶の詞にして建白する所無し”云々

とこきおろす。だが、そうともいいきれない。

越天麟は、まずモンゴルの制度の現状を確認、鉄勤を述べ、それから

“伏して陛下に望む云々”と改善策を述べる形式をとるc かれは、上都

と大都の季節移動、巻き狩りのありさま、宗室の娯楽、中書省、植密院

のシステム、各官鹿の品秩、選法などのあらましを理解しており、クピ

ライ以降に下された聖旨、保査についてもチェックしていた。
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かれは、巻二「立都省Jにおいて、都省の下に諌院、六部、随朝九品

以上を全て隷かしめ、 トップに大中書令を置くシステムへの費更、腹裏

の中にさらに別に燕南等慮行中書省を設立して、作梁、北京、遼陽、安

西の四省の閑に置き、随朝九品以上および外路の受宣官以上は都省が鐙

注、外路の受教官以下については行省が鐙注し、あとで都省に杏文を呈

して救牒の頒を乞うシステムへの嬰更を建白する。そうすることによっ

て、宰執は益々崇く、政務は簡略化されるのだ、と主張する。

また、巻三「別儒文Jにおいて、御史選の風采を励ますために、弾劾

がじゅうぶんに行えない最大の理由である位階の改善、すなわち御史大

夫（正二品）と行省の首官（従一品）の品秩を同じにし、その他の官員

の位階もこれに準じること、監察御史（正七品）と六部侍郎（従六品）

の秩を同じにし、繍衣使者八員を御史中丞（従二品）の下に立て、侍御

史と秩を同じにし、行蜜と粛政廉訪司の糾慨を行うよう建言する。同様

に、巻五「革副封Jでは、越天麟のように上書陳言する場合に、窓口で

ある外路の官聴が原本から副本を作成して、代奏する現状方式に反撃tす

る。内容によっては、邪魔をされる恐れがあり、弾劾機能をもたなくな

るからである。

ほかにも、僧尼、道士の試験を粛政廉訪司、繍衣使者にさせる、倉場

庫務官を一年交代にする、海道運糧の官の抜躍などの案があり、全く建

設的でないわけではない。

じゅうらい、『太平金鏡策jそのものは、大元時代の諸相を明らかに

する資料のひとつとして有名であり；また使用もされてきた。にもかか

わらず、肝心の著者、東平の越天麟が何者なのか、知られていなかった。

だが少なくとも「鐸山白雲五華宮記」（『道家金石略j文物出版社一九八八

年七五O頁、京都大型人文科皐研究所競拓本XX I A. No. 035）によって、

延祐三年孟春から、延祐五年 (1318）三月二十八日より以前の段階で、

かれが勝仕佐郎（従八品）翰林園史編修官（正八品）の職に在ったこと

がわかるのである。それによれば、 111束語l)l係より南二十里の緑山の全員
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教の道観白雲洞の王志順（益都の人）異人が、延祐三年に白雲五華宮の

改額を承認された記念に、門人の張志明を介して、越天麟に撰文を依頼

してきたという。張志明とは同郷のよしみがあったと述べるので、かれ

が束平の出身であることは間違いない。したがって、『太平金鏡策jの

撰者と同一人物だろう。じつにテムルへの献策から二O年を経過して、

まだこの官位であった。

しかし、同時に、この翰林院園史編修官となったことが、ふたたびf太

平金鏡策jが日の目を見た理由であった。モンゴル朝廷の現職の文官の

策であり、またかれがこの替の献上によって、官を得たのだとすれば、

習わない手はない。おそらく何よりも、時務、モンゴルの諸制度の何が

鉄勤と見なされているのか、それに封する案はいかなるものか、といっ

た鈷が注目されたに違いない。 f答策秘訣jを巻頭に附したこと自題、『太

平金鏡策jに封するまなざしが、「封策Jの模範としてのそれであった

讃様である。したがって、鄭介夫の『太平策j、『文淵閑番目J巻四にい

う呂助教の f寓言策J(197）をはじめ、ほかの現職の官の献策も、刊行さ

れた可能性はある。

なお、曾堅の f答策秘訣j、祝発の『策皐提網j以外にも、天暦二年、

至順三年の江西郷試とも第四位で通過した解観が f策場備要jを(198）、

至順元年曾試第六位の林泉生(199）が『古今制度通纂jを著し、また元儒

（著者不詳）の『時務策準j、鴻子亮のf奉業塞蹄j、劉鼎『策場制度通考J(200) 

などがあった。書名からして、受験テクニックをつめこんだ、大元時代

の科事では何をすれば受かるか、という、ある意味では、本音のかたま

り、究極の受験封策集であったに違いない。嘗時の進士たちの受験勉強

の寅態を知るうえで、貴重な資料と思われるが、これらは現在、ひとつ

として残っていない。次に暴げる暴業書をのぞいては。
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四．封策の現寅一一『丹塀濁劉jに見る政書の流通と受容一一

( 1 ）『丹塀濁劉j簡介

至正八年（1348）、撫州宜黄の呉蹴（あざなは元章）は、『丹場調封策

科大成J（以下、 f丹埠濁封jと略す）全二十巻を編纂した。『答策秘訣』の

出る一年前のこと、撫州は『答策秘訣jの著者と目される進士曾堅や、

徐清生の故郷でもある。そのテキストの江戸窮本が、幸いにも、内閣文

庫に侍わる（201）。ただし、首該本は、至正八年の初版ではなく、洪武丙

寅すなわち一九年（1386）に建安葉氏康勤番堂から刊行された小字本（14

行×24字）の抄本で、誤寓やもとづく刊本の破損による脱字も多い。最

後の巻二0 「正朔」の一、二葉も失われている。だが、“大元”、“天朝”、

“世祖”、“文宗”等、「聖なる語Jの改行、一字空格は、大元ウルス時代

のままである。贋勤書堂の版木の多くは余氏勤有堂から得たものであ

り（202）、初版の刊行は余氏勤有堂による可能性がきわめて高い（勤有堂

は、既述のとおり江湖儒事提事司から f四普通jの出版を請け負ったことで知ら

れる。『古列女博』、『園朝名臣事略j、f故唐律疏議j等も刊行した）。なお、葉

氏蹟勤番堂は、ほかにやはり場屋臆試用の類書である『選編省監新奇高

賓詩山J（静嘉堂文庫、盛潟故宮博物院議明初刊、明中期修補本）の袖珍本

も刊行している。北京大串岡書館には、内閣本がもとづいた洪武刊本『丹

埠濁封jが蔵されているが、巻ーから十までしか残っていない（203）。

呉簡は、序文において、編纂の動機を次のように述べる。

モンゴル王朝は、『尚書j「益稜」の”敷納には言を以てし、庶を明

らかにするには功を以てす”の意を汲み、科書量の第三場において、

経史時務の策を課し、政治のありかたについて論じさせている。経

史にしっかり通じることが、受験生に課せられた永遠の業なのだが、

讃まねばならぬ書籍は汗牛充棟、膨大な敢にのぼる。平素の討論、

事習では、もとよりエネルギッシュに漁り且つ綿密に研究しなけれ

ばならないが、記事の提要、纂言の鈎玄となると、いにしえの人も
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みな、その「博なれども要は寡し」の扶賂に、悩まされてきたので

ある。ましてや、袋詰めにして車に載せ、高里を旅して試験に赴き、

ーすの光陰のうちに筆の勝負を終えて蹄途につくのだから、暗記す

るのに簡車で、検索閲覧にも使利であってほしい。自分で、一珊の

書物に多くの良い言説を纏めておかなければ、わたくしは白髪にな

っても、その果てを見極めることはできないだろう。本書は、わた

くしが自習の合間の徒然に書き留めたもので、「古Jと「今」の二

字によって分別し、その後に総括として先賢の論断を置いた。いに

しえのことに法らなければ、自説の詮擦を事げることができないし、

現在のことに通じていないと、適切に膳用できない。論断は、諸説

の中で折衷の立場のものを採用した。この舎を f丹塀濁釘jと名付

けたのは、同志の士に（御試策まで進むことを）期待するからでも

ある、云々。

呉舗は、大元ウルス時代の鎧儒、呉澄と同族の可能性が大きいが、こ

んにち知何なる侍も残っておらず、科奉に合格した記録もない。しかし、

訂正を加えた呉旭（あざなは景鴎）は、先述した鴻昂脅の『金石例jの

王忠明の序文に見える、潜氏家刻本の f金石例jに更に校正を加えた“最

陽呉君旭”にほかならない。至正七年～八年、まさに f丹埠濁封jが出

された時劫で、鏡州路の準校の賓師（正式な官職には着いていない顧問）で

あった。もうひとりの賓師であった呉以牧が、『正徳能州府志j巻二に

よれば、除干牒の人で延祐二年の進士とされるので、呉旭もそれなりの

皐識を有したに違いない。呉旭の閥輿は、この書がもとは、鏡州路もし

くは撫州路の儒皐で刊行された可能性をも示唆する。

いずれにせよ、序文によれば、呉舗自身がまさに受験勉強中だ、ったの

だから、この書に述べられていることは、策科の試験針策において、必

要最低限の知識と考えられ、また求められていたといってよい。

以下に、全健の構成を巻頭の「線、目Jに従って示す。［］内は、各巻

のじっさいの内容に照らして校勘したもの、下線をヲ｜いた項目は、呉髄
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のいう「古」「今」二分類が立てられず、「古Jのみで「今Jに閥する記

述がないものを表す。ム、企の記競については、後ほど説明する。

巻ー ：官制ム、三公企、宰相、植密、御史童、翰苑附．集賢等官、館関附．叢文監、

経経

巻二 ：［史館］、六部、将帥、博士附．祭柄、司菜、助教、東官官、奉使、遺使

ム、封建、監司

巻三 ：郡守、勝令［附．東］ム、京予、留守、循吏、康吏

巻四 ：職回、俸禄附．公m銭ム、鐙選、薦母、任子

巻五 ：冗官、考謀、久任、事校附．固執儒準、武懇ム、科奉ム

巻六 ：賢良、宏詞附．進称、明経、孝康、隠逸附．求J、童子、田制ム

巻七 ：賦税ム、戸口A、役法、四民A

巻八 ：水利［附．自制限歌］ム、荒政附．阪貸ム、常平義倉附．和組ム、儲蓄、

平準附．倉庫、務場ム、財用

巻九 : i曹運ム、坑冶附．市舶、銅幣ム、格幣ム

巻十 ：権堕ム、権茶ム、権酒［附．税務］ム、器爵、常僧、結赤附．怠逓鋪、

関市、馬政A

巻十一：種、幾A、種築、諸記、郊杷附．社、明堂... 

巻十二：社稜附．綴錦、海演、功隠ム、廟制ム、締給、［籍回、賠祭企］

巻十三：（籍回、踏祭）、封輔、縛実附．三~llム、射種、櫨器企、穂服附．朝合、燕饗、符貿

企、車旗附．行幸、阪桜企、歯簿

巻十四：宗室企、氏族、兵制附．唐府兵ム

巻十五：刑書ム、刑制、刑賞、獄訟企、盗賊附．滋盗、静俗ム、赦宥A

巻十六：風俗、禁者修、士風、人才附．厳代、元朝、諸儒、節義、明黛、廉

恥、奔競

巻十七：国籍、六経、周易附．太玄、構成、！組経世性、尚替、毛詩、穂記附．儀組、

周種、春秋

巻十八：六経博註附．淡唐石組、論孟、諸子附．郁子、御子、童子、文中子、欧、王、弘司馬、

諸子百家、諸史総類附．史記、西淡札束漢脊、陶脅件、梁書、陳弘前線齢、4問書、
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三国志、晋史、朱書、後周、南北史、開書、店街、五代史

巻十九：史記、西漢書、唐書、五代史、通鑑、［遼史］、文章

巻二十：閥洛諸儒、律呂、暦附．歳差、問ム、正朔

過去に出題された「策」のテーマには、ほほ封感できる網目である。

「古」には、古代から宋まで各時代の重要事項が箇傑書きにされ、「今J

には、至正八年の時鈷の、江南の一文人が理解する大元ウルスの諸制度

が、詔、傑査等を引用しつつ、要鈷のみ簡潔に記述されている。その後

に附される「先儒論断」は、宋までの論を中心とするが、大元時代のも

の、時には呉輔自身の論断も含まれている。呉髄の説は、巻四「職田」、

巻六「田制J、巻七「役法J、巻八「京師賑貸J、「義倉」、「和服J、巻九

「格幣」に見え、かれがとくにいかなる時事問題に取り組んだか、また

賓務官僚として必要な知識を蓄え、たとえ机上の空論であるにせよ自分

なりのヴィジョンをどの程度有していたかがわかる。

答案は最終的に中書省、カアンの目に鯛れることが想定されているの

だから、データの殊更な歪曲は、まずないとみてよい。くわえてじゅう

らいモンゴル政府の根本資料として使用されてきた『元典章j、『通制傑

格jに収録される聖旨以下の公臓は、至治二年 (1322）までに限られ、

『元史jの「志jの原操資料となった『経世大典jの記事にしても、文

宗トク・テムルの至順三年（1332）までにすぎない。これらを補う貴重

な資料であること、言を侯たない。しかし、ここでは、テキストの性格

を見定めるために呉儲の用いた種本が何だったのかを明らかにすること、

特に重要な記事をいくつか紹介し、江南の文人がモンゴルの諸制度をど

の遁まで理解していたかを採ること、大きくこの二勤にしぼる。北京大

事本との校勘、全値の鐸注および、諸々の記事から導き出されるモンゴ

ル諸制度の詳細な検討、考察は、別の機曾に行うものとする。
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( 2）呉舗の書架

まず、「先儒論断Jの宋代までの部分において、呉舗が書名をはっき

りあげる引用番は、泡祖局の『唐鑑jと章如愚の『山堂考索jである。

とくに、後者は書名をあげていない箇所でも多用されており、「古Jの

部分も概ねこの書に基づくと考えられる。やはり、書名は畢げていない

が、『歴代制度詳説j、『黄氏日抄j、『十先生奥論註jなども使用されて

いる。そのほか、買誼、董仲訴、陸宣公、柳宗元、欧陽情、曾輩、蘇淘、

蘇紙、王安石、司馬光、施仲滝、胡寅、二程、朱子、呂祖謙等の諸説が

号｜かれている。欽定の四書五経を見ていることは、まちがいないが、胡

寅をはじめとする諸儒の説は、『図書纂疏j、『四番通j等から、『史記j、

f新唐書』のような正史、李勲『本政書j、『通典j、『東莱先生左氏博議

句解j、沈括『夢渓筆談j等の書は、 f山堂考索jや『文献通考j、『筆書

曾元被江網j、といった類脅からの孫引きである可能性も否定しきれな

い。しかし、これらの多くが、程端穂、陳縛曾等の指定、推薦する書籍

に一致することは、確かである。呉髄も裳梢等四明の文人と同様、「経

事のみならず、兵法、水利、算数等にも兼通すべしJという湖州の撃を

理想とした（巻五「儒皐J）。また、孔斉によれば、“江西の撃館の讃書

には、皆成式が有り”、『四番集注jを一般に綴じ、経俸を一般に綴じ、

『少微通鑑詳節J(204）を綴じ合わせて一般とし、『詩苑叢珠』をー珊に綴

じ、『種部韻略jの増注本をー珊に綴じて、運びやすく、脱落しにくく

して積んだ（205）というから、最低限これだけの書物は自分でもつのがあ

たりまえだったのだろう。なお、大部の『通鑑jについては、節略本を

用い、且つそれが朱子の『網目jでないことも注目される。

モンゴル時代の「論断Jについては、巻九「銅弊」に劉聞日として銭

格の法に闘する献策を載せるが、これはまさに第三節（ 1）で取り上げ

た『新刊類編歴事三場文選j壬集「封策J巻六〈中書堂曾試〉［問銭格

之法】所収の答案である。巻十「描赤」の備家奴は、おそらくコシラの

説書秀才を務めたこともある武a陥（206）の弟子で、のちに大尉となった備
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家奴と同一人物だろう。働家奴が科書降を受験した記録は見嘗たらず、あ

るいは鄭介夫の『太平策jや越天麟の『太平金鏡策jのような単行本を

利用している可能性もある。巻十一「郊杷」の彰廷堅の御試策は至正五

年のもので、現行の I三場文選jには収録されていないが、先述したよ

うに至正七年の郷試まで収めたテキストの存在が確認されており、少な

くとも呉舗が最新の合格答案集を見ていたことは、確賓だろう。

いっぽう、モンゴル時代に関する引用資料のうち、呉舗が直接書名を

あげているものは、 『至元新格J（巻凹「詮選J、巻七「賦税」、巻一五「刑書J）、

『大元通制J（巻五「事校」、巻一三「稗奨J、巻一五「刑者J、「刑制j、巻一六「禁

者修J）、『園朝典章j、f至正保格j、f刑統賦J（以上巻一五「刑書」）、『皇朝

大典J（巻九「銅弊」、巻十「椎盟J）、 f名臣事録J（巻一六「人才J、「諸儒J)

である。

そのうち『皇朝大典Jとは、むろん、天暦二年、文宗トク・テムルが

再度即位した記念として、杢章聞に編纂させた f皇朝経世大典jを指す。

兄の明宗コシラを毒殺してカアンの座についたトク・テムルは、自身が

名君の器なのだと、世間にアピールする必要があった。唐、宋の『曾要j

に績く、大元ウルスの園家全般にかかわる一大政書を是が非でも作らね

ばならなかった。アリン・テムル、クトルグトルミシュ等がモンゴル語

で記された典章のうち、公開しでもさしっかえないものを漢詩に直課し、

越世延、虞集等がそれを雅文漢文に直していった。至順二年五月にいち

おう完成し、三年三月に進呈された。全八八O巻、目録一二巻、公脱一

巻、纂修通議一巻という、文字通り“大典”であった（207）。『文淵悶書

目j巻十は“元朝経世大典一部七百八十一珊闘”と侍えている。この膨

大な加数の園家編纂物を果たして呉蹴が閲覧できたかどうか。 f文淵閤

番目jが記録する“経世大典纂録一部一般闘”が“纂修通議一巻”のこ

とでなく、『経世大典j各巻の提要であるならば、これが参考書として

用いられた可能性も否定はできない。しかし、呉簡が直接使用したのは、

おそらくは『園朝文類j巻四O～四二に「雑著Jとして収録される「経
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世大典序録」であった（208）。というより、故意に一々出典を記すことを

避けたのかどうかはわからないが、じつは、「経世大典序録Jこそ、 f丹

埠猫針jのもっとも重要な種本のひとつ、であった。先に掲げた目録の

各項目の下に、ムで表したものが「今Jの制度の解説の一部分に「経世

大典序録」を引用し、企は「今Jの制度の解説すべてが「経世大典序録J

で済ませられているものである。呉蹴の立てた項目において、いかにこ

の書が多用されているか、中心に据えられているか、一目瞭然であろう。

至正年問、科母止をめざす江南の文人たちが、手っ取り早く簡潔にモンゴ

ル政府の語るモンゴルの諸制度を知ろうとするならば、まずは『園朝文

類jだったのである（宋漉をはじめとする『元史jの編纂官が「志Jの部分に

I経世大典jを多用したのも、ひとつには、 f園朝文類jによる刷り込みがあった

のだろう）。しかも、そこには園子監、翰林を経て套章閤授経郎にいたっ

た蘇天爵が選んだ一代の名文が並び、翰林院によって保護、推薦され、

園家から出版されているのだから、文健、修辞上の「時代の好みJを習

得するためにも必須の書であったこと、いうまでもない。ふりかえれば、

『皐箔j巻上「誠範」〈讃集〉もこの『園朝文類jを奉げていた。

ちなみに f園朝文類jは、西湖書院の大字本（10行×19字）と、建安

翠殿精舎の小字本 (13行×24字）の二系統が知られているが（209）、呉舗

が見たのは恐らく後者である。『丹栂濁封』巻十の「描赤」等の項目に

おいて、「経世大典序録」の記事が引用されていない理由のひとつは、

翠厳精舎本では、巻四一の「軍制J以下の記事が快落していたためであ

った（210）。ただ、精舎は、既に述べたように、書院とともに、至元八年

の闘準、蒙古字撃の設立以降、“月益歳増”し、出版機関の下請けとし

て機能したので、建安本だからといってたんなる坊刻本として片付ける

ことはできない。ほかに建安余氏勤有堂、鄭氏積善堂等も『園朝文類J

を刊行したといい（211）、常時、この書の需要が高かったことを裏付け

る（212）。

同様に、やはり蘇天爵が編纂した『名臣事録J、すなわち『図朝名臣
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事略J(213）についても、元統二年に余氏勤有堂が刊行した精綾な小字本

(13行×24字）が侍来する。そして、現存こそしないものの大字本も至

順三年以前に、江南湖北道の粛政廉訪司によって刊行されていた（214）。

江南行塞が至正四年に刊行した f至正金陵新志jにも参考資料として暴

げられている。モンゴル初期の園政に大きく預かった人々の停を績むこ

とは、『園朝文類jの「神道碑J「墓誌銘」等と同様、モンゴルの諸制度、

システムに通じる手段でもあった。

つ・ゴいて『至元新格jは、至元二八年、何築祖が公規、治民、禦盗、

理財等十事を以て編輯した政書で、クピライの命のもと、版木に刻して

多方に頒行し、百司に遵守させた（215）。鄭介夫がアユルパルワダへの献

策において依捺した資料のひとつもこの書である（216）。こんにちでは散

逸してしまっているが、『元典章j、『通制候格j等からある程度復元が

可能である（217）。蘇天爵によれば、『丹堺濁封jの刊行の翌年、至正九

年に江漸行省より重刊されている。“萄版が摩滅したので重刊させた”と

いうことは、もともとの版木も江断行省下で作成、保管されていたのだ

ろう（218）。“宏綱大法千言を敏えず”ともいうので、コンパクトな書物

であったにちがいない。そして、この舎は、そのご朝廷によって敏種の

政書の頒行がなされたにもかかわらず、至正九年にいたっても、まだじ

っさいに使用され、必要とされていた。『皇元大科三場文選j「廷試策」

の答案でも、“延祐中，諸儒臣祖宗の法令を纂定し、大元通制を鴛す

に、十二章律を倣し而して之を成す。愚是を以て方今の治の漢唐の及ぶ

可き所に非ざるを知る也。何を以て之を言わんや。嘗て至元新格を讃み、

而して天朝の「欽哉惟他Jの心を知る也。”と述べた受験生がいる。

f大元通制jの成立、刊行については、すでに第二節I ( 1 ）におい

て簡単に紹介した。中書省の殻案により、関創以来の政制、法程のうち

規範となるものをを類集して、所司に其の宏網を示すことを目的として

編まれた。大きく「制詔J（九四傑）、「候格」（一一五一傑）、「断例J（七

一七傑）の三部より成り、「別類J（五七七候）を附す。計登そのものは、
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既にカイシャンの時、議場に上っていたらしいが（219）、貸際の編纂は延

祐二年からはじまり、延祐三年五月に一旦完成を見る（220）。そのご至治

二年に中書左丞相のパイジュ等の護案で、延祐二年以降の聖旨、認、保

査をも分類して加え、刊行した（221）。泰定元年には、イスン・テムルの

聖旨により、モンゴル語版の『歴代制詔j、『大元通制jが刊行され、百

官に下賜されている。『山居新話jによれば、モンゴル語版は、次のト

ク・テムルの套章閤蹟成局でも印刷された。

I園朝典章jは、『大元聖政園朝典章jを指す。こんにち蛋湾故宮博物

院に小字本（18行×28字）の建安刊本が鱒わる。大徳七年、江西福建道

奉使宣撫のムバーラ夕、陳英の呈を捺け（222）、中書省によって、中統以

来の所定の格例を「詔令」、「聖政J、「朝網J、「蜜網」および吏、戸、穂、

兵、刑、工の六部、全六十巻に編類、頒行された。“官吏の持循する所

有れば、政令駿弛に至らざるに庶からん。”という狙いであった。その

ご、少なくとも、カイシャン政権下で一度、アユルパルワダの延祐四年

に一度（223）、延祐七年から至治元年頃に一度、合計三度は改訂されてい

る。現行のテキストでは、巻頭の「網目」と賓際に収録されている案件

が封癒していない例、版心の葉敏の錯乱等がしばしば見られ、敢度の改

訂をうけていることを示している。 f新集至治傑例jを出した至治二年

以降は、増訂分は別珊として刊行し、巻末にどんどん附していく形式を

とることが宣言された（ただしこの『新集至治傑例jも現行のものは、初版で

はおそらくない）。現物はのこっていないが、『近古堂書目j上「刑法類」、

『緯雲棲書目jに録される“元至正園朝章典十五巻六櫛”もあるいは、

その至正増訂別加版かもしれない（224）。『大元通制jも、トゴン・テム

ルの聖旨によって、後至元六年、翰林皐土承旨膜晴、査寧閤撃士蝶峨等

が師j修している（ただし、後述する『至正保格jの編纂を指す可能性もある（225））。

f丹鐸濁封jに収録される至治二年以前の聖旨、保畳は、現行の『元

典章j、『大元通制』の一部である『通制傑格Jから引かれていることは、

ほぼまちがいない。ただし、巻一「御史盛」にいう“至元五年傑盛三七
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款”は、現行の『元典章j巻五「護網・内憂」｛設立憲窒格例］では三

六款、一款足りない。“皇慶元年に又整治基網の認有り”に該賞する聖

旨、保査ものこっていない（226）。巻五「冗官」の「清冗職詔」（至元二

三年）、巻九「銅幣」の「銅銭詔」（至大二年）は、現行の f元典章jに

は見えない。 f園朝文類j巻九、および同時代の表、股、認を収集し、

科事第二場の模範集としても使用されたであろう I聖元名賢播芳樹梓』

巻五には、それぞれ李謙、閥復（挑健） (227）の撰として収録するので、

こちらを参照したとも考えられる。しかし、部遠平は、 f元史類編j巻

三において「清冗職詔Jの全文を引き、“典章に見ゆ”という。「頒至大

銀齢、銅銭詔」も、カイシャン政機下の『元典章jにはたしかに刻されて

いた。そのご、“至大四年慶罷銀紗銅銭。今並不録。”として標題を残し

て本文は削られてしまったのである。現行の『元典章jは、アユルパル

ワダ、シデイバラ政権の思惑を色泌く投影しており（228）、また郁遠平の

見たテキストと比べると裕宗チンキムに閥わる記事の多くが、削除され

ている。部遠平の見たテキストは、 トク・テムル以降には不都合ではな

くなったはずで、呉櫛の見たテキストが、この系統である可能性もある。

f至正保格jは、蘇天爵等の請願もあって、トゴン・テムルが後至元

四年三月、中書平章政事阿吉刺に命じて監修させた『大元通制jの績編

である。至正五年十一月に完成、盟六年四月に頒行された（229）。中書省

はもとより御史豪、植密院、翰林、集賢院の官僚たちが中央官膳所識の

新奮の僚格を検討、李守中、董守簡（『南韮備要j編纂の仕掛け人でもある）

等の意見も採用して『大元通制jの形式を若干改良、最初に祖宗の制諾

百五十をおき、傑格一千七百、断例一五O九を収録する。刊行されたの

は、「傑格J、「断例」のみで、祖宗の制識は、一本を宣文閣に置き御覧

に備え、中書省と園史院に一本ずつ保管したという（230）。永祭大典本で

は、二三巻だったというが、元刊本での巻数は不明、分目は『四庫全書

線、目提要j巻八四「史部・政書類存日」に挙げられている。

f丹甥濁針j所収の保格、断令のうち至治三年以降のものは、おそら
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くこの『至正保格jからの引用であり、すなわち侠文と考えられる。現

職の官吏ならば、架閤庫に『元典章jの分類のごとく、整理、ファイル

された文書を、チェックすることも可能であり、じじつ歴代の認、格例、

断例を目的別に編集した書物の多くは、彼らによって編纂され、地方で

刊行されたのだが（231）、受験生にはまず無理である。むろん、一々、官

鹿に貼り出される梼文をチェックしていた可能性も完全に否定はしきれ

ないが、政府が分類し刊行してくれた政書を使用するほうが、よほど能

率的だろう。『至正俊格jは、至正六年四月の刊行だから、二年後には、

もう呉舗は熟韻して、

・天暦二年の詔のー款に；護憲を令て各、守令に堪える者各一人を

奉ぐ。路、府の五品以上の正官は各、勝令に充つるに堪う者一人

を暴げ、其の姓名を疏して以て摺用に備う（巻三「際令」）

－至正元年の詔に；行省、盗、宣慰司、其の官職既に職田元ければ、

何を以て養い賂わんや。俸は除くの外、毎月量給する禄米は、一

品は十石、二品は八石、三品は六石、四品・五品は四石、六品以

下は二石。官粗を儲くる所に於いては、賞給す。如し官粗の元け

れば、去処毎石中統紗二十五貫を折す（巻凶「職回」）

－至正三年口口口省蓋をして常平倉の法を集議せしめ奉行す（巻八

「常平義倉J)

－至順改元の詔のー款に；諸鹿の金、銀、鋼、織、客治、諸色の課

程は倶に定額有り。比年、名を倣め事を生じるの人、妄りに別の

街門、各投下に行して呈献す。今後禁止す（巻九「坑冶J)

－天暦の詔に；必ず丁銭を先納し、種部に申覆して度牒を出給して、

方に出家を許す（巻十「脅僧J)

といったような、従来の規定と異なる新例をピックアップし、整理して

いたわけである。

『刑統賦Jについては、“僻．霧刑統賦附唐律之後，採非唐人，蓋五代周

人”といい、また“越子昂日”との引用があること、柳貫の『唐律疏義J
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の序を引くことから、呉鮪が見たテキストは、“延祐三年集賢皐士資徳

大夫越孟頒の序文”のある元刊本で、 f唐律疏議jの後に附録としてつ

けられたテキストであったことがわかる。集慶路撃に於いて、『刑統賦j

の版木六十三枚が刻されているほか（232）、建安余氏勤有堂刻本 (12行×

14字）が現存する。 f唐律疏議jは、泰定四年の江西龍興路儒撃刊行の

大字本（ 9行x18字）とそれに基づく至順三年、至正十一年の建安余氏

勤有堂本 (12行×24字）が知られている。大元ウルスでは、律書は頒行

されず、“例に比して断を震し、然れば例は律を本とし、其の意を参し、

其の文に泥せず”というスタンスをとっていた。したがって、唐律や刑

統の研究が、最初は特に金朝以来の停統をもっ華北出身の文人たちによ

って盛んに行われた（沈仲緯の f刑統賦疏jや、梁彦事の『刑統賦稗義jは、

その成果と現行の通制を封臨させた著作である（お3））。泰定二年に、江西等慮

行中書省検校官であった王元亮が、唐律を園表化した f纂例j一一『元

典章j「刑部」の回表と同じ精神のもとに作成ーーを I故唐律疏議jの

善本、 f稼文jと併せて江西儒皐提暴の柳貫のもとに持参、四年に江西

湖東道粛政廉訪司の協力を得て龍興路から一括刊行された。呉舗が見た

のは、これらの書が全てセットになった勤有堂本だろう。なお、 f纂例j

に序文を寄せた劉有慶は、程端種の友人でもあり、泰定元年の時鈷では、

江西儒皐提阜、すなわち柳貫の前任者であった。越感の『四番築義jの

刊行にもかかわっている。ちなみにこの f図書築義jには、ほかに撫州

路崇仁豚丞の李祭、吉安路同知太和州事の曾翰も序文を寄せており、江

西行省下の文人たちの交流、出版の状況の一端をうかがうことができる。

その「引用書目」には、江西行省から官費で出版されたことが明白な陸

淳の『春秋纂例j、都経の『縦後漢書J(234）、大元時代の編纂であること

は確貨な『混一興地要覧j、『珠章熊氏小撃書j等も見え、同じ江西は撫

州の呉舗が、官刻本、建安刊本のいずれを見るにも恵まれた環境にあっ

たことがわかる。柳貫も泰定四年の時勤で、“江西は、韓教漸濡の内に

在り、諸撃の経史の板本は略ね具わる。而れども律文掲だ閥す”と謹言
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する。

呉櫛は、こうした書物を悉く消化し、モンゴル語の直課題漢文を適宜

ふつうの漢文に直そうとしながら（235）、最終的に必要だと思われる事項、

規定のみを抜粋、整理し、究極のコンパクトな封策集をつくりあげた。

一介の布衣の土（科事受験をめざす階層）であったにちがいない彼が『大

元通制jや f至正保格jを、科奉の時務策の参考書として使用していたo

しかも、他の受験生が f大元通制jや『至正傑格jをすぐ手元で閲覧チ

ェックすることを想定しでさえいた。“外任の官員の資を減ずるは、大

徳の詔に見ゆ。内外の官流の普軍は泰定の制に見ゆ。天暦の聞に官吏の

陸等減員の文有り、至治の中に庚海に入るを願うは［等］を陸すの口有

り（巻四「鐙選」）＼“大徳中に「給操替剃Jの詔有り、至元中に「選試

僧人Jの保有り（巻十「鴛僧J）”という言い方は、それを示しているだ

ろう。この事賓は、 f分年日程j巻二に、古今の制度を考究するための

書物として、 I唐律疏議j、f宋刑統jとともに『大元通制j、『成憲綱要j

が畢げられていたこととみごとに封臆する。

( 3）『大元通制』再考

嘉興路の一介の布衣の士であった興端躍の f五服岡解J（中国国家聞書

館戴元刊本）は、泰定元年、推薦を受けて園家出版され、泰定三年の

改訂、至順元年以降の増訂を経ながら、葬制の根擦として贋く使用され

た（236）。そのかれが司馬光の『書儀j、朱文公『家礎jと嘗時の五服の

制を比較考誼するために用いたのが、 『大元通制jであった。さらに『至

正四明績志j巻九「洞杷Jにおいて、編者の王元恭は、社緩の祭櫨を考

誼するさい、やはり『大元通制jを参照している。『大元通制j、『至元

新格j、f園朝典章jが、行省、繍政康訪司や儒皐提暴司等の官鹿が先例、

通例を調べるために用いた（237）だけでなく、嘗時の文人、官僚に必須の

書物であったことがうかがえる。孔斉が園朝の文典として事げる書籍の

リストの中には、『至元新格j、『園朝典章j、f大元通制j、f至正保格j、
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f皇朝経世大典j、「風窓宏網j、f成愈綱要jといった政書、さらに f園

朝文類j、f名臣事略Jも見えるが、かれの言によれば、首時『和林志J、

『園朝岡信使交通書j以外の書の閲覧は困難ではなかった（238）。むろん、

孔斉が曲阜孔家の一員であり、また江斯行省での園家出版物の開板の多

くを拾った集慶路、慶元路に賠住したという特殊な傑件は考慮しなけれ

ばならないにしても。

『大元通制jをはじめとする官撰の政書の文人たちへの浸透は、『事林

瞭記jや『南村綴耕録j等に収録される公文書のi原についても、“民間

に流侍した材料”（239）ではないことを示唆する。 『丹栂濁封』巻五「考課」

の“大徳七年欽奉せる聖旨に、取受十二章の例有り”以下の引用は、ま

さしく f事林既記j「刑法類J（大元通制〉［取受賊賄］に一致する。そ

して、少なくともこの記事は f元典章j巻四六「刑部八・諸賊」に一覧

表として出ているのであり、『大元通制jにも常然収録されていた筈で

ある。呉櫛も f事林腐記jの編集者も同じような資料状況のもと、同じ

ような識者層を釣象にしていた。 f事林贋記jの〈大元通制〉は、その

名のとおり、『大元通制jからの抜粋なのである（240）。ちょうど『事林

瞭記j「良桑類Jにおいて官撰の『良桑輯要jの要鈷を選んで並べると

言明しているのと同様に。和刻本『事林贋記Jの「歪元雑令」や「泰定

慢例」も同じことである。そもそも、それらの聖旨、保査、保格の内容

をみるならば、官吏もしくは、官吏となるつもりの人々を釣象としてい

ること、一目瞭然である。寧官の館穀、分例の規定など、一般庶民の誰

が必要とするだろう。

じゅうらい、『大元通制j、f元典章Jともに、官員、膏吏の手引書と

して捉えられていたが、科書まの針策の参考書・としての性格も無視できな

い。しかも、通念とはことなって、同じ官撰者であっても、おそらく『大

元通制jのほうが『元典章jより流通し、構成ももった。なぜならば、

『大元通告！Jjは、より債くモンゴル諸制度についてカヴァーし、またヴ

イジュアルな園解を含む政書だったからである。たとえば、葬制の「五
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服岡Jは f元典章jにも収録されているが（241）、孔子廟の祭杷の式次第

を解説する「縛鍵園」は収められていない（242）。また、『丹塀濁封Jに

よれば、 f至元新格jにも「五服園Jが含まれていた。してみると、こ

の書もじゅうらい言われていたような格、保護を集録しただけの代物で

はなかったわけである。

一九六三年、李逸友等がカラ・ホトで接見した f大元通制jの「傑格J

の残片（整理番披63: 01）は、竹紙であること、字健、版式から建安の

小字本（おそらくこの時代もっとも多い13行×24行のタイプ）と考えら

れる。しかも、石朱紅の断句の痕跡があり、それが首時丹念に閲讃され

ていたことを侍える（243）。これは、八三～八四年の再調査で出土し、大

使、八年正月の「姐隠省刑認」が記されていることから f大元通制jの「詔

令」と推定されている残頁二葉（F146: W 5 -6) <244）ーーやはり竹紙

に印刷された建安小字本の特徴をもっ一一と、まったく異なる刊本であ

る。さらに、『大元通制jの「傑格Jの一部とされ、あきらかに建安刊

本の破片である F207:W 1も加えると、建安刊本だけで、最低三種の

テキストが存在したことになる（245）。これらの建安刊本は、官僚、文人

の賞用に供するための、いわば『コンパクト六法jであった。呉蹴が使

用したのもおそらくこの小字本だろう。

いっぽうで、同じカラ・ホト出土の麻紙に大字で刷られた『至正保格j

の八葉の残片は、それがこの時代の多くの政府刊行物と同様に江漸行省

下において作成されたことを示している。その前身である『大元通制j

にも、路・府・州・牒の官躍に配布、保管するための、名筆家による美

麗な大字本があったはずである（246）。醤皐十三科の試験に必ず出題され

るテキストのひとつ『聖済線録J(247) ( 8行× 17字）がまさにそうであ

った。『大元本草j等とともに、カアンの命令によって翰林集賢院の官

僚、諸路の名皆、盤事教授たちが校訂し、大徳四年～五年に江漸行省下

にて印刷された。そして、路、州、勝に各 1セットずつ頒行され、醤撃

の教官が管理したのであった（248）。豚まで配布するとなれば、『農桑輯
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要jのように、一度に一千五百、もしくは三千部前後印刷されたものと

考えられる（249）。しかも、一度きりとは限らない。各道の粛政廉訪司、

勧農の正官が着任するたびに支給し、架閤庫の在庫が無くなるや、ふた

たび増刷されるのである。『良桑輯要jの護行部数は、カアンのジャル

リクによって江漸行省で刊行されたものだけで、至元二三年（1286）か

ら延祐三年 (1316）まででー南部にのぼり、至順三年（1332）までにさ

らに四千五百部、そして後至元五年 (1339）再び刊行されたのである（250）。

延祐元年の開板にかかる越孟頬飽の文字どおり大字で書かれたみごとな

大判のテキスト（9行×15字）は、中園刊本の頂鈷といってもよい。こ

のほかに、路が開板したテキストや建安の書坊にて刊行された小字本の

『農桑輯要jもある（251) （これらのテキストは、湖南の桂陽路や遠くカラ・ホ

トの官躍にも置かれており、参照されていたことがわかっている（252））。

『大元通制j、『至正保格j、f成憲綱要jそして『故唐律疏議jのテキ

ストにもこれらの書物と同じように、大字本、小字本の二系統があった。

ただし、小字本を通念のごとく“民間ヴァージョン”とするのは、性

急にすぎる。至元二三年の『農桑輯要jのように官刻の小字本もあれば、

儒事提事司が番勝に版木の作成を委託したものもある。じっさいには雨

者の封象とする識者階層は同じであり、その聞には、官鹿での保管用あ

るいはカアンから寵臣、功臣への下賜用ーーそのモノ自健がシンボリッ

クな意味をもっ（むろん大字本のほうが紙も、版下作成にも費用がかかる）一一

と日常の閲覧用という用途の違いしか存在しない。呉舗も述べるように、

蛍時の受験生たちもたとえ高全の準備をしていようと、試験直前まで不

安なことにはかわりなく、試験が開催される都市一一曾試以降であれば

大都（今の北京）までの長い旅の問、試験前日まで復習、チェック機能

のある参考書を携帯していくのが常であった。とうぜん、軽量で場所を

とらず、可能な限り津山の事柄をつめこんだ書が好まれた。結果、一葉

に小さな字でぎっしり刻された小型サイズの小字本が必要とされる。小

字本は、個人が普段の事習において、頻繁に使用するテキスト、参考書
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にむいている。建安の書坊は、こうした科患の受験生や官僚、文人、僧

侶、道士たち個人の所議、携帯用のニーズに慮えて小字本（13行×24字

が標準）、巾箱、袖珍本（253）を次々と刊行したのであり、官民共同で行

われた小字本の出版も、その書の識者層、使用目的をはじめから見定め

ていたためであるo輝宗寺院の儀式や生活を規定する『勅修百丈消規j

（京都大事附嵐国書館谷村文庫戴元刊本） (254）、科事の参考書である『四書

通J（中周囲家圃書館蔵元刊本）は、建安余氏勤有堂の元刊本の中でもと

ぴぬけて精綾な彫りであり、じっさい官聴からの委託を受けた出版物だ

が、いずれも個人の日常の使用が想定されていた（255）。

ひるがえって、『至元新格J、『大元通制j、『至正保格jは、高麗はも

とより（256）、のちの朝鮮でも使用されつづけた。それどころか世宗の五

年には承文院の申請にしたがって、 f至正傑格j一五部、『吏皐指南j一

五部を印刷してさえいる（257）。

日本でも、笑隠大訴の f蒲室集jに注をほどこした中巌閏月（1300～

1375）が、『（太）［大］元政典J（『大元聖政園朝典章jもしくは f文淵問書

目j巻一四にいう『大元省部政典畢要J）、『大元通制j、f至元新格jを確賓

に参照していた。ほかにも、撫州路で刊行された『通典J（大徳十一年）、

科奉再開をにらんで出版された『駒府群玉J（延祐元年）、文宗トク・テ

ムルの勅命により江斯儒皐提奉の余謙によって刊行された『古今韻曾事

要J（至順三年～元統二年）、西湖書院から刊行された f文献通考J（泰定元

年刊、至元五年余謙補）など、ほぼリアルタイムで新刊書に目を通してい

る（258）。大陸において新奮爾『唐書jや『南史j、『北史jを閲讃できる

僚件が整ったのも、大徳十年以降のことである。注稗作業は、春屋妙砲

の要請に感じて、戊戊の歳（至正十八年にあたる）に纏められたo 中巌固

月は、泰定二年（1325）から至順三年（1332）まで江南に留撃し（259）、

師で『勅修百丈清規jの編者の東陽徳輝のお供をして大都にのぼったこ

ともある（260）。図月の交友閥係、置かれていた環境、遍歴地からすれば、

これらの書籍を閲覧、抄潟、購入する機曾は、十分にあった。
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こんにちのこる朝鮮版、五山版、抄本および欝本f老乞大jの曾話（261)

等から判断して、首時商品として流通したのは、小字本である。それを、

高麗（のちには朝鮮）や日本の使臣、僧侶等が買っていき、忠貨に覆刻

もしくは抄寓した（262）。かたや、各地の官鹿に配布、保管された大字本

は、本来永久保存を目的としたが、政機の交替時に、官膳そのものが破

壊され、またのちの明朝廷の怠慢もあって、ほとんど残らなかった。緩

行部数にさしたる差がないにもかかわらず、逆に圏内外に販賀され、消

耗品であった小字本のほうが、個人の哉書として大事に保管され、長い

齢を得たのは、皮肉な結果といえる。

( 4）受験生の「時務J常識

ひるがえって、上に述べてきた f大元通制jや『園朝文類j以外の出

版物、あるいは別の情報源、手段によって、呉蹴、そして賞時の江南の

受験生がモンゴルの諸制度をどこまで理解、把握していたのか見ていこ

つ。

まず、特筆すべきは、各官の職務および制度についての的確な把握で

ある。

・植密院有り。宋制に因り、専ら兵機を掌る。凡そ調兵は則ち之に

由る。而れども軍粗は則ち中書に於いて由る。其の法甚だ善し。

大征討有れば則ち行桓密院を置き、無ければ則ち慶す（巻一「植

密J)

－内に桓密有り、以て兵を主る。各省に都銀撫有り、郡に高戸府、

千戸、百戸有り、勝に尉有り、巡検と与に兵を主る。事有れば則

ち有司粧を調し、軍司兵を調す。制、最も美潟り（巻一四「兵制J)

・（翰苑の）制は略欝に因る。我が園家、文皐の盛んなること、上

古の賢聖以来にして、諸儒の経停の事、史官の記載の書、其の主

典の官は則ち翰林、園史、集賢等の院、秘書、園子、義文等の監

有り、而して律暦、陰陽、瞥卜の事、竺乾の教、老荘の説、又各
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其の人有り。他、園字の製、園制の述の如きは、杢章、宣文の建

ありて、文物彬々たり。競は惟だ制詔を掌るも修園史を兼ね、上

に承旨、皐士有り、下に修撰、編惰等の職六有り（巻一「翰苑J) 

・許魯粛は嘗て世祖に f孝経j、f図書jの直解を進め、呉草鹿は嘗

て泰定に「酒諾Jを講ずO今亦た経建官を設けるの外、説書著書

の選有り（巻ー「経鑑J)

－園子監、上は祭j酉有り、聴明にして戚重き有る者を揮び之と矯す。

司業、掌教は其の人の非ざれば居せず、而して博士、助教はその

次と難も、然れば亦其の人を軽んぜず（巻二「博士」）

－其の余、茂異、神童の科の如きは有れば則ち之を暴げ、進士科の

定額有るが若きに非ざる也O至正の集議の后は、大同小異にして、

又、乙科を置く（巻五「科暴J)

－図朝の武臣の入官する也、其の始めは功を以てし、其の子孫は世

を以て繕ぐ。内に枢密有り、外に宣慰司、元帥軍有り、高戸、千

戸、百戸、皆勝也（巻二「将帥」）

－内は刑部を立て以て其の植を線、ぶ。外は各慮に推官を設けて以て

其の事を専らにす。風憲の置に至りては、資する所尤も深し。復

た随路に司獄有り、専ら囚禁を管す。重囚の結案の僚は、窒察が

上下半年を審囚するの令有り。図案の明白なるは、決を析すの例

有り。獄皆、囚糧は思の泥に至る也。蹟老、存苧は恵の滞に至る

也。 O捕亡に令有り、値刑に詔有り、平反に賞有り、獄空に紀有

り（巻一五「獄訟J)

－大都路線管府、其の任は皆廉幹親近の人を以て之を矯す（巻三「京

予J)

・天子毎歳上都に巡守すれば、則ち留守、都京の事を掌る。世祖自

り来、留守司有り、皆清望威重廉幹の官を選び之を矯す。多く親

王勲臣を任ず（巻三「留守」）

文官に詳しいのは賞然としても、軍制、大都の統制にも、じゅうぶん
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注意がはらわれていたのである。大元時代の官制を簡略に述べる書物と

しては、従来、富大用の『新編古今事文類来j新集、外集（泰定三年底

陵武漢書院刻本 13行×24字各官毎に歴代の沿革を述べ最後に［大元］の記事

を附す形式をとる）、『事林蹟記j「官制類」が知られていたが、その記述

とは重ならず、寧ろより核心を突いた解説となっているo たとえば、富

大用は、植密院について、

植密院を置き、凡そ武備機密の事を掌る。植密使、同知有り、又副

使、策書、同簸書有り。其の属に判官、経歴、都事、照磨、管勾等

の職有り。外に在りでは又行植密院を置き、国j使自り始め、以下の

諸職は皆同じ。

と述べるのみで、軍糧についても、行植密院の駿止についても言及しな

い一一ただ、この『事文類衆jの収録する官制の項目敷は、『丹塀濁針j

よりはるかに多く、また武漢書院本、建安雲荘書院本、西国精舎本等、

複数の元刊本のテキストが今に停わることから、この書もやはり必須の

事典として、ときには事業書として、江南文人に愛用されたと考えられ

る。同時に、これらの情報源がどこにあったのか、なぜこれらの記事が

収録されたのか、 f事文類衆jそのものの性格、編纂についても見直す

必要があろう。

呉簡のみならず、江南の文人が、モンゴルの官制、園制および地名、

地理に閥して、一定の知識を有し、また必要としていたことは、陶宗儀

の『南村綴耕録jや f翰墨全書j、『事林蹟記jを見ても明らかであるが、

至順三年江西行省の郷試を第五位で通過し、至正十三年には園子助教と

なった熊太古（熊朋来の子）にも、“周櫨九儀の命を以て首となし、直

に我が朝の官制に至る”『官制沿革表j二巻及び“在京諸街門官制一

巻”（263）の著作があった。

ひるがえって、呉髄は、巻七「賦税」〈食貨賦税堕織等項〉において

次のような記事を書き留める。

園朝、太祖西征の後自り、中原凋弊し、倉庫皆虚し。中書耶律文正
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公、太宗に進めて持運所を立つ。又、使副を立てて銭穀の任を専ら

にす。其の用うる所の人は、燕京の陳（徳）［時］可、宣徳の劉中

の如きにして暴げて徴収するに皆良法有り。故に課税の額暴れずし

て増す。其の初を観るに、秦の地税、商税、塩、銭、酒酷、山揮の

六色、均しく之を緋ず。歳止だ銀五高雨、絹八高疋、米四十高石を

得可き而己。庚寅歳 (1230）に及び、己に増すこと一高疋を矯す実。

夫れ金を滅ぼすに盤りて、戸口日ごとに増す。世皇の宋を取り、南

北混ーに及ぶや、天下の戸口を総計するに又太宗の時に百倍す。収

受の式を定め、送納の程を限り、曾計の法を立て井井に傑有り。而

して賦額の増も亦、太宗の時に百倍す実。元貞元年の中書省の奏を

観るに、腹裏、江南の課程は、金を日い、銀を日い、紗を日い、絹

吊を日い、総綿を日うの敏、見る可き也。延祐丙辰（1316）戸部の

曾計録を観るに及べば、則ち金銀以下の敏又其の屯を増す。園初の

敏を回祝すれば又その額を百倍す実。之を奈何せん。天下の民、窮

せず且つ盗する乎。

前半部分は『園朝文類j巻五七あるいは f園朝名臣事略j巻五所収の

移刺楚才（耶律楚材）の神道碑に撮る可能性もあるが、至元、元貞、延

祐の節目節目の戸口、賦税の鍵化について把握されている貼は注目に値

する。地方志や碑刻資料などを見る限り、少なくとも至元二七年、延祐

三年の戸計の敏字は公開されていた。この延祐三年の戸部の曾計録は、

巻十「格酒Jにおいても、“延祐丙辰戸部の曾計に、天下の酒謀、歳に

紗を以て計る者は、増は自ずから増を作し、額は自ずから額を作す。蓋

し増有りて減元し実。”として引用されている。

さらに、呉舗がとくに注意していたのが、盟引、茶引の債格の繁動で

あった。

世祖の時、毎引、銀七爾と為す。毎銀ー爾は紗二雨を折して貰り得

たるに十四雨紗。延祐の時に至り、毎引、貰るに齢、雨定。雨定紗は

銀子に折すれば、官の定慣に依り四爾の銀子に該す。七爾の銀子に
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依着すれば、債三定半妙に該す。贋海の塩諜は遼遠にして、在前は

只一定に賀れば、再び一定を添えて二定と作すは除き、其の余の去

処は、毎引各一定を添えて三定と作す。銀債を以て尤も少なきを計

れば、官司の半定。此れ延祐の盟債を増す也O至治また六のーを増

す。江准の問、歳緋六十余万引。福建、康束、海北は八万余引O泰

定二年の詔に；毎引、債二十五爾を減じ、以て民力を寛すO只今の

質償 （巻十「権盤J)

「只今貸僚」の後は、書き込めるように空白になっており、常に最新

の情報をチェックしていた様子がうかがえる。この情報は、至順三年

(1333）の江西郷試でトップ合格を果たした陳植の合格答案にも見えて

おり、暗記しておくべき事項であった（2臼）。ほかにも、職回の石高、奉

禄の数字等も暗記せねばならなかった。

ところで、巻十三「歯簿Jには、

英宗の時に至りて初めて寺を立て、歯簿の植を行う。但そ其の制は

乃ち有司の草創にして時に稀わず。曾巽初の奏する所の新儀は未だ

上らざる也O至大の初め、曾巽初の「商簿園J井びに「書J及び「郊

配穂築」を著す。召されて玉徳殿に封す。武宗之に官大築署丞を賜

う。延祐中、又「中道外投園」を進め、穆龍門下に召見さる。英宗

大鷲して上都自り還り、問lち太室に親犯し、始めて哀寛を服す。大

鷲の廟に至るに、有司の倉卒、其の制稿わず。上、初めて丞相東平

王拝住（パイジュ）に命じ、太常の秘書所磁の曾巽初の図書を取る

に堕りて、歯簿大いに興る。是に於いて改めて大廟を作し、凡そJll

調、江南の大木の美なるは悉く致す。凡そ旗峨の給を繍する者は闘

漸に於いて作し、人馬の鎧甲の采飾を被る者は江西に於いて作す。

庖事は殿速、務使は華好たり。又留守に詔して五輪を造るに未だ行

うに及ばず而て図に大故有り。文宗の時、巽初又た前の闘書を以て

進む。上未だ報ぜず而て曾残す実。毎事人々六十四、八備の義に倣

つ。
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という。これは、おそらく『道園拳古録』巻一九或いは『道園類稿J巻

四七の「曾巽初墓誌銘Jから抜粋したものである。虞集は、呉鮪と同じ

撫州の出身で、父が呉澄の友人であったこともあって、彼に師事、大徳

六年大都路皐教授に推薦されたのをかわぎりに、十一年園子助教、至大

四年園子博士、延祐元年太常博士、延祐四年集賢修撰、延祐六年翰林待

制、泰定元年園子司業、三年秘書少監、四年翰林直撃士、経鑑官、五年

園子祭酒、天暦三年蜜章閤侍書皐士、至順三年翰林侍講皐士と重要な文

官ポストを歴任したモンゴル朝廷の大物である。親友に裳梢や元明善等

がいる。延祐四年には大都路の郷試の、泰定元年、四年には中書曾試の

試験官を、至順元年には御試の讃巻官にも任じられた。とくに文宗トク・

テムルの寵愛をうけ、勅命によって『皇朝経世大典Jの編修に嘗たり、

総裁をつとめたことで知られる（265）。“一時、宗廟朝廷の典櫛、公卿大

夫の碑板は皆公の手に出ず”と言われ（266）、また既に高橋文治が指摘す

るように、この「虞集という人は、元朝の諸制度を鋭く洞察して正確に

記述した文章家で、どの文章も驚くべき事柄が貨に適確に記述されてい

るJ(267）。越掲謙 f事箔j「讃箔・集部Jに虞集の文集が奉げられていた

のも、決して唐宋八家の古文を踏襲するというその修僻を皐ぶためだけ

でなく、モンゴル朝廷の諸制度の皐習にも有益なテキストと見なされた

からに違いない。呉舗が f丹堺濁封jにおいて、はっきり“虞公文”と

して引用するのは、ただーカ所、巻八「財用」の〈先儒論断〉のみであ

るが、そこに引かれた文は、 『園朝文類J巻四二「雑著・憲典J(食貨篇〉

すなわち f経世大典jの序録の一部である。しかし、 f道園類稿jが、

至正五～六年にかけて撫州路から官費で刊行されており、呉櫛は、それ

を利用しやすい状況にいた。しかも、虞集は、晩年故郷に蹄り『丹埠濁

封jの編まれた至正八年に亡くなるまで、家塾を経替していたのであ

る（268）。越掲謙の推薦書 f征賦定孜jの著者、兄弟弟子の裳明善を教師

として招いて。ふりかえれば、『三場文選Jの編者のひとり劉森も、虞

集の弟子であった。呉澄、虞集の「臨川撃派Jと建安書坊の輪の中に（269）、
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おそらく呉蹴もいたのだろう <r丹埠濁封j巻一七「穂記Jに、“科事止だ f謹

記jを用い、『周謹Jr儀謹jは用いず。江西の呉草庇先生に『種記纂疏j有り”

と紹介する）。

ちなみに、虞集の序文や駿文は、大元時代末期からとくに明代におい

て「お墨付き」として有り難がられ、しばしば江西、建安の書庫や骨董

屋において、僑造されるようになる。銭大析は、自身が北京の琉璃廠の

書市で二百銭出して購入した f皇元朝野詩集j前後集各六巻すなわち f皇

元風雅J（李氏建安骨堂刻本）の巻首に「套章皐士虞集伯生校選Jと題す

るのは、書慰の仕業で、“序文浅随にして、亦未だ必ずしも道園の手に

出でざる也”といった（270）。『中原音韻Jに附せられた虞集の序文も、 f道

園類稿』巻一九「葉宋英自度曲譜序」を書き換えたもの（271）、高暦二五

年（1597）刊行の『重校評縛歴代将鑑博議J（前田尊経閣議関書林宗文堂

刻本）の虞集の序文も内容を見る限り、極めて怪しい代物である。ただ、

『皇元風雅j後集のもうひとりの序文執筆者で、自身暴業書の f詩義断

法jをものし、 f群英書義j、朱櫨『唐漢針策機要jなどの建安刊本にも

序文を寄せる謝升孫は、朱種とともに虞集の友人であり、全てが僑物と

も言い切れない（272）。むしろ、虞集と建安の出版のかかわりの深さ、そ

して、かりにそれらが本物であるならば、その粗雑な序文の製作の原因

に注目すべきかもしれない。

そして最後に述べておかねばならないのは、 f丹埠濁封j巻十九にお

いて、正統な史書『史記j、f西漢書j、『唐書j、『五代史j、『通鑑jを掲

げたあとに、「遼史Jの項目が立てられ、 トクトの「進遼史表」および

「三史凡例Jの抜梓が載せられていることである。ところが、この「遼

史Jの項目は、巻頭の「線、目Jには見えない。一般に「縛、目」は本文作

成の後に抜き書きして作成されるものだが、単なる不注意ではなく、「鍵、

目Jを作り直した葉氏康勤堂によって、故意に事げられなかった可能性

が高い。

大元ウルスの科事のモデルのひとつ「朱子事校貢暴私議Jの提示する
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諸史の「策Jは、“左停・園語・史記・雨漢鶏ー科，三園・晋書・南北

史第一科。新奮唐書・五代史第一科，通鑑第一科。”であり、ここに『史

記j、『西漢書j、『唐書』、『五代史』、『通鑑jの五種のみが捧ばれている

ことには意味がある、と考えるべきだろう。

漢、唐は、中圏全土をおさえ東西交流も盛んだった。文化、制度など

の面で大元ウルス朝廷が尊重した王朝である。『丹埠濁釘jが引用する

f大元通制jでも、呉繭によれば賀際には“その賓無し”だったらしい

が、“大拳生を令て五経及び漢・唐史を習わしむ”（巻五「拳校J）とい

う規定があった。しかし、 f史記j、『漢書jを取り上げているより大き

な目的は、おそらく旬奴の歴史を記す鈷にある。そして、唐は鮮卑の拓

股氏、五代はテュルク系の沙陀族とモンゴル系のキタイ。ここに至正四

年に編纂、五～六年に江漸、江西の二行省下で園家出版された遼金宋三

史のうち、『遼史jのみをつづけるのは、まさに大元ウルスの立場、正

統観を表すといってよい。 f遼史j編纂命令の二通の聖旨、『金史jの開

板命令の聖旨および『宋史jの「中書省杏文」はいうまでもなく、江南

行基で編纂された f至正金陵新志jも三史についてのベるさい、必ず遼、

金、宋の順に事げる（273）。そして公式見解では、遼があくまで正統であ

ることを、江南の文人たちもじゅうぶんに承知していた。たとえ、楊維

棋が江西儒挙提奉という立場を利用して、「宋遼金正統鱒」一巻（版木

にして九面） (274）を刊行しようと、天暦二年、至順三年の江西郷試第四位

で、『策場備要』の著者でもある解観が、遠路遥々大都に赴き宋の正統

を上書しようとも（275）。『丹埠濁封jのこの記事は賞時の江南文人の三

史に関する認識を如貨に示している。洪武十九年、この僚が線、目から削

除されたのは、ぎゃくに楊維槙の説を取らざるを得ない明朝廷の立場に

従ったにほかならない。宋、遼、金三史という言い方は、『南村鞍耕録j

を例外として、一般には洪武年間に入ってからなされるようになった。

『皐箔j「讃範J｛讃史〉がまさに“宋三史”と言い換えているo 鄭鋲孫

の『直説通略jが遼、金、宋の順であったのに、明の改編をうけた同じ
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鄭銭孫の I歴代史譜jが宋、遼、金となっているのも同じ理由である。

後述する寧献王朱植が永楽四年に刊行した f天運紹統jも宋、遼、金の

順に配列する。

なお、呉蹴がみた『遼史jのテキストが、至正五年の“上色高紙”に

で印刷された大字本の初版ー百部のうちのひとつだ、ったのか、そのご建

安で出された小字本（『建陽勝誌績集j「典籍J（史書〉に”遼史ー百ー十六巻

板焼、金史ー百三十五巻板般”と侍える）だったのかは不明だが、元好問 f績

夷堅志J（盛精園家岡書館競萄紗本）に附された呉中の王東の後序に、“至

正戊子（八年／1348）、武林新刻の金史、ー観を獲るに因り、謹みて此

の侍（元好間体）を謄し、書する所の後に附す云々”とあることからす

ると、大字本も閲覧、筆寓することは、可能であった。しかし、呉備に、

遼、金の制度を研究する姿勢はみられない白首時、正史をじっくり讃む

余裕がなくとも、南宋麓信の『契丹園志j、『大金園志jなら割に容易に

見ることができた（276）。しかし、歴代の沿革については、概ね漢、唐、

宋の流れを辿るだけだった。それは、江南の科事合格者の答案と同じで

ある。むろん正史の編纂までろくな文献がなく、あっても必要量の部教

が刊行されなかった南宋時代のツケも大きく影響するのだろうが。この

時代、江南の儒者は、通史として遼、金史を語ることには熱心だった（277)。

しかし、科暴にかんするかぎり、江南文人に、遼、金へのまなざしはな

く、また特に要求もされなかったのである。

以上、大まかながら紹介してきたように、 f丹塀濁針jは、程端嘘等

の教育法にのっとり、朝廷の最新情報を可能な限り取り込んだ、極めて

モンゴル色の強い書物であった。にもかかわらず、明初期において、ま

だこの書が必要とされ、洪武二O年の郷試の直前に刊行されたのは、い

ったいなぜなのか。ほんとうに明初の受験生が讃んだのか。そうでなけ

れば、誰が必要としたのか（278）。そして、この舎が江戸時代、昌平坂事

問所にて、誰によって、何のために、筆寓されたのか。その答えは、現

在のこる資料の中には見いだせない。しかし、少なくとも『丹埠濁封j
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を讃み、筆霧した人々が、一般の撃者より正確に偏見なくモンゴルの諸

制度の概要を捉えることができたのは、確かだろう。

五．むすびにかえて

呉蹴と同じ時代を生きた梁寅も、若いころ科事の「針策」のために『方

策稽要J(279）なる書を編み、“四方に板行”した。至正年問、書坊が『古

今策海jと書名を改め翻刻本を貰り出したので、さらに流通したという

が、大元末期から明初の戟乱によって、姿を消した。かれは、大元時代、

科事に落第しつづけたが、翰林皐士や儒撃提奉といった時の名士たちの

知過を得て集慶路の儒撃訓導を務めた。のち洪武帝に請われ『大明集櫨j

の編纂に携わったものの、朝廷の正官にはつかず石門書院で教鞭をとる

道を選んだ（280）。時局が落ち着いて科暴が再開されると、劉徳恭の求め

に感じ郡庫のテキストとして f方策稽要jをより簡潔な形に剛訂した。

一時、策試から“時務”が無くなり、“経史”のみが問われるようにな

ったためである（281）。しかも、明政府の刊行物の多くがそうであるよう

に、大元ウルスについての記述は、意識的に取り除かれてしまった（し

たがって、大元時代の諸制度の資料としては、 f丹埠濁封jには及ぶべくもない）。

開設南劉氏竹所書堂の新刊『策要j六巻（謹構図家圃書館競）がそれであり（282）、

f丹塀濁封j復刊の一年後の洪武二O年に刊行された。 14行×21字の小

字本である。巻頭には、もと翰林編怖の張九館の序、梁寅の自序が附さ

れている。のちに慶陽府で官刻本として出されたほか、楊士奇によって、

清江でも刊行された（283）。

明初の朝廷に仕えた江南文人は、筆頭の宋漉、劉基でさえ、大元時代

には地方官どまりであり、モンゴル朝廷を間近で観察、飽感する機曾を

持ち得ず、さまざまな意味で「小粒」で「視野狭窄Jな、ものの表面だ

けを見て前代を踏襲したつもりになったひとびとであった（張九留にも

科事の参考書『軍書備敷J(f筆書拾唾J）があるが、とても翰林院の皐士が作成し
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たとは思えない代物である）。そしてそれが明の文化事術の衰退の一因とも

なったが、ともかくも、江南の一文人の眼差しで、受動的に見てとった

科奉、教育、出版のありょうの一端を明朝廷に停授する役割は果たした

（たとえば、皇帝、皇后の御製の書物が建安で出版されるのも、白話語集を用い、

描輸を盛り込んだ『孝綬jや f列女侍jに類する世教の書を記念事業として刊行

するのも、モンゴル時代の名残である）。しかし、それ以降にいたっては、

興似どころか無知かつ無恥な剰窃行筋が横行する。官撰と銘打つ書物で

あってさえ、 f四書五経大全jをはじめ、大元時代の出版物を丸々引き

潟すことが往々にしてあった（284）。その選書も、『事箔jに示された推

薦書そのままであった。前代の普書を重刊するのは褒められるべき行筋

だが、元刊本に基づくことには燭れたがらなかった（明代の官刻本がいか

に大元時代の出版物に負うところが大きいかは、『古今書刻j二巻をみれば一目

瞭然である）。既にある書物を寄り合わせ、書名を鍵えて平然と出版した。

文事、除陽事、敏撃、酪皐、薬事あらゆる分野で、そうであった。中央、

地方の文官を問わず、明の文人たちにまるでプライドはなかった。大元

時代ならば、増訂した部分にのみ自分の名を入れ、もとの編著者をあく

まで主編として尊重していた。その事賞は、こんにち残る版本によって

動かぬ鐙擦としてある。このような風潮の中では、とうぜん皐問の進歩

は全く見られなかった。寧ろ引き潟しを重ねていくことで退化していく

かのようであった（285）。

「票j窃の時代Jの中でも、寧献王朱植は、その地位もあって特に目立

つ存在である。かれは歌曲と戯劇をこよなく愛したモンゴル王族の趣味

を自らも纏おうとして、雑劇をものし、『太和正音譜j、『現林雅韻j、輸

入りの『太音大全集j等を著した。ところが、本稿で取り上げた陳鐸曾

『文筆jの書名を『文章欧治jと改め、中身を敏行書き換えただけで、

得意になってあたかも自作であるかのように序文を付し刊行した張本人

でもあった。『文章欧冶jが f文筆jを改名したものであることは従来

から知られ（286）、またそれが朱檎の仕業であろうことは、 f綴書史曾要j
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等の文献から予想できたが、園曾聞書館戴朝鮮版の序文に付された「昭

回雲漢之章」の印、花押が、最近公開された朱機の悪名高い科患の参考

書『原始秘書J（華束師範大串議明刊本）のそれと一致するという、物的

鐙擦によって明るみにでた（287）。じつは朱植の著作のほとんどについて

は、種本がある（288）。それ故、種本が明らかになっていないものについ

ても、そこに示されている内容は、すべて大元時代に存在した情報とい

う逆説的な信頼すら抱かせられるo f天運紹統J（奮北平聞書館マイクロフ

ィルム 明永祭四年（1406）刊本、冷泉府醤戴東洋文庫蔵朝鮮版）にしても、

洪武二九年（1396）かれが御府においてたまたま見つけた秘書所蔵の『歴

代帝王譜園jに基づく。伏裁から大元までの編年世次と系固のうち、伏

義から周までの系図を快いていたのを諸儒一一新安の胡ー桂『十七史古

今纂要jをはじめとする類似書と校勘、『元朝秘史jの漢文総認の冒頭

を引用しただけで「秘典Jとなし、編年世次の部分に要らぬ手を加えて

改鼠した。『四書五経大全jの編纂に共通する姿勢である。それで歴代

の研究書より詳しいと自慢するのだから始末に終えないが、少なくとも

書中の遼室世系は、『永楽大典j巻五二五二に収録される孫慮符の f歴

代帝王纂要譜括jと一致し、モンゴル王室の系固は、 f南村綴耕録j巻

ーの「大元宗室世系Jと、それより多少簡略化されているが、明らかに

連動する。『歴代帝王諮問jは、もとはモンゴル朝廷もしくは官鹿所裁

の系闘であることから、フレグ・ウルスのペルシア語史料『集史j、f五

族譜jとの閥連も予想される。ぎゃくに、そうした漢文資料を、四明は

天台の陶宗儀が閲覧、書き留めて刊行していたという踏にも留意すべき

だろう。

ひるがえって、明代においては、朱植が『原始秘書』を著したにとど

まらず、康信府では『策拳輯略j、陳西布政司では『策事集要j、西安府

では祝売の『策事提網j、臨挑府では f策撃集成j、成都府、重慶府では

f策拳集略jといったように、中央、地方の官鹿が策事書を刊行する事

例が多く見られる。そのひとつ、景泰七年（1456）に、内府にて刊行さ
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れた『選類程文策場備覧J（哲北平図書館戴マイクロフィルム 明刊本）は、

程端櫨が使用に注意を促した『新築決科古今源流至論j、そして骨抜き

になった梁寅の『策要jと並び立つことを目標に編まれた。『末場節要j

（盛精園家図書館戴明抄本）の引用書目にも、 n原流至論j、『梁氏策略jが

見える。所詮はそのレヴェルであった。しかし、いっぽうで、『史記j、

『通鑑網目j、『宋名臣言行録j、『大事街義j、f文献通考j、『文選j、『文

粋j、『文鑑j、蘇戟の『策略Jr策別Jr策断Jの名も見え、程端櫨等が

指定した読書、作文規範がたしかに生き績けていたことを知るのであるo

類書の『裁江網jや『群書類要j、史抄の『小皐史断jも用いられてい

た。 f歴科曾試策j、『歴科郷試策jのような合格答案集、『保粛十科策j

のような策の模範集、官鹿から刊行、配布された『策皐輯略J、『策皐街

義jを積む。表面的には、大元時代と何らかわらぬ受験生と出版の姿で

ある。むろん f大元通制jから『皇明政要jへ、虞集の『道園与さ古録』

から宋械の『宋皐士文集jへ、という時代の要求による嬰化はあったけ

れど。

明以降の「針策Jの針策集もまた、官時の諸制度、文人たちに要求さ

れた時事の常識、思想の愛選を知るに有効な資料である。こんご活用し

たい。

註

( 1 ) f新刊類編歴事三場文選J（静嘉堂文庫蔵元刊本）「聖朝科事進士程式J。
”商問”は“章闘”が正しい。ウイグル文字のsとjの字形の類似か

ら音寓の際に誤ったのだろう。もとの文書がウイグル文字モンゴル

語で脅かれていたことを示す好例である。なお、エリク・カヤとク

トゥク・エルの名を『元史j巻一一二「宰相年表」皇慶二年の篠に

補う必要がある。

( 2) 事前に、朝廷は貢畢の笛法を府く講求し、宋の進士挑登孫、熊朋来、

牟感能等の意見も聞いている。＜r滋漢文稿j巻二九「題成淳四年進士題名J)
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( 3) 『圭粛文集j巻五「趨仲簡公嗣堂記J
“皇元嫡興，江漢越氏復能背諦程朱書，北波江，私筆以授皐者許文正

公衡。衡神明其書，進以所得，相世祖，興極集，文太平。後是四十

年，貢事法行，非程失皐不試於有司。於是天下皐術，凍然ー趣於正。”

( 4) 挑植自身、朱子の f小皐j、I語孟或問j、『家檀jを刊行したほか、

楊惟中に f四番j、田和卿に f易程博j、『脊禁博j、『春秋胡停j等を

出版させている。（『牧庵集j巻一五「中書左丞焼文献公神道碑J、『園朝l名臣

事暗j巻八「左丞挑文献公」、『圭塘小藁j巻六「雲粛書院記J)

( 5) f元史j巻八一「選事志J（科目〉、 f園朝名臣事略j巻八「左丞桃文

猷公j、「左丞許文正公J、『滋漢文稿j巻三「侠西郷貢進士題名記」、

巻五「伊洛淵源録序J、巻六「正皐編序」、巻三O 「題晦篭先生行状

後」、『秋澗先生大全文集j巻三五「貢奉議J、巻七九「元貞守成事鑑J
〈選士〉、巻八九「論科畢事宜朕J等。なお、至元十三年 (1276）四

月～六月に、華北において太宗オゴデイのいわゆる「戊成 (1238）の

選試Jをひきつぐ儒士の選試が行われている。『廟事典櫨j巻三「儒

戸照蹄附初籍並葉提埋ま績置儒籍抄戸Jに“腹裏儒戸，至元十三年試

中者，止免一身差役”とあるのは、まさにそれで、 「経義Jと「詞賦J
の二科目、首席は解節亨、あざなは安卿なる人物であったという（『秋

澗先生大全文集J巻一五「題開封府後堂壁」、「頴封入廟J、巻四四「紀異」、巻

六三「故尚書護部郎中致仕丁公祭文J、巻九一「烏盛筆補・定奪儒戸差琵J、f雪

槌集j巻一三「東諸書院記J、巻二二「故翰林待制櫛君墓誌」、 rm容居士集j巻

二九「牒鯨尉徐君墓誌銘J、f道闘類稿j巻一八「焦文靖公鼻粛存葉序」等）。

『廟事典穂j巻ー「歳貢儒吏Jの至元十九年九月某日の中書省の街付

の中で鯛れられている“比及設立科事以来，定到下項事理”を含め、

これらの事質を f元史jが記載しないのは、それがのちに世祖クピ

ライと不仲に至った皇帝監園裕宗チンキムの采配でおこなわれたた

めで、チンキムとかかわるほかの記事と同様、 f元史jが依擁する『世

祖質録jの編纂段階ですでに抹殺されていたと考えられる。

( 6) 少なくとも至元八年以降、漢児人に封しては、「文公家穂jに依搬し

た冠婚葬祭が規範とされ、大徳八年に再確認がされている。朱子が

熱心であった救荒、勧良、水利などの社曾事業も意識的に進められ

た。これらの事業の詳細については別稿でのべる。

( 7) I廟事典穂j巻二「左丞葉李奏立太準設提事司及路教遷斡格例儒戸免

差J
( 8) f芳谷集j巻一「贈徐義翁北行序」
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“漢標年十人以上者，充博士弟子，唐州鯨事限年十四以上十九以下，

而小皐無問。宋三舎法行，而小串ー皆鄭簡家塾而己。皇元興皐崇化，

阻漢唐，追三代，外華勉励，倣古八歳入小皐，十五入大事，皆訓導

之。自皇慶以来，東南事校調弦聾風動雷隠突，歪休哉。”

( 9) f楚石大師北遊詩J（韮海国家圃書館醗抄本）

“（天暦二年）［泰定元年］甲子春，部公善之，任園子祭酒，試腫部進

士，甚公。普之調予日：「哀伯長皐士在京師，累歳不肯取郷土。今

年得程端櫨兄弟人，亦不以我篇私。J余聞之喜因謝。”

(10) 至元二四年に集賢院で議定されクピライに奏上された、園撃におけ

る“合讃是甚座番（まさに積むべきはいかなる書か）”という番目リ

スト、教程の内容は、明らかでない。また、元貞元年に福建道儒事

提事司が福州路の儒皐教授の熊朋来等と講究し；福建閥海道繭政廉訪

司に上申した皐校教程、および江東道儒皐提事司と建康路の儒皐教

授、山長等が講究し江東建康道繭政廉訪司に上申した教程は、江南

行基によって、管轄下の儒撃で遍く賀行すべく文書が下されたが、

どこまで定着したかは不明である。そこでは、習字、律詩、朱子の

『小皐j、I孝経刊誤j、『四番集註j、『詩集停j、f書侮j、f通鑑j、詞

賦の時間割が細かく定められていた（『刷皐典腫j巻五「行盛坐下憲司講

究串校使宜」、「行省坐下監察御史申明串校規式J）。

(11) 『南鹿志経籍考j巻下「雑書類J｛晦庵説書法四巻〉によれば、朱子

の門人輔債の述ぷる所を程端謹が校正したテキストがあり、前集七

巻後集四巻、嘉靖七年の時勤で版木は存する者四三面、壊れたる者

六塊、鉄する者十一面、であったという。程端謹が f分年日程j「綱

領・朱子誠書法」の輔漢卿所編の f讃書法jについて“近ごろ己に

集鹿撃に刊す”と註するテキストそのものだろう。 f至正金陵新志j

巻九では板木はー百七十張という。

(12) 『畏蔚集j巻四「送i馬彦思序J
(13) こんにち残るテキストは、元統三年（1335）南東程氏家塾本だが、『畏

粛集j巻四「送教授鄭君景予赴浮梁任序」、「送鳴彦思序jによって、

すくなくとも至正元年から五年頃まで刊定が績いていたことがわか

る。至正二年に刊行された『至正四明績志J（上海国書館龍影元紗本）

巻七「事校Jによれば、『分年日程jの版木は程氏書塾にて保管され

ていたが、その版木は計九O片といい、元統本より少ない。ただし、

雨面に刻されていた可能性もある。『南鹿志経籍考』下「雑書J（説

書工程三巻〉によれば、“脱する者二十三面、存する者一百二十二面”
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という。

(14) f金華黄先生文集j巻三三「勝仕佐郎台州路儒事教授致仕程先生墓誌

銘J、『分年日程j巻二

(15) 程端撃は、泰定四年と元統元年の二度序文を書いている。

(16) f滋漢文稿』巻五「曹南李時中文稿序J
(17) 醤事、除陽撃の科目、テキストの指定も、大元ウルス治下のみなら

ず、朝鮮、日本における嘗該分野の出版に多大な影響をもたらした

が（『元典章j巻三二「皐校二J(醤串〉［醤串科目］、『秘書監志』巻七「考試

司天科J、「改演新暦選差人J）、これらについては、別の機舎に詳述する。

(18) 『新刊類編歴皐三場文選j「聖朝科事進士程式」

“延祐元年六月 日中書省杏；来杏；江断行省杏；震設立科事，行操

備事提事司講議各項事理。差提奉康奉政馳騨費杏，計裏送躍部，約

曾翰林、集賢院官一同講議到後項事理。呈乞照詳。都省准擬。今関

各項井抄解様、家状程式、従式在前。杏請依上施行。

一、郷曾等試、許婚穂部韻略。講識得；即日南北刊行種部韻略。

因在前避韓字様増減不問。今来科暴既開，未審用何本潟主。

合従都省頒降，庶得時一。

前件議得；科事許用見行種部韻略外，撮金宋避詩字様，不須

回避。”

金朝、宋朝治下でそれぞれ刊行されていた版木では、避諒の字の増

減が異なっていたが（科畢再開時、江南の監本、毛晃『増修檀部悶略jと

江北の平水劉淵の f壬子新刊腫部音簡略jが流通していた）、政権としては、

新たに統一のテキストを編輯して使用をそれのみに限る必要性は認

めなかった。大元ウルスが科事の答案に於いて避諒したのは、歴代

カアンの御名廟緯とあきらかに凶悪な一六O飴りの文字に過ぎなか

った（『新刊韻略J（韮滑固家圃書館礎大徳十年平水王氏中和軒並刊、至治

年間増補本）「聖朝頒降貫畢三試程式」、「壬子（皇鹿元年）新増分選貼直正誤

字J、『文場備用排字瞳部韻註J（内閣文庫義元続三年建安呂氏曾文堂刊本、

延稗国家固書館蔵至正十二年一山骨堂本、中国園家国書館離元刊本）「型

朝頒降貢畢三試程式J、「文場備用蔵部韻註分道路盛正誤字様j、f古今韻曾畢要j

（盛海国家国書館旗元刊本）「熊忠序J、「陳氏牌記J、「字批魯紳序J、「余謙序J、

「凡例」等参照）。「文場備用種部韻註分選鈷査正誤字様Jの牌記は、

“聖朝科試，奉子所持一種韻耳。然唯張櫨部敬夫定本最善。今復以諸

韻参枝，毎ー韻矯増敏字，凡増三千自主字，稗罵而詳，捧罵而精，敬

用梓行，潟文場す唇之助云。”という。ちなみに、孔膏は『至正直記j
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巻三「経史承襲Jにおいて、宋代の避諒一一閥筆はもとより、「玄J
を「元j、「宏」を「洪」に換える類い、前代に湖って人名を改める

などの行矯は後世の人を誤らせる悪弊であり、翰林院および諸虞の

儒皐提型車司が、書坊に文書を下して、宋代の版木の避諒を訂正、校

勘しなおすこと、詩、書、易のテキストから小序、王弼序卦の類い

を削除せしめるべきだとの考えをしめしている。至正年間にいたっ

ても、宋代の避諒が踏襲されたテキストが横行していたのである。

葉子奇が f草木子j巻之三下「雑制篇Jにおいて“至於元朝，起自

漠北，風俗海原質撲，並無所詩。君臣往往同名，後来難有説法之行，

不過臨文略扶鮪畳而己。然亦不甚以第意也。初不害其矯尊，以至士

大夫問，此誼亦不甚講。”と述べるとおり、文字獄など起こりょうが

ない大らかな時代であった。

(19) 『分年日程j巻ー「治周易紗法J「治尚書紗法J「治詩紗法」「治謹記

齢、法」「治春秋妙法」。大元時代、経書のみならずあらゆる分野で、

巻頭に闘をまとめて付す書が大流行した。建安鄭氏宗文堂の f大成

益曾玉総jに付せられた「新編正誤正註玉篇旋韻指南」や『十七史

纂古今通要J（南京岡書館磁影元紗本）の「歴代皇帝王博授之固」「歴

代停授統系穂岡」「歴代帝王圏都躍理徳間J、f新刊崎沼句解八十一難

経J（静高堂文庫雄元刊本）等、枚単に暇がない。

(20) 『滋漢文稿j巻六「性理四書」

(21) 『新刊類編歴事三場文選j「聖朝科事進：！？程式J〈抄白元降認旨〉“一．

科場，毎三年一次閲試，事人従本貫官司於路、府、州、勝皐及諸色

戸内推進年二十五以上、郷黛稀其孝悌、朋友服其信義、経明行怖之

士，結罪保畢，以程敦遺貢・・・。＼『程氏家塾説書分年日程j巻二

”又必探友，暴行監田呂氏郷約之日，使徳業相勧，過失相規，則撃者

平日皆知敦尚行賞，惟恐得罪於郷評，則説書不1~空言，而士習！手失。

必若此，然後可以仰稀科制。経明行｛府，郷黛稀其孝悌、朋友服其信

義之寅，庶乎其賢材盛而治教興也。”

(22) たとえば、 f柳待制文集j巻一九「書婆本易程氏体後Jに“今誠易者，

必日自程氏，言1・其梓行於江漸閥楚，無I都政十本，大抵取使紙墨，易

於縛倍，魯魚亥家，随附随得，承説麗謬，襲矯故常。”という。また、

f古今韻曾暴要jの陳某の牌記には“今繍諸梓，三復鱗校，並無鵡誤，

恩典天下士大夫共之。但是編係私著之文，輿書勝所刊見成文籍不問。

稿恐晴利之徒，改換名目，節略翻刊，織宅争差，致誤撃者。巳綬所

属陳告，乞行禁約外，収書君子，伏幸藻鑑。”とあり、海賊版がすぐ
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に出回った嘗時のありさまの一端がうかがえるo

(23) 楊恒 f六番統j二十巻 f六番統湖源J十三巻（盛務園家聞書館蔵至大

元年江漸行省刊、余謙修補本）、周伯埼 f六書正義j五巻 f説文字原j一

巻（護持困家圃書館戴砂rnt刊至正十五年本）、家絃翁『則堂先生春秋集

侍詳説J（盛揖圃家図書館蔵影紗泰定二年寧園路備事刻本）、越j方f春秋

風僻j（都北平岡書館マイクロフィルム 至正二四年池州路儒串校正、商山書

塾刻本）、『穂経曾元J（韮湾国家固書館麗至正二六年江断行省刻本）等。

(24) 『閥朝文類j巻四一「雑著・皐校Jに“内設宵監，外設提奉官，以領

郡勝皐校之事。於是週阪絶漠，先王聾教之所未聾者，皆有事駕。至

元八年頒行園字，又設蒙古皐，視儒皐而加重，自時厭後，書院、精

舎月益歳増，及夫大司良之立，則一郷一社，皆有皐突。”という。ま

た、『分年日程j巻ー「自八歳入皐之後Jに“I四番j本，惟有梅漢

書院新刊纂疏，字大少誤，有疏文可纂孜，集注最便初事讃調，毎行

二十字，五十行則千字，細段約四、五行則得失”とあり、古耶の張

子同が刊行させたという梅漢書院のテキストを程端櫨が愛用したこ

と、元刊本に十行あるいは、一行二十字の刊本が多く見られるのは、

字散を計算しやすくするためであることがわかる <r定宇集』巻ー「尚

世襲氏集博纂疏自序J参照）。韮湾園家岡書館所蔵の陳様『書察氏博纂

疏jの影元紗本は、「泰定丁卯（四年）陽月／梅漢書院新刊jの牌記

を有し、確かに毎半葉10行×20字である。梅渓書院本は、版式が建

安番坊本に酷似し、ほかに『説文韻府群玉j、『資治通鑑網目集覧J、

『朱文公経済文衡j、f皇元風雅j、f千金翼方j等がある。洪武二五年

(1392）には、『事林蹟記jも重刊している。じゅうらい、建安書坊

の刊本として、ひとまとめにされている元刊本の中には、書院、精

舎の牌記をもつものが相嘗敏ある。書院の山長は、儒皐提事司の命

令によって、書籍の審査、校勘、出版業務の監督も行う。たとえば、

f玉海J（建仁寺雨足院蔵元刊本）の翁洲書院山長曹性之、紹興路高節

書院山長金止善、『大易輯説jの南陽書院玉山長等の例がそれである。

これらを私替の書障と見なすことは、できない。ぎゃくに、余氏勤

有堂が『故唐律疏議jを刊行するさいに、考亭書院の畢生余資が編

校したという例もある。したがって、椿荘書院、西園精舎等が刊行

した『事林康記』も、通念の「“民間”の日用類書Jという性格では

解縛することが難しくなる。

(25) 代表的な例としては、 f四番通J（中園困家圃書館腹元建安余氏勤有堂刊

本）がある。また、虞集の f道園皐古録jは、至正元年、福建関海

97 



道粛政廉訪副使の斡玉倫等が官聴を通じて、建安の劉氏家塾に刊行

させた小字本で、版式、字値とも建安書坊の出版物の特徴を有するo

劉氏家塾は、翠巌精舎もしくは、のちに f伯生詩績編jを出した日

新堂を指す可能性もあり、とすれば官民共同の出版例のひとつとな

る一一胡ー桂『詩集停附録纂疏J（中国国家囲書館蔵泰定四年劉氏翠巌

精舎刻本）に附せられた部武路穂管府経歴掲祐民の序に“翠巌劉氏家

塾”とある一一。ただし、四部叢刊本の『道関串古録jは、巻頭に、

至正五～六年に江西湖東道筋政廉訪司の劉サルパンが撫州路撃に刊

行させた大字本『道園類稿jに附せられた欧陽玄の序文を加えてい

るので、重刊本の可能性が高い er危太撰文鏑集j巻ー「道聞遺藁序J）。

建安における官民共同の出版は、こんご上記の書院、精舎本と併せ

て考える必要がある。

(26) 程端種の弟の程端撃が編纂した『春秋本義j、『三侮排疑j、f春秋或

問J（以上、苗北平岡書館蔵マイクロフィルム 元刊本）、劉因の『四番集

義精要J（韮湾故宮博物院議元刊本）などは、その典型的な例である。

(27) 『分年日程j巻ー「讃小事番正文J、「治春秋紗法」、巻二「次讃韓文J
“端麗有蹟盛山批勤法及韓文殺事議論批助成書二加”、「批動経書凡例」、

「批鈷韓文凡例J、『春秋本義J（『通志堂紐解j所収）「勤抹例J。なお、

批勤そのものは、金華の邑祖謙にはじまり、黄勉荷、何北山、王栢

と連なる。王相の弟子のひとり張鍾の謹力によって華北に王栢の著

『四番集註j批鈷本が知られるようになったという。金履祥も王相の

弟子である（『呉正停文集j巻一七「題程敬根読書工程後J）。

(28) ほかにも、『類編層澗文選j前・後・績・別各十集（上海国書館寵元

霊境家塾刻本）、王胡輿輯 f古文曾選j十巻（北京大事圃書館蔵元至正

二四年王氏家塾刻本）、張盛縛文、何如愚編校の『附音傍訓古文句解j

甲乙丙丁集各十巻（前田尊経閣議元刊本）等が出版されている。ちな

みに明初建安刊本の f標音句解精梓古文大全J（謹海国家田舎鮪議）、

明の憲宗の重編による明成化十一年経廠刊本『古文精枠J（韮滑園家

国書館議）は、いずれもこの元刊本『古文句解jを節略、編修しなお

したテキストに過ぎない。なお、現存しないが、新安の陳楳も、『批

勤古文jを著している（『陳定宇先生文集j巻三「論語調蒙口義自序J、「批

貼古文序J）。

(29) 苗本『老乞大jには、大都から高麗へ商品として持ち帰られる書籍

の名がいくつか見えるが、それらはまさにこの時代に必須の流行最

先端をいくテキストだった、といっていい。
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(30) f聖宋名賢播芳大全文梓jの績編として、大元時代の詔話、章表を編

輯した『聖元名賢播芳績集J（宮内臨書陵部議）は、洪武六年に高麗の

進賢館の文官が筆頭となって覆刻（13行×25字）したほか、朝鮮王

朝治下でも活字本が刊行されており（『中宗大王賀録J[戊寅一三年 (1518)

十一月戊午］）、内閣文庫に一本が鱒わる。後述する『三場文選j「古

賦J、「針策Jの朝鮮版の敏度の刊行と併せて、明代の文撃ではなく、

大元時代の文撃が、後世まで模範とされた好例といえる。

(31) 『滋漢文稿j巻四「燕南郷貢進士題名記J。また、巻六「済陽文曾序J
では、“其矯制也，絢之孝弟信義，蓋欲其行之有常，試之経義経問，

蓋欲其皐之有本。繕以古賦詔詰章表，欲其敷揚宏休，以備代言之選，

索以経史時務，欲其経済斯世，殻矯有用之事。是則朝廷設科取士之

意，諸君子其亦思之否乎。”という。蘇天爵だけでなく、『師山先生

文集j巻三「送唐仲質赴郷試序J等も同趣旨のことを論ずる。

(32) f太平金鏡策j巻三「飾課事J
“伏望陛下載宣天旨，令有司凡考試蒙古進士，何限人敏，照依至元

十一年聖旨，間以時務利害五件，各以所見用戴古文字潟封，京日所封

事情切首，言語有倫理，字盤無差錯者，震中選，全通篇上甲，四通

潟中甲，三通下甲，然後各考等第之高下。”

(33) 『新刊類編歴畢三場文選j「聖朝科事進士程式」〈都省奏准科事候宣〉

(34) 『元代西夏遺民文献述普集校注』（焦進文・楊宮皐校注甘購入民出版社

二00一年十一月）

(35) モンゴル人及びいわゆる色白人の右傍のほうが、受験倍率が低く、

またトップ合格はたいていモンゴル人か漢人が選ばれることから、

商人の中には、前朝の暴人と僑ったり、モンゴルや色目の家に婿入

りして籍買を華北と僑る者さえいた。蛍時の科事において護生した

問題貼については、「山東嘉祥鯨元代曹元用基i背理簡報J［曹元用基

志（門生中議大夫義文太監検校書籍事宋本譲）］（『考古j一九八三・九

九二七～九二人頁）が詳しい。

“圏家龍興，国民強豪古人，而韓飴園日色目，漢泊准之北日漢人，南

日南人。貢事之制，議古、色目士矯右梼，漢、南第左梼。右梼士程

試常寛，而魁選率取議古、漢人。又以士少登第不可理人，乃限年二

十五聴就試。以故事人、或嘗奴僕賛靖蒙古、色目，即冒主父外男貫，

寒籍南日吾祖考嘗在北，歯未及，概僑造之。考官閲程文，因項多不

披覧，勅官官所品第語，是之以書巻首。郡園郷試，有司合以意取所

知士，箆考試官，或不能服多士，且考較歯葬多遣。於曾試下第人不

99 



録，耐州邑教官，以直撃久次者補之。是敏事，皆不勝弊。公建議，

宜令場人同郷里者照状，更互薦保，冒濫者，以詐潟格，罪之。ー状

人連坐殿一事，不得試。有司不覚，首選秩時，加三十月始理。考官

所書語，粥封不使官官見雷同遂其情。河南、陳西、河束、燕商、束

平、済南、遼陽，宜依雨都比，朝廷選考官，先JUJ馳停往其所，郡園

自論考官一二副之。庶去取合宜，才徳士輩出実。士不第非壷劣，額

既盈不得不艶，適用者猶衆，宜取以篤州際皐官直撃。職金穀非可教

入者，議上。大臣皆歎服其感之周。泰定三年，雲南行省郷貢三進士

出護，奨高里充賦，既即不得選。公以篇；園家文命誕敷，遠人漸化，

古未見者。宜移其省禄斗升，示激励，宣道徳之i事。三人遂皆得官。

時宰嘗有欲温罷科事者，公抗言園家文治僅頼此耳。議遂格。”

(36) 大都の興文署、套草間康成局および金朝から速領する平陽での出版

の賓態は、いずれも未解明である。江南では、園家出版と保畢に大

きな役割を果たしたことが判明している踊政廉訪司、儒撃提事司に

しても、陳西省儒事提暴や甘粛省儒事提君主が果たして全く同じ職務

を有していたかどうか、諮明すること、出版システムを確認するこ

とは、現在の資料状況では困難といわざるを得ない。華北は江南に

比して碑刻資料には恵まれているが、首地で編纂、刊行された典籍

資料は殆と’残っていないからである。一例として、程端躍が八歳の

入事後にまず諌むテキストとして事げる朱子の f小皐書jは、江南

で流通した熊禾の『標題句解j、何士信の f集成jについては、前田

尊経聞に元建安刊本が現存し、後者は朝鮮版、和刻本もある。しか

し、挑植が弟子の楊古に沈括の活字版の技術を用いて刊行させた f小
皐j、園子監に戴されていたという元統元年の燕山嘉氏本を至正十三

年に重刻した『晦庵小皐jの定本（園子祭酒の王忠誠、監丞の危索、助教

の熊太古等の題識が附されていた）等は、のこっていない。 f牧庵集j巻

一五、『水東日記j巻ーの記述によって、その存在を知るのみである。

(37) 『文献通致J（誕湾国家聞書館蔵元刊本）「抄白J
(38) 『玉海J（建仁寺雨足院蔵至正十二年枝皆本）「序・指揮」、『至正四明績

定、j巻七「皐校J、f畏蔚集j巻四「送醇事正永嘉序」

(39) 『元史j巻二八「英宗本紀」、『元史j巻一0二「刑法志ー」、『図朝文

類j巻三六「大元通制序J、f滋漢文稿j巻九「元故翰林侍講皐士知

制諮問修園史贈江断行省中書参知政事衷文治公墓誌銘J、巻－o「元

故御史中丞曹文貞公洞堂碑銘J、巻二六「乞績編通制j、f呉文正公集j

巻十一「大元通事j傾倒網目後序」、 f刑統賦疏J（誕滑園家岡書館斑抄
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本）等参照。

(40) 『武林石刻記j巻二「元西湖書目碑J、「西湖書院重整番目記J
(41) 『始盟稿J（静高堂文庫戴明刊本）巻一三「故元松江府儒皐教授孔君墓

誌銘」参照。なお、西湖書院の書目の整理、書板の大規模な補修は、

至正十七年から二十二年という、“兵革拾嬢”の際にも行われた。大

元ウルスには、まだ経済力・活力があったのである（『夷自粛藁j巻二

一「西湖書院世間予J）。また、西湖書院の前身ともかかわる杭州棲霞

嶺のふもとの岳飛の墓、廟嗣は、六世孫にあたる江州の岳士辿と宜

興の岳氏、天台の稗可観、湖州の推官何願貞等が協力して、復興に

あたったが、この宜興の岳氏というのが『相選書塾刊正九経三侍沿

革例J（韮滑岡家岡書館蔵紗本）で知られ、元貞、大徳年間以降、多

くの善本を復刊した「掃~i築家塾」の岳氏にほかならない。そして、

岳飛の稀揚運動と西湖書院、荊渓家塾の出版事業には、おそらく方

向、趨孟頼、鄭元祐等も密接にかかわっている。詳しくは別稿にて

論ずる。

(42) 『隠居通議j巻三一「央深通志j、f通志J（選精国家国書館戴至治二年

刊本）「抄白J。なお『南鹿志経籍考j下「類書類Jによれば、嘉靖七

年の時貼で、南京園子監に、大字本の元刊本『通志略j二00巻が

完全な状態で保管されていたが、版木は一高三千七百二十四面にの

ぼったという。

(43) 李仲恕の刊践に“通典の一書は櫨柴刑政備われり。皐士、大夫の、

家に一通を置きて以て考索に便ずるに宜しき所なり。而して板駿れ

て己に久しければ諸路刊せんと欲すれども克くせず”という。呉澄

は同時にこの世を時務の策科で受験するに依かせない書であると考

えている（『呉文正公集j巻一二「通典序」）。なお、 f増入諸儒議論杜氏

通典詳節J四二巻岡一巻（至元二三年刊 14行X23字）もある。

(44) 笛北平岡書館職マイクロフィルムの元刊大字本（ 7行× 18字）が賞

該本だと考えられるが、残巻本で序践を依くため、最終的な判断は

保留せざるを得ない。

(45) 『商宋棲戴書志j巻一四「小事類三J、f四ill=集註J（盛湾園家圃書館蔵

元刊本）越鳳儀序

(46) f四庫全番線、目提要j巻四一「綾部・小撃類二J
(47) 「小事Jのカリキュラムにおいて、程端植が列思量する字書、韻書は、

f説文』、 f字林J、『六書略j、『切韻指掌岡J、『正始音』、 f韻曾jであ

る。西湖書院の『爾雅j、『玉筒庚韻j、『穂部韻略j、『毛氏増韻jは
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とりあげられていない。程端植の字書、音韻に閲する考えは概ね王

相の「正始音」を基本とする（『分年日程』巻ー“端組有蹟王魯蔚入組正

始音一冊ヘ巻三「穿謹」）。なお、『四聾等子jは、四庫全容の編纂官に

よれば、撰者不明、編纂された年代も不明で、劉鑑『切韻指南J（後

至元二年）の藍本と考えられ、銭大附も『元史義文志j「小皐類jに

おいて『切韻指南jを“一名四聾等子”だとする。程端種のいう f四

聾等子jが『切韻指南jを指す可能性も否定しきれない。ただいず

れにしても、『居家必用J（中岡国家間書館職後至元五年友子骨堂刊本）

甲集「切韻捷法」に〈四聾等子歌括〉の項目がたてられ（「甲集目録J、

「乙集目録Jそれぞれに”椿荘書院新刊”とあり、初版は後至元五年よりさら

に翻る可能性もある。椿荘書院は至服年間に f事林既記jも刊行している）、

しかもそれが『四聾等子j、f切韻指南jの現行のテキストに見えな

いこと、そしてこの f分年日程jの記事により、遅くとも元統三年

(1335）までにある程度流通していたことがわかる。

(48) f謹書J（遅時国家回書館議至正七年福州路傭皐刊本）「虞集序J、「余載

序J「林光大序」

(49) 『至順銀江志j巻一一「撃校」〈租税・貢士荘〉

“士之中選者，毎名約支紗五百貫，資赴京師。延祐二年二月，奉江漸

行省街付：中選事人遠赴京師，理宜給資，毎名約支至元齢、二定。行

下元貢路府子本慮賭事銭粗内支給敦迫。三年十二月欽奉聖旨節該；

江南赴試事子，子貢士荘所出銭粗内津助，無者，子脆皐銭組内従宜

臆副，以種敦遣。”

(50) たとえば、『永集大典j巻二三四三 f梧州府志j文章「牒州儒筆集番

記Jに“聖朝混一四海，文軌高方，建撃興科，以造多士。然必資於

書籍・・・遁於奨酉之夏，曾儒撃官伍直及執事者簸議，毎畝出質，

盤郡邑官吏各衷俸贈助，令錦津邑諭審癒譜江贋間照文籍，自経史以

下至子詩詞韻略若干編。又郡治之南創小槌三間矯戴貯之所，立司書

以掌之。誠事校之盛事也。矧今文運方輿，以科目取士，他日勝之諸

生，博覧高巻，由是而登高科踊臨仕・・・慈以所置書目刻子後石，

置簿鈴記。凡教官考浦得代，伴其相沿交割，方許給由，庶幾前書不

致有散失之慮，而斯文足篇悠遠之計。更巽同志者勉罵。時元統二年

歳次甲成四月吉日記。”とある。

(51) 以下『延祐四明志j巻一三～一回、 f至正四明績志j巻七～八（上海

囲書館寵影元捗本）による。

(52) 『乾隆奉化勝志j巻一二「建尊経閤増置串田記」
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(53) 『四番諸儒集成j「論語」（前田尊経閤戴）、「孟子」（内閣文庫麓）、「中庸J
（韮精国家固書館菰）の元建安刊本が停わる。 f論語jでは註に、朱子

の f集註j、『集義j、f語録j、f或問j、『南軒張子註j、f黄氏通縛j、

『察氏集疏j、『趨氏纂疏j及び諸儒の解穏を、 f中庸jでは、 f語録j

と『纂疏jを纏めて引用収載する。

(54) これは、杜洲書院の前身と閥係があり、大司良司管轄の社撃の教材

作成について委託を受けた可能性がある。詳しくは別稿にて論ずる。

(55) f賓鹿四明志J（中園園家困書館議成淳八年以降の刊本）巻二「皐校」

(56) f牧庵集j巻三「説史管見序J、f秘書監志j巻五「秘書庫」

(57) たとえば、河南江北行省、准東道宣慰司、江北准東道粛政廉訪司の

管轄下にある准安路儒撃は、大徳六年 (1302）から七年にかけて、

杭州路から三千巻の書籍を購入しているo 『准陰金石僅存録j「干し廟

経籍祭器記J参照。

(58) 『至順銀江志j巻十一「儒皐J（書籍〉、 f江蘇金石記』巻二O 「銀江

路備事復田記J
(59) 『雨漸金石志j巻一五「元嘉興路重修廟事記」

“置大字通鑑紀事本末書板四千五百八面，増興経史文集。”

(60) 『至正金陵新志j巻九「皐校J
(61) 『危太撲集j巻十「上都分皐書目序J、f畏蔚集j巻四「送王季方序」

“余至大間教建徳，始識戚君子賞於池。見其讃易、朱子本義、啓蒙、

発輝諸書、皆手抄。”

(62) f至正直記j巻三「書留遁欄J
(63) 『廟串典櫨j巻五「行霊坐下愈司講究事校便宜J
(64) 『廟皐典櫨』巻二「左丞葉李立太皐設提事司及路教避韓格例儒戸免差J。

大字本『春秋権衡J（大徳十一年江南備事刊本 9行x21字）に押された

園子監崇文閣の印には「借説者必須愛護ノ損壊闘失ノ典掌者不許収

受jとある u訂補海源問書目五種』王紹曽・控国光等整理・訂補膏魯骨

社二00二年五O八、一二六O頁）。

(65) 『廟串典種j巻四「教官任渦・給由」

(66) 『柳待制文集j巻一九「書婆本易程氏停後J
(67) 『明経書院録J（韮海国家回書館龍明刊本）巻二「明経書院考試録J
(68) 徽州の文人と朝廷の文人たちの交流については、拙稿「程復心『四

書章圃j出版始末致一一大元ウルス治下における江南文人の保事一一J
（『内陸アジア言語の研究JXVI 二00一年九月）参照。

(69) f雲峰胡先生文集j巻ー「答定宇陳先生様井僻求遺逸詔・五J
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(70) 宋刊巾箱本とされる f新刊山堂先生事宮講考索J（口山書院本）は、

甲集から少なくとも己集まで、各十巻の構成だったとみられ、元刊

本の章如愚『山堂先生群書考索J（静高堂文庫斑延祐七年四沙書院本）

前集六六巻後集六五巻繍集五六巻別集二五巻では、面白一新してい

たことがわかる。元刊本は、〈前集〉：六経、諸子、諸経、諸子百家、

韻皐字撃、諸史、聖翰、書目、文章、種、種器、築、律呂、暦敏、

天文、地理、〈後集〉：官制、官、士、兵、民、財、賦税、財用、刑、

〈鎖集〉：経籍、諸史、文章、翰墨、律暦、律、暦、五行、穂紫、封

建、官制、兵制、財用、興地、君道、臣道、聖賢、〈別集〉：岡書、

経籍、諸史、穂梨、暦、人臣、士、財用、兵、夷秋、過防の各門に

分けられている。前・後集と、績集、別集は、ほほ同じ部立てに撮

っており、重複している。したがって、本来一度に出版されたので

はなく、前・後集の刊行ののち、歳月を経て追加、補篇の形で繍集

が刊行され、さらにまた幾年か綬て別集が出たことがわかる。じじ

っ、別集には、“温陵呂中増瞭”とある。聞沙書院本は、それら

の最終的なテキストを纏めて刊行しなおしたに過ぎない。また、間

沙書院本にしても、今日のシリーズ物、全集が毎月配本や隔月配本

であるのと同様に、一度に四集とも刊行されたとは言い切れない。f事
林成記j、f事文類来j等の類書と同様に、セットでも買えたし、ば

ら賀りでも買えた。のち新集、外集が出た可能性もある。その事情

は、現在影印されている明正徳刊本からは、うかがえない。

(71) 『熊勿軒先生文集j巻二「考亭書院記」

“重惟文公之皐，聖人全飽大用之皐也。本之身心，則矯徳行，措之園

家天下，則矯事業。其健有健順、仁義、中正之性，其用則有治、教、

良、穂、兵、刑之具，其文則有小型、大事、語、孟、中庸、易、詩、

書、春秋、三穂、孝経岡書、西銘仰義，及通鑑網目、近思録等性。

皐者皐此而巳。今但知諭習公之文，而健用之皐曾莫之究，其得調之

普串乎。矧日健其全而用其大者乎。”

(72) 泰定元年前後に完成した越恵の f四番筆義J（来持故宮博物院議影元

紗本）「引用番目」によれば、『呂東莱策問jなる帯もあった。

(73) この序文は、現行の『栄陽外史集J（四庫全書本）には見えない

(74) 『明太祖賓録j巻九八［洪武八年三月戊子］、巻二O五［洪武二三年

十月戊寅］

(75) 『皐箔jは、じっさいに現山際撃で使用され、首地で教えを受けた王

恵は、この書をより股めるために建安での出版に讃力した。しかし
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彼自身の家庭の事情等もあり、書坊に委託した版木の作成が終わり、

現山にもち蹄って希望者に針していつでも印刷できる状態にこぎつ

けたのは永築二年 (1404）のことであった。そして、そのご少なく

とも正徳一六年 (1521）、嘉靖二五年（1546）、崇禎二年 (1629）に

刊行されている。なお、テキストとしては、漸江岡書館（嘉靖二五

年）、内閣文庫（崇禎二年）、盛湾園家闘書館（崇禎二年本の重刊）の

三種を利用した。中園園家岡書館の永幾二年本は未見。また n.及古

閑珍蔵秘本書目jによれば、 f文則jを附録とするテキストがあった

らしい。

(76) f越氏鍛網珊瑚j巻ー「石鼓文J
(77) 『始盟稿J（静嘉堂文庫龍明刊本）巻十一「六書本義序」、『明史j巻二

八五「文苑停」、 f越考古文集』巻一「奉呉樹皐書J、『焦氏筆乗』巻

四「越古則J、『曝書亭集』巻六四「越掲謙」

(78) とくにそれが顕著なのは、「字皐書目」である。『六書本義J、f正音

文字通j等の著述をものし、字事、音韻撃に相官の自負心を有した

越掲謙は、 f説文通稗j、I古文四聾韻j、『偏傍小説jなどを列車する

ほか、程端穫のすすめる f正始音j、f翠経音排j、呉氏の f詩補韻j

及び『韻補j、楊氏 f韻補jのかわりに、『玉篇j、f象類書j、f六書

略誼筋j、f韻曾j、『毛氏櫨部韻j等を選ぶ。とりわけ注目すべきは、

f四聾等子jと『毛氏種部韻j、『洪武正韻jの聞に f天下正音jなる

書物が見えることである。この書は、現在侍わらず、明代の瑞州府

で刊行されたことのみが知られ、いつ、誰が編纂したのかも不明で

あるc しかしその配列、書名からすれば、大元時代末期の韻書であ

る可能性はひじように高い。とすると、大元ウルスは南北の音聞を

統一しようとしていたことになる（『蒙古字問j、或いは f南村綴耕録j巻

十「閥字」にいうウイグル文字、ベルシャ文字、パスパ字等も収めた社本の f華

夏同音jを指す可能性も否定はできないが）。この時代には、詩の平灰を

合わせるのに便利なように、『南北通用事護字解九十五門封属指蒙j

（苗北平岡書館蔵マイクロフィルム 元刊本）という、二文字の盟諸を「平

平」「灰灰J「上平J「上灰Jの平灰別に、天文、地理、宮室、人事、

衣市、飲食、文史、器用、珍貝、草木、禽献の各類に分けて列事す

る類書も刊行されている。版式、字髄は、『新編古今事文類衆J（指定

三年岨陵武漢書院刻本）、 f増修詩皐集成押韻淵海J（後至元六年建安襲氏

梅軒刻本）等に類似する。 f指蒙八十一門j、f指家九十門jもあった。

(79) たとえばそこに事げられている『九経岡jは、大元ウルス以前のテ
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キストは現存．しないが、元建安刊本が｛専来する各経の纂岡本、それ

らを合値したかたちの f六経固J（盛潤故宮博物院議南宋末・元建安袖

珍本）、ぎゃくに f事林贋記jの該賞筒所に分散し括入される揺固と

の閥述をうかがわせ、そうした纂岡本が、けっして通俗なテキスト

と見倣されていなかったことの誼左となる。越感は、『四書婆義jの

執筆にあたって、楊復の『儀謹圃jや f三種岡j、呂東莱の f園語閲

譜jを利用し、陳師凱も f骨察氏停芳通jの執筆のさいに『程氏周

貢岡』、『長安局迩固j、f石刻尚書闘j、『東披地理指掌圃jを見てい

る。明初の文人朱普繕が f六経圃jを堂々と重刊している理由もは

っきりする（『朱ー蔚文集J（静高堂文庫競明刊本）巻四 f六組問序J）。張

植の『三鱒朱墨jは、 f金華黄先生文集j巻三O 「張子長墓表Jによ

れば、套色印刷であった可能性が高い。史書については、歴代正史、

『通鑑jおよび一連の f通鑑網目j注轄のほかに、『讃史管見』、 f史

断j、『古史j、『路史j、f稽古録j、『皇王大紀j等もあがっている。

(80) 『建陽豚誌編集J（天一間文物保管所蔵明弘治刊本）「典籍」

(81) 『武林石刻記j巻二

(82) 『致事撮要J下

(83) 『儀顧堂績股j巻九「元繋黄氏日齢、駿」

(84) 『水東日記j巻二一「黄氏日紗」

(85) f道閤類稿j巻三五「書衰誠夫征賦定考後J
(86) 『誠粛集j巻ー0九「答萄帥劉尚書」

(87) モンゴル朝廷の季節移動にともない、秘書監の上都分司に毎年ジャ

ムチの車を用いて運搬された書籍の中に、 f太平御覧j一五O珊が掲

げられている。ほかに『通鑑j、『通典j、『事文類（集）［衆JJ、『播

芳j等も見えるo いずれも朝廷必備の書と考えられていたことにな

る <r秘書監志j巻三「分監J)

(88) 『策要J（基調園家聞書館議洪武二O年職南錯氏竹所骨堂刊本）「梁寅序J
(89) たとえば、『呉文正公集j巻一九「臨川勝尉司職田記」に“張尉字志

道，益都i斤州費勝人。其籍儒家也，諸吏文，習園語。”という。

(90) 『元典章j巻三二「撃校」〈醤皐〉［臨皐科目1
(91) 『楚州金石録j収載の至正七年の「孔廟象尊款識」には、酪皐教授、

陰陽教授、官醤提領の名が速なる。

(92) 『羽庭集j巻五「餓定海聯予託以敬詩序J、f九霊山房集j巻二三「故

翰林待制致仕在君墓誌銘J
(93) 倉友諒撰 I新編事文類衆翰墨全書J（米海市立回書館議）も、泰定元年
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に呉氏友子書堂から刊行されている。また、趨掲謙が f四番jの合

聞に読むべきテキストとして事げた『潜室陳先生木錘集jも、建安

呉氏友子書堂より刊行されたものが漸江園書館に停わる。

(94) 『事林贋記』の各記事、纂回一一括緒の原典は、ほぼすべて特定でき

る。もととなった四書五経、小皐、諸子等の纂園、描聞については、

圏内外の元刊本あるいはそれを覆刻した朝鮮版、五山版、およびそ

れらと連動する石刻拓本を用い、二00一年七月の第一同日中韓版

本研究曾にて「大元刊本雑記Jの題のもとに紹介、資料一式を班員

に配布した。そのご、拙稿「『廟事典謹j笥記」 <r東方事jーO四二

00二年七月）、京都大準大事院文皐研究科に提出した博士皐位請求論

文『大元ウルスの言語資料と出版文化j第二部第二章、終章（二00

二年三月八日受理）、共著『事ぴの世界一一中園文化と日本一一』「I.

出版文化のコスモロジー 一一中園から朝鮮・日本へ一一」〈雑撃の

受容〉（京都大串附属聞書館・飽合博物館・文串研究科二00二年一O月

二三～四ニ頁）の解題でも一部紹介した。全飽像および詳細は、皐界

未紹介の18行×30字の版式（梅漢書院本と同系統か）をもっ朝鮮版『事

林贋記J（韓国壷車問議）の零本簡介とあわせ別稿にて述べる。

(95) 『増註唐賢絶句三組詩法J（京都大串附属圃書館苔村文庫離五山版）「諸

家集註唐詩三位詩家法諸例j、『歴代道事統宗淵源開封j「小事総論訂

疑凡例」、『東里編集j巻一七、「密州重修廟事碑」碑除

(96) 陳縛曾『新刊諸儒奥論策皐統宗増入文筆J（基調園家圃書館菰明初建安

刊本）「古文小譜一」〈三．立本〉

(97) f山居新話j“因話録云：昔有館、音，捜訪懐才抱器，不求問達者。有

人逢一番生奔馳入京，問求何事，答日「勝臨不求間違科J。因念延祐

間，陳伯敷縛曾到都，毎見晦跡丘園者数多。遂有詩云：「慮士近来

恩例別，麻軽ー封首部輪J之識。”

(98) 最近の研究に李長波「陳縛曾の『文筆jとその周遊J( roYNAMISJ Vol. 5 

二00一年十月）がある。陳縛曾「静春先生詩集後序J（『元代書法j上

海科皐技術出版社香港商務印書館二00一年一二月 一六O頁）、『麟漢

集J（中園国家圃書館臓成化十一年刻本）丑巻「鄭氏義門事蹟僻」、巳巻

「題鄭氏義門家範後J、「題事蹟侍序」、『遼史j付録「進遼史表」、「孟

廟致殿堂記J（京都大串人文科事研究所議中国金石拓本第三六函）、『新修

査州府鄭勝地理志j巻二「郷牒修皐碑銘J「尼山書院碑銘有序」、『都

勝志補J巻一二「金石下J(教祭緑山高蒔宮碑〉、〈重修集仙宮記〉（以

上『歴代都騨志十種j中国工人出版社一九九五年四O、四五、七一、四七

107 



六頁）、「至正二年皇帝致奨曲阜孔子廟碑」＜r石頭上的儒家文献一一曲阜碑

文録j騎承烈紫稲荷魯抑制：二00一年三O七百）、 f山左金石志j巻二

四「北海豚膏潤行胸碑J、『民闘機牒志j巻四一「元鑑需侯廟碑」等

参照。

(99) 四書五経については、欽定の教科書及び、『朱子語録j、f文公大全集j

を事げ、特に f春秋jについては張沿の停を、種記については黄勉

粛と楊復の経解を強く推薦する。これらはいずれも f皐箔jに反映

されている

ooo> r皇元大科三場文選j「春秋疑」孔陽〈宣公十年商人蹄我済西田・・・〉、

「四番疑J沈幹・王孔文〈顔淵問仁・・・〉、「表J沈幹〈擬宣文聞大

串士謝除官表〉、「古賦J沈幹〈漸江賦〉

<100 r道園皐古録j巻四四「臨川先生呉公行状」、『麟原文集j（盛湾国家岡

m:館義明成化問新安貨氏刊本）前集巻十「駿馬融忠経後J、 『経義考j巻

二二七

<102> r元史j巻二五［延祐元年三月］辛亥、 f元史j巻一八0 「趨世延博j

(103）『元史j巻一四五「月魯不花博」、 f元統元年進士録j「蒙古色白人第

三甲三十二名J
(104）巻上は『皐箔J、巻下は李性撃の f古今文章精義J、呂束莱の『古文

閥鍵j、蘇伯衡の『文法Jの節略を収める。

<105> r清容居士集j巻四一「岡事議」

006> r宋史j巻四三二「朗暖博」

001> r滋渓文稿j巻九「哀文m公墓誌銘」

oos> r翰墨全書j巻五「諸式門・公崎諸式J（求仕解由健式〉。詳細は『大

元ウルスの言語資料と出版文化j第一部第四市「モンゴルが遺した

I翻誇j言語一一鶴本『老乞大jの護見によせて一一J参照

(109）盛i母国家闘書館に元刊本がある。

(110）書坊で刊行され最も流通した f韓柳文jのテキストの中には、謝初

得の批勤を朱で、部徳機が師事した鹿陵の緑泰の批勤を墨で表した

套印本があったという。 f東里績集j巻一八「韓柳文」

<111> r隠居通議j巻一五「能川周欧文J、f圏鈷龍川水心二先生文梓lj（基滑

岡家問書館戴元刊本）後集巻二0 「書欧陽文粋後」

<112> r東山存稿j巻五「題妙絶古今筒日後」。なお、 ιf:1闘閤家圃書館に元

刊本がある。

<113> r刻源集』巻七「陸笠公奏議精要」

014> r呉文正公集j巻十一「陸宣公奏議増註序J、Pt1蔚集j巻一「陸宣公
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奏議註序」

(115）嘉興路の総管王子中の命により、路の儒撃において推官胡徳修の家

裁の善本と郡撃の菅本二二巻を校勘させ上梓したものである。

(116）至順二年に完成、元統元年に江南行盛監察御史の王理からi番仁の保

事と国家出版の推薦状が申請され、湖康行省の命令で賀鹿路の儒皐

正が校勘したのち、中書省に上奏され、館閣で再度、校勘、審査を

得て、園家出版が許可された。曾て江東建康道j前政廉訪司に務め、

部下の王理より副本を見せられていた嶺北湖南道粛政廉訪使の普顔

室理（プヤンシリ）子議、嶺北湖南道食粛政廉訪司事の赫赫の諦願

により、嶺北湖南道繭政廉訪司での刊行が決定され、天臨路の儒gf!
正顔士頴が校正して、後至元六年に刊行された。この出版、保事の

手織きは、拙稿「穂復心『四番章闘j出版始末孜Jで分析したとお

りである。なお、プヤンシリも赫赫も高昌ウイグルの出身である。

巻頭に中書参知政事の許有壬の序、プヤンシリの序、後至元六年の

時鈷の嶺北湖南道繭政廉訪司のメンバーのリスト、潜仁の序、王理

の序が付されている。許有仁の序は、 f至正集j巻三一「陸宣公奏議

纂註序Jにも見える。

(117）“中興奏議，本堂菌刊，盛行於世。近因岡禄之嬰，所幸元収謝盛山先

生経進批鈷正本猶存，於是重新締梓。切見；練閥天間，策以経史時

務。是書也，陳古今之得失，酌時務之切宜。故願輿天下共之，幼準

壮行之士，｛向熟乎此，則他日敷奏大廷，馬皐陳諜，不外是突。至正

甲午仲夏翠巌精舎謹誌”

<us) r至正集j巻三五「六事備要j

(119）『活文正公政府奏議jの窪湾園家問書館蔵本は、愛日精臨すなわち張

金吾の欝裁に係り、 12行×22字、版木に書かれた書飽は、越孟頬飽

である。天暦年間の rm文正公集j附録十四種も閉じ歳寒堂の刊本

だが、 12行×20字、字程も異なる。

(120）『輿地園jを作成した正一教の道士朱思本の友人でもある。『貞一蔚

詩文稿j「劉有慶序J参照。

<121) r呉種部文集j巻十一「答博子建書j

“縞怪比年義理之皐，日以晦壇，文章之飽，日以飢倣，士試日以衰前

悌怠。”

<122) r滋漢文稿j「越訪序」

023) r愛日精底戴書績志J巻四「穂、集類J
<124) r程雪棲文集j巻二二「越儀可墓誌銘J、f養吾粛集j巻二九「趨青山
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先生墓表」

(125）中園園家聞書館に宋刻本の f新刻諸儲批勤古文集成jが戴される。

(126）『性事李先生古今文章特義J（名古屋蓬左文庫磁朝鮮版）“韓退之文事

孟子，柳子厚文事国語、西漢諸停，欧陽永叔事韓退之，子時文事荘

子、職園策、史記、拐般経，曾子闘文皐劉向。”、『金石例j巻九「論

古人文字有純抗」“前輩作文，各有入門慮，退之本孟子，永叔亦祖孟

子。故其講論純正少庇J
(127）『至正直記j巻二「撃文説孟J
(128）『滋漢文稿j巻二九「題補正水経」

(129）『水東日記j巻二三「李性事文章精義」

03o> r石頭上的儒家文献j二二七頁

031> r園朝文類j巻二七、 f江蘇金石記j一九

(132）『程雪棲文集j巻二0 「故因子助教李性皐墓碑」、 f元史j巻一六「世

祖本紀」［至元二八年秋七月戊申J、一七三「樫或博」、「葉李停」

(133）『柳待制文集j巻一七「金石例序J、f南村綴耕録j巻二二「黄河源J
(134）『文心離龍J（上海圃書館聴元刊本）「銭惟普序」、『韓詩外侮J（韮濁園

家囲書館蔵明十行活字本）「銭惟普序」、『大戴韓記J（華清国家固書館議

明十行本）「鄭元祐序J、『汲家周骨J（華清国家圃書館蔵元刊本）「黄

扮序」、『日氏春秋J（盛滑国家問書館磁元刊明修本）「鄭元祐序」、『文

則J（謹海国家聞書館誠元刊本 9行x18字）「楊繭序J参照。なお、趨

掲謙はとりあげていないが、王榔の f修僻鑑衡j上下二巻（上海国

書館菰元刊本）も、至順四年／元統元年（1333）に監察御史の劉起

宗の運動によって集鹿路撃から刊行されていた。王榔は、東平の出

身で、クピライからカイシャン時代まで翰林院、中書省で活躍し、

皐士承旨にまでのぼった大物文人官僚である。

(135）詳細は別稿にて述べる。

(136）『善本書室蔵書志j巻三九「文原一巻文断一巻J
(137）越孟頬は、あまりにアユルパルワダ、シデイバラ政椴の中植に近い

官僚であったため、文宗トク・テムル以降カイシャン系統の政権下

では、園家出版を申請しにくい雰囲気にあったと思われる。程拒夫

の文集も、何度か編纂は試みられたものの、結局、至正十八年(1358)

に至ってようやく建安の余氏、劉氏の書坊で出版準備が開始された

のであった。しかも、二十三年に全集の最初の部分の『玉堂類稿j十

巻のみが刊行されただけで、二十八年には版木が灰鑑に蹄してしま

い、全集の刊行は、洪武二十八年 (1395）、朱氏典耕書堂から出され
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るまで遅れる（程範夫は、『道園事古録j巻四or肱程文愈公遺墨詩集Jに、

”故宋之勝亡，士習卑回以時文相尚，病其陳腐則以奇険相高，江西尤甚。識

者病之。初内附時，公之在朝，以平易正大，振文風，作士鉱，捜険怪矯背天白

日之静徐，易腐欄矯名山大川之浩務，今代古文之盛， 1!l'自公侶之。”といわれ

るとおり、若年よりモンゴルのケシクにはいり文化機闘の高官を歴任し、科事

再開の詔の撰者で、古文の盛行に一役かった。かれは、江南湖北道繭政廉訪使

であった大徳七年に f大易輯説』、『裳陰比事jの校訂、刊行を温州路の推官田

揮に命じるなど、意識的に出版事業をすすめ、大徳八年には、『元盟類稿J（盛

湾故宮博物院議元刊本）の大字本も重刊している）。もっとも、単純に園

家出版の『越孟頬文集jがこんにち残っていないだけのことかも知

れない。クピライのプレイン中のプレインであった劉乗忠を例にと

れば、現在、 f戴春詩集jのみが行われ、文集は僻わらない。しかし、

李冶の序を附した『劉文貞公全集j三二巻（清抄本 11行×20字おそ

らく大字本）があったことを、少なくとも一九二二年までは確認でき

るのである。『競園訂補郎亭知見樽本書目j巻一四（中華書周一九九

三年十一頁）、『元史盛文志輯本J（北京燕山出版社一九九九年二九三

頁）参照。

(138）たとえば、『呉文正公集j巻一五「送虞叔常北上序Jには、“東漢至

子中唐六百飴年，日以衰倣。漢、柳二氏者出，而文始革。季唐至子

中宋二百徐年，又日衰散。欧、玉、曾三氏者出，而文始復c 鳴！何

其難也。同時眉山乃有三蘇氏者，辛子一家。嘘！何其盛也。”とある。

(139）『呉文正公集j巻一二「臨川王文公集序J
(140）『白雲藁J（中周囲家圃書館蔵明初刻本）巻五「新編六先生文集序J
(141）『新刊類編歴事三場文選j「聖朝科事進士程式J（御試〉【延祐二年四

月 日中香櫨部呈】、『束里文集j巻十「書延祐二年進士題名後J。「進

士題名碑」は大都の園子監のみに立てられたのではなく、勉皐振興

の一環として、各路においても粛政廉訪司、総管等が中心となって

立碑を行っている。『永集大典j巻八六四八「衡州府十・碑碕J（衡

州路進士題名記〉参照。

(142）『至正集j巻七一「題楊廷銀所戴首科策題J。
(143）『東里集j巻十「書元首科程文後」、「書延祐二年進士題名後J
(144）『滋漢文稿j巻三O 「駿延祐二年廷封擬進貼黄後Jによれば、至正五

年 (1345）の春、街東海右道の粛政廉訪使であった蘇天爵は、治書

侍御史の李好文や翰林直撃士の宋襲、工部侍郎の斡玉倫徒（ウルン

トゥ）と共に讃巻官に任命され、朝廷所臓の延祐二年の御試策の“擬
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進貼黄”を拝議している。

04s) r束里績集j巻一七「元税文四集j「元延祐初科曾程文」

<146) r陳定宇先生文集j巻十「上秦園公舎」に“繕獲視書坊所刊曾試程文

内有科録程試該載聖旨内一款，如様等不曾曾試，病患来遅之人，亦

許得輿す進。”とある。この顛末については既に「程復心 f四番草岡j

出版始末孜」において胸れた。

(147）「古賦」の答案八編を記録する。合格者のひとり蘇弘道が f郷試録j

から筆寓したものらしい。

(148）書式は、 f新刊類編歴車三場文選j「型朝科事進士程式J｛郷試〉【行

中書省移准中書省部定到郷試程式］

049) r金華黄先生公集j巻一六「科名穂録序」

<1so) r伊潰集j巻十三「科事程文序」

os1) r呉文正公集j巻二八「題李緒翁雑菰後」

os2) r文淵問書目j巻四

os3) r至正直記j巻ー「園朝文典」

os4) r莞困難書題識j巻十「策選」元齢、本

(155）これらの書が銭大附の『元進士考Jに使用されたことについては、

拙稿「鄭銀孫と f直説通略J（下）」＜r中園文撃報j五九一九九九年十

月）で簡単に述べた。最近、陳高華「雨種〈三場文選〉中所見元代

科事人物名録一一兼説銭大所〈元進士考〉」（『中岡杜曾科皐院歴史研究所

皐刊j第一娘 二00一年十月）、森困惑司「元朝の科－埋ま資料について一一

銭大所の編著を中心に一一」 <r東方串報j七三二00一年三月）が出た。

(156）ただし蓬左文庫のほうが後印で修補も見られる。なお、大英図書館

本には、 f束維子集j巻六「鹿皮子文集序」もしくは、陳樵『鹿皮子

文集jそのものの楊維禎序と見られる半葉が紛れこんでいる。 10行

×20字、黒口四周隻過の版式を有し、文中“我朝”と一字空格に

することから元刊本を忠貨に覆刻した朝鮮版と見られる。いずれに

しても皐界未知の刊本である。

(157）金斗鍾 f朝鮮古印刷史J（探求堂一九九五年一三七頁、付間近ー 16-

1' 2) 

(158）大英国書館本の「古賦Jr封策」の書誌については、藤本幸夫「大英

圃書館戴朝鮮本について」（文部科皐省研究費補助金特定領域研究（A)118 

「古典撃の再構築J平成10～14年度 f第IJUI公募研究論文集if古典撃の再構築J

総括班二00一年八月 二五二～二五三百）に報告がある。

(159）「古賦jの最泰本に附された孫肇の蹴によれば、宮陽府では、李岐然
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所識の庚子字本「古賦Jのテキストをもとに覆刻、大元時代に古賦

の教科書として推奨された『離騒jとセットで刊行したという。

(160）張秀民、潜吉星等は、これを大元時代の銅活字本と考え、韓闘の金

属活字の登場より32～36年、ドイツのグーテンベルクの活版より 105

～109年先んずる諮左とする。現物を寅見していないので、最終的な

判断は保留せざるを得ないが、少なくとも「この書は、元代の中園

圏内の各民族が科畢受験の参考書として組むもので、明代もしくは、

同時期の外園人が手本として読むはずはなく、出版する必要もないJ、
「朝鮮には、明代の答案集が入手できなかった時、とりあえず大元時

代のものを刊行した太宗の奨未活字本『針策jが既にあるのに、内

容の重複する f御試策jを後に改めて刊行する必要もないJという

2つの根操は、まったく成立せず、文献と朝鮮、日本に侍来するモ

ノそのものによって否定される。潜吉星『中園、韓国典欧州早期印

刷術的比較J（科事出版社一九九七年八四～九一頁）参照。

(161）『噂西文載j巻五八「郷先輩繭珪及賓術翁陳孟賓科第考」

(162）「経疑」第一科の方希慰の答案が含まれる一葉～二葉が落丁、第二科

江漸郷試第一間の銭以道の答案が第二問の答案の末尾に在り、第三

科江西郷試第二問の答案二つ、第四科中書堂曾試の最後の二つの答

案が「目録jにはない。「書義j第二科江西郷試の隙陽鳳の名が「目

録」にはない。「詩義」第三科、「謹記義」第七科の最初に置かれる

筈の江漸郷試の答案が版木作成の段階から収録されていない。「春秋

義J第二科中脅堂曾試、第六科江漸郷試の膳才の答案が「目録Jに

ない。「古賦」第一科湖庚郷試は第二科江西郷試の二つの答案が誤っ

て綴じられ、その結果本来あるべき二つの答案を快く。第五科中書

堂曾試の徐容の名が「目録Jにはない。楊維禎の答案が省略されて

いる。第六科中脅堂曾試の答案の順序が異なる。第八科江漸郷試の

答案の順序が異なる。「詔J延祐元年湖底郷試の孫以忠、至治三年江

西郷試の劉泳の名が「目録Jにない。「章表j延祐元年江西郷試の夏

銀の名が「目録」にない。「針策J第五科中書堂曾試の楊恵の名が「目

録Jlこない。第七科宋夢鼎の答案がない。「御試策J泰定元年の捌刺

の答案が版木作成の段階から収録されていなしE。

(163）「古賦」第七科江西郷試の王充転、熊太古、支雲中三つの答案が朝鮮

版にしかない。「封策」第一科江街郷試の喜多廷玉の答案が朝鮮版にし

かない。中書堂曾試焦鼎の答案が朝鮮版にはない。第八科の後に朝

鮮版は湖蹟郷試の第三名謝ー魯、第五名文逢原の答案計九葉を附録
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として補刻する。この湖蹟郷試の二名の名は、曾て明の蒋宛が北京

の裁書家の家で閲覧し抄認し、汲古閣の毛晋の入手した元統三年の

f乙亥湖底郷試荊山瑛賦J（盛滑国家回書館蔵明刊本後ろに楊維棋の f鹿

則遺音jを附すテキスト。別名『古賦程式J）一般にも見えるo現行の「古

賦j第八科は湖蹟郷試をおさめないが、この『古賦程式j収録の五

編を以て補うことができ、じっさいに補った改訂版もあった可能性

が高い。また f開有益膏戴書志j巻二は、『延祐甲寅元年江西郷試第

二場石段賦巻jの抄本が存在し、李丙蜜以下八舗の賦を収録してい

たことを停える。ぎゃくに朝鮮版のもとづいた「封策jもこのよう

なテキストを以て追加したのだろう。

(164) r類編歴事jに収録されたものは、全て f元統進士題名録jにあり、

しかも全文を録するのではなくところどころ省略がなされている。

また行替え撞頭も f題名録jほど巌密ではない。

(165）元刊本の十集において、封面では「封策Jのみが「勤徳書堂Jとさ

れ、牌記では「古賦jと「封策Jのみ「勤徳堂」となっている。朝

鮮版の「古賦jの牌記は、虞氏務本堂のままである。初版は全て虞

氏の作成に係るだろう。

(166) r尚書纂僻jの劉辰翁の序、 『元儒考略j巻三、銭大附『元進士考jに

よれば、虞集の皐生で、至正十六年の江西郷貢、『四書纂蒋j、『太極

圃解j、f易本義j、『童子説j、『社詩類註』などの著作がある。

(167）補刻の時期は、巻頭の「聖朝科事進士程式jに至正三年三月六日の

聖旨を含み、さらにその聖旨が落丁によって途中で切れていること

からすると、早くて至正三年、場合によってはかなり後まで下るだ

ろう。

(168）牌記に“大元聖政典章，自中統建元至延祐四年所降僚垂，板行四方，

己有年央・・・今越自至治新元以迄今日，頒降傑盛及前所未刊新例，

類衆梓行。”、“至治二年以後新例，候有頒降，随類編入梓行。不以刻

板巳成而革斤於附益也。至治二年六月日憩杏。”とある。詳細は次節

において述べる。

(169）南京大事留撃中の一九九九年六月九、十日に中園園家圃書館にて賓

見。以下の記述は嘗時の筆記ノートに基づく。

(170）『竹汀先生日記紗j巻ー“誠元刻歴奉三場文選，易・書・種記・春秋

各八巻。又大科三場文選不分巻。＼『鍛琴銅剣棋戴書目録j巻三「類

編歴暴三場文選詩義J、『愛日精鹿蔵書績志j巻ー「新刊類編歴事三

場文選詩義J
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(171）この f皇元大科j巻頭には内閣文庫本にない序文の破片が残ってお

り、“至正甲申／／／科詔之歳夏至／／／西江老園周”の文字が見え

る。ただし、これは、後述する内閣文庫所載の『新編詔結章表事文

擬題j五巻『新編詔結章表事賞j四巻の歪正四年周南瑞の序文の最

後の葉と一致するので、 DとEに裏打ち、補修を加えたさいに誤っ

て綴じたものと考えられる。

(172）『文淵閤番目j巻四は“孫可淵集詔詰章表一部ー珊闘。塾本四冊”を

記録する。

(173）『詩集偉通縛j二O巻（前回尊経閣議至正十二年建安劉氏日新書堂刊本）、

『律呂成書J（至正七年）も編纂している。

<114> r呉文正公集j巻二二「安福州安田里塾壁記」、巻一四「贈周南瑞序J
(175）『雲陽集j巻五「賀勝可詩序」

(176）『元史l巻二九「泰定本紀一J、『至正金陵新志j巻九「皐校・路皐J
“救荒活民書ー百五十”天歴二年～三年の充皐については『救荒活民

類要j「救荒二十目・腎爵J参照。

(177）詳細は別稿にて述べる。

(178）鄭介夫のように、「罷用銅銭詔Jに“難時零使用，使於細民，然墾害

齢、法，深妨園計。J欽此。”とあるのを見て、“未嘗不以用銭篇使，何

矯於固有妨？只此一語，可見姦臣之誤圏実。”と憤慨した者もいたが、

少敵派である。

(179）『道園事古録j巻人「送進士劉聞文廷臨江録事」、三二「送墨荘劉叔

叔遠遊序J。劉聞は、及第後、臨江路の録事、後至元五年（1339）の

時鈷で園子監の助教（正八品）に昇進、太常博士、江西備事提奉と

順調にキャリアを重ねていく。（人文研所蔵拓本内藤34-3-2：「石鼓文

音訓碑陰J)

(180）『圭蔚文集j附録「欧陽玄行状J
<1s1> r滋漢文稿j「題商氏家競諸公尺膿歌詩後J。商企翁は、至正元年間五

月二七日に、翰林園史院典籍官から秘書監の著作作郎に昇進し、至

正二年、王士貼とともに『秘書監志jを編修したことで知られる。

<1s2> r景泰建陽勝志j巻三「文人才子J
劉（文錦）［錦文］字叔簡。忠額公劉純之雲孫、博串能文，教人不倦，

平居多所著述。凡書板摩滅，頼校正刊補，尤善於詩。有答策秘訣十

（三）［二］保行於世。

(183）『皇元大科三場文選j「詩義J「詩疑J
(184）『宋文愈公全集j巻七「曾撃士文集叙J
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(185）『新刊類編歴事三場文選j「易義J巻八「針策」巻八、 f皇元大科三場

文選j「易義J「易疑」「四番疑J「表Jに見える。

os6> r新刊類編歴事三場文選j「経疑j巻三、「易義J巻二、「古賦J巻二、

「封策」巻二

os1> r新刊類編歴事三場文選j「詩義」巻八

oss> r新刊類編歴事三場文選J「経疑」巻七、「書義J巻七、「針策」巻七、

「御試策」巻五。『元統元年進士題名録j「i英人南人第二甲J
(189）『道園事古録j巻四「送郷貢進士孔元｝日序」

(190）拙稿「程復心『四番章闘j出版始末孜」一一四、一一八頁、劉用車

「新刊重訂輯縛通義源流本末」（名古屋蓬左文時蔵朝鮮古活字版）参照。

程復心の『道皐統宗闘jの版木をもとにした f歴代道撃統宗淵源開

封J（酋北平問書館蔵マイクロフィルム 成化刊本）も、日新堂から刊行さ

れている。なお、劉叔簡と f四書翰穂jの出版などを通じて特に懇

意であった侃士毅にも『作義要訣jがある。

(191）『千頃堂書目jは、“陸可淵策準三巻”とする。中園社曾科皐院文事

研究所に明刻本の元陸可淵輯 f策準j三巻が戴されるらしいが、現

時鈷では、未見のため、いずれが正しいのかは、判断できない。

(192）現物は未見。阿部隆一 f中園訪書志J（汲古書院一九七六年 B九

八頁）参照。

(193）『歴代名臣奏識j巻七三「儲嗣」

(194）『元典章j巻六「盛綱・程察j【改立牒訪司］

(195）『宋文意公全集j巻四五「題太平策後J
(196）『太平金鏡策j巻四「謀義倉」、「停淫杷J
(197）この呂助教が誰なのか成案をみないが、あるいは泰定元年の進士で、

翰林編修、闘子司業、監察御史などをつとめた目忠誠かもしれない。

09s) r東里績集j巻一八「策場備要J、『新刊類編歴暴三場文選j「経疑」、

「封策J巻六、「易義J巻七

(199）『新刊類編歴事三場文選j「針策」巻六。林泉生の著述には『明経題

断詩義斡式j五巻（都北平岡書館麓マイクロフィルム 明初刊本 11行×21

字）、 f春秋論断jもある。

<200) r文淵悶番目j巻四「経済」。なお、「密州重修廟拳碑j碑陰に f三場

備用jの書名が見える。

(201）管見の限りでは、この寓本に最初に注目したのは、前田直典である。

氏は、本田貿信等の助力を得て、上述の『三場文選jをはじめ、皐

界未知の大元時代の漢籍を精査したが、早逝したため、その知見、
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成果のほとんどが殻表きれないままに終わった。前田直典「元朝行

省の成立過組J（『元朝史の研究j東京大事出版曾一九七三年一一一頁、

一九一頁註（ 4））参照。

(202）『書林清話j巻四「元建安葉氏刻脊」

(203）博増湘は、洪武葉氏贋勤番堂刊本二十巻（14行×24字黒口左右墜遁）

を目賭している。『戴園訂補邸亭知見侍本番目j巻十下「類書類J参

照。劉文興の稿本『菅壷経眼録jには、不分巻、撰者不詳とされる

明初刊本『丹塀濁封jの記録があるらしいが、未見。なお、 f千頃堂

書目jは“呉儲丹揖濁封十巻”という。黄虞稜が目にしたのが北京

大事の残巻本だったのか、あるいは初版は十巻本であったのを、洪

武の重刊のさいに二十巻に分けたのかは現在の資料状況では不明。

銭大附は、この書をじっさいに閲覧する機曾をもたなかったので、 f千
頃堂書目jの記事をそのまま『元史醤文志jに引き寓した。明の『晃

氏質文堂書目j中「暴業」にも、『答策秘訣j、『漢唐事護封策機要j、

『詔詰・章表機要』などとともに『丹塀濁釘』が見えるが巻敏を記さな

い。『近古堂書目j上は「史事類Jに分類する。『永畿大典j巻八七

O六第二二葉「鷲僧」、巻一九四一六第二葉「姑赤J、f元明事類紗j

巻二七「穂築門・歯簿園J、『欽定日下奮間考j巻五一「城市」など

にも一部引用されているが、それらが用いたテキストは不明である。

なお、『季治葦番目j「雑部」には、“『丹埠濁封』二本宋校”とあり、

つまり宋板によって校勘したという。商宋に同名の書があったか、

あるいは呉舗が宋版に大元時代の情報を増補したか、元刊本、明刊

本を宋刊本に誤ったかのいずれかだろう。

(204）今日傭わる f少徴家塾通鑑節要J（笛北平聞書館龍マイクロフィルム 元

末明初刊本）と岡ーの書かどうかは不明。なお、金刻本の『通鑑節要j

もあったらしい（『訂補海源問番目五組j四一頁）。「密州重修廟皐碑J碑

陰には、 f通鑑節要jも『通鑑詳節jも載る。

c205) r至正直記j巻二「江西皐館J
<206) r元史j巻一九九

<201) r園朝文類j巻一六、「進経世大典表」、巻四十「雑著・経世大典序録J、
f元史j巻三三～三五「文宗本紀」

(208）高麗の大物文人、李斉賢が引用する『経世大典jの「高鹿Jの部分

の記述も、じっさいには『閤朝文類j巻四ーからの孫引きと考えら

れる。『様翁稗説』前集巻ー（前田部経聞斑朝鮮版）参照。

c209) r水東日記j巻二五「蘇天爵元文類J、『淫東小葉J（上海闘書館蔵明
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刊本）巻九「書園朝文類後J、『儀顧堂績蹴j巻一四、 f極書隅録j巻

五参照。

(210）西湖書院 f園朝文類j巻頭「抄白」に“嘗職近在大都，於蘇参議家，

獲視元編集，検草，較正得；所刊板本第四十一巻内依少下半巻，計

一十八板九千三百九十鈴字，不曾刊離，又於目録及各巻内，較正得；

中間九十三板脱漏，差誤計一百三十除字，蓋是賞閥較正之際，失於

歯葬，以致如此。”とある。

<211) r古文奮書孜j巻四、『嘉業堂戴書志j巻四（復旦大事出版社一九九七

年一一四七頁）

(212）臨陵安成の周南瑞が大穂十一年頃に刊行し、劉特孫が序文をよせる

『天下同文集j甲集五O巻（韮湾国家圃書館践影元齢、本 14行X24字）も

同時代の制詩、表腹、猷書などのジャンル別の選集だが、『分年日程j

はもとより、『至正直記jにも『事箔jにもとりあげられていない。

おそらく、収録文の出慮が、虚撃、挑堤、劉勝孫、呉澄を中心とす

る人脈内に限られ、江西行省下での編纂という色あいがつよいため

だろう。同じく虚陵の李文翁が輯めた f大元文鑑J（『呉文正公集j巻

十一「鏑文鑑序J）もとりあげられていない。教官、受験生の目はまこ

とにシビアであったというべきか。小字本であることは問題ではな

い、もともと誰が、いかなる囲慢が一一同じ政府の編纂物であって

も、どのレベルの官鹿の麓令なのかが関われるのである。周南瑞自

身は、「随所惇録，陸績刊行」と謡うように、甲集刊行ののち、乙集、

丙集と績けて出版していくつもりだったらしく、じっさいに刊行さ

れた可能性も否定はできないが（周南瑞は、既述の内閣文庫義『新編詔諦

章表事文擬題』五巻『新編詔諦章表事賞j四巻に序文を寄せており、少なくと

も至正四年までは存命であった）、乙集以降は今日侍わらない。

(213）呉鮪が f名臣事録jとして引用する部分が『園朝名臣事略j巻頭に

付せられた欧陽玄の序文であることからわかる。

<214) r園朝名臣事略j許有壬序。また、 f水東日記j巻一六「宋名臣言行

録Jに、“又嘗見宣府暴人林春有元蘇天爵所編名臣四十七人事略，許

有壬諸公皆刻有親筆序”というが、現行の小字本において親筆のま

まに刻されているのは、許有壬の序のみである。

<21s> r元史j巻一六「世祖本紀一三」［至元二八年五月丁巳］。『廟皐典種j

巻四「皐正三年満考」には、瑞州路の皐正がこの書を検索して上申

している例が認められるので、中央官鹿だけではなく、各地方の官

鹿全てに配布されたと見てよい。
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(216）『歴代名臣奏議j巻六七

(217）植松正「議輯 f至元新格j並びに解説J（『東洋史研究j三0一四一九

七二年）、 f元代法律資料輯存Jr至元新格輯存J（街江古籍出版社一九

八八年）

(218）『滋渓文稿j巻六「至元新格序J
(219）『元史j巻二二「武宗本紀J［大徳十一年十二月丁巳］、［至大二年九

月発未］、『伊演集j巻二三「承務郎南陽陳勝手郭君墓碕」

(220）『元史j巻一O二「刑法志」は、この書を『風窓宏網jと見倣すが、

f風憲宏網jは馬祖常の序が述べるように、御史蓋の編纂物である。

(221）『園朝文類j巻三六「大元通制序j

<222) r大元丙子平宋録J（盛淘国家圃書館藁影元紗本）も同ι大徳七年、雨

漸江東道奉仕宣撫として派遣されたテリ・トガン、戎益の仲介によ

り刊行された。

(223）拙稿「鄭銀孫と f直説通略J（下）J一二一頁、「大徳十一年 f加封孔

子制詰jをめぐる諸問題J（『中国一一社曾と文化j一四一九九九年一

五O～一五一頁）、仁井田陸「元典章の成立と大徳典章J<r史串雑誌j五

ーー九一九四O年）、「永集大典本大徳典章績考J（『史畢雑誌j五二ー四

一九四一年）、昌彼得「践元坊刊本〈大元聖政囲朝典章）J（『間帯軍曹

題識j謹溝商務印書館一九九七年）

(224）ただし、現在故宮本を収める箱には“元至正二年刊本粛宮萄議”と

刻まれており、現行のテキストを“至正園朝章典”と見倣した可能

性もある。故宮本の箱書きは至治二年の誤りとも考えられるが、賞

時は至正二年の建安刊本である誼擦が附されていた可能性も否定し

きれない。

(225）『元史j巻四O 「順帝本紀J［後至元六年秋七月］戊寅

<226) r元史j巻二四「仁宗本紀J[皇慶元年秋七月発9旧、 f憲盛通紀J（『永

集大典j巻二六O八）【命塔思不花、［塔］失海牙並篇御史大夫｝

(227）『園朝文類J（西湖書院本、翠厳精舎本）は作者名を空白にし、四庫

全書の『元文類jは挑健とし、『播芳』は閥復とする。武英殿来珍版

『牧庵集j三六巻は、巻ーに「行銅銭詔Jを収め銚憶の作とする。し

かし、本来の『牧庵集jは全五十巻から成り、至願三年、門人であ

った翰林待制の劉時中の申請によって、中書省の許可を得て、慶元

路撃から官費で刊行された。中園国家固書館蔵の（明劉昌輯）『挑

文公牧庵集jでは、「行銅銭詔」は採られていなし、。いっぽうの閥復

の『静軒集jは、光緒年間の輯本しかなく、興に彼の作かどうか確
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認できない。

(228）『大元ウルスの言語資料と出版文化j第二部第一章附表「二つの f元
典章j一一武宗カイシャンの詔一一」二七五～二七七頁参照

<229) r元史j巻三九「順帝本紀二J、巻四一「順帝本紀凹」、 『滋渓文稿j巻

二六「乞績編通制J
(230）『圭蔚文集j巻七「歪正候格序J、f元史j巻一三九「染爾直班侍」、 f滋

漢文稿j巻十一「元故嘉議大夫工部尚書李公墓誌銘」、 f滋漢文稿j巻

一二「董忠繭公墓誌銘」

(231）『金華黄先生文集j巻三四「青陽豚徐君墓誌銘」、 I秋澗先生大全文集j

巻四三「嘉普録序J、f呉文正公文集j巻九「平宛集録序J、『至正集j

巻三五「六事備要J、f刑統賦疏J（沈仲緯纂盛海国家圃書館戴抄本）

等参照。

(232）『至正金陵新志j巻九「事校志J（路皐〉

(233）『淵頴呉先生文集j巻十一「唐律剛要序J、f東維子集j巻一「刑統賦

穂義序J、『朱楓林集j巻三「}flj統賦解序J、f刑統賦解J（元東原部閉

縛、元益都王亮増注 『枕憩槙叢書j所収）、 f粗解刑統賦J（都人孟選

解盛漕固家岡書館職抄本）、『刑統賦疏J（沈仲緯纂盛湾困家聞書館蔵

抄本）、 f文淵問書目j巻一四「刑法J等。なお、『文淵閤書目jのみ

によって知られる『唐律明法類説jの11行×20字の元刊本の禦葉二

片が東京大事東洋文化研究所大木文庫に載され、大字本の f唐律疏

義jの繋葉二片と綴じあわせられている。

(234）『元史j巻二六「仁宗本紀」［延祐五年十一月丙子］、拙稿「モンゴル

朝廷と『三園志JJ（『日本中国皐曾報j五三二0 0一年一六八～一七O

頁）

(235）たとえば、巻三「i係令」、巻四「薦事Jの延祐二年の南蓋御史の言は、

『通車j僚格j巻六「五事Jを見れば、もとの直諒鰻を適宜省略、部分

的に直していることがわかる。巻十「椎堕」の記事は、 f新集至治憐

例j「戸部・課程」〈盟課〉｛盟債］の直諜飽で1生かれた中書省の「延

祐三年正月十一日に奏過せる事の内の一件」に基づくが、こちらは

全部普通の漢文に改められている。筆潟の段階でのこうした改嬰は

各官鹿でも行われており、いくつもの翻諦ヴァージョンが出てくる

ことにもなる。直縛慌の中に吏胞やふつうの漢文の文艦が混入する

のも、同じ理由による。

(236）たとえば、沈仲緯『刑統賦疏j第五韻参照。

<231> r江蘇金石記j巻二二「府皐附地経界碑J。また、 f郭天錫手書日記j
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至大戊申十月二五日の傑に、郭昇が、銀江路の儒撃事録から騨任の

申請をするために、江漸行省の架閑庫を訪れ、湯君白から f典章jを

借りて書類作成をしたことが記録されている。おそらく成宗テムル

の大徳七年のヴァージョンの f元典章jであろう。この時貼では、

まだ『大元通制jは編纂されていない。現行の元刊本 f元典章jの

牌記に“庶官吏有所持循，政令不至駿弛”といい、巻四三「刑部五・

諸殺」〈焼埋〉［強盗殺傷事主経革倍徴埋銀］に“至大四年十一月十

八日路吏劉允承奉省府令史孫英承行十月初五日札付＼巻四九「1阿部

十一・諸盗J｛強縞盗〉［盗賊出寧処所］に“四月二十八日杭州路吏

日憲承＼［創部土居人物依常盗論］に”杭州路吏越世滞承行十月十

二日旨揮＼巻五or刑部十二・諸盗J｛殻塚〉［子随父稜塚刺断】に

“三月初九日路吏沈豆奉令史張必逮承行二月廿七札付＼『新集至治保

例j末尾の「都省通例Jといった墨筆による書き込みがあることも、

この書がじっさい官鹿に置かれて検索に使用されたことを物語る。

(238）『至正直記j巻ー「闘朝文典」

(239）宮崎市定「宋元時代の法制と裁判機構」（『東方事報j二四一九五四年

二O三頁）。

(240）金文京「規範としての古典とその日用的変容一一元代日用類書 f事
林贋記j所引法令考一一J<r古典型の現在日j二00一年）は、『事林蹟

記j「刑法類Jの「十悪」が、 f元典章jや元曲と一致し、 『唐律疏議j

および f元史Jr刑法志Jとことなることから、それを民間ヴァージ

ョンとし、 f明律jの「十悪」は、民間の通俗書を好んだ洪武帝、永

築帝が f事林蹟記j等を参照した結果、とする。しかし、こんにち

『大元通制j、『経世大典J（『困朝文類』巻四二「名例筋J）ともに「十悪J
の内容を遺していない以上、それらが『元史j巻ー0二「刑法志J(名

例〉と同文で改訂が行われていなかったといえる保讃はない。『元史j

の「志Jがほぼ『経世大典jからの引き潟しであることは、よく知

られているが、宋漉等の恋意的改鼠もあり、またf経世大典jは、 f大

元通制j、『元典章j等の官撰脅と共通の資料ソースを用い、それら

既刊の政書を踏まえるからである。一例を事げるならば、『故唐律疏

議j附『刑統賦jと同様、元建安刊本が侍わる f宋提刑洗菟集録j附

『聖朝領降新例jは、 f元典章jと同じく江西福建道奉使宣撫のムパ

ーラク、陳英の呈によって、検屍報告の書式を統一し「屍張闘謹」を

印刷、各路に頒行した事業を記念して刊行されたもので、その増訂

部分は『元典章j巻四三「諸殺・検験」、『経世大典J<r永集大典j巻
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九一回）にも収録されているo また、楊維棋は、 f刑統賦疏jの序文

において”・・・故五刑十悪人議六賦七殺之法，或軽或重，或減或

加，極乎高饗通而者，欲以索天下之情耳。という。なお、策撃舎と

類舎が極めて近しい閥係にあることは、明の粛彦祥『策事集略J（北

京大事国書館磁明刊本）が、巻頭の「策場規矩穂例Jの次に「歴代侍

授質暦歌」「歴代序略」などを置くことからもうかがえるだろう。

<241> r丹塀濁封j巻一五「刑番J、 『元典章l巻三0「種部三・種制三」〈喪

種〉、 f永集大典j巻七三八五

(242）拙稿「『廟皐典穂j笥記J参照。

(243）李逸友「黒城出土文書績稗」（『北方民族文化遺産研究文集』 内競古教育

出版社一九九五年三一二～三一八頁）

(244）現行の『元典章jおよび f通制傑格jはいずれも、大使、八年正月の

詔の本文はおさめず、保査の一部のみを停える。 f元史j巻二一「成

宗本紀J、f至正金陵新志j巻三下「大徳八年」、『救荒活民類要j「元

朝令典J（大徳八年正月〉

(245）李逸友 f黒城出土文書（漢文文書巻）J （科串出版社一九九一年六六

～七一頁、一四四頁、回版容七、障陸）

<246) r通制傑格jの沓北平岡書館戴抄本は、 9行×18字でいっけん大字本

の影紗に見えるが、“聖旨”など「聖なる語Jの改行、雄頭がなされ

ていない。

<241> r元典章j巻九「吏部三・官制J（醤官〉［選醤撃教授］、巻三二「種

部五・事校」〈醤串〉［留事科目】、 『通制候格j巻二一「臨薬J(科目〉

<24s> r滋漢文稿j巻二二「資善大夫太盤院使韓公行状J、『閑居叢稿j巻ー

四「洋州三皇廟記J、f弘治徽州府志』巻四「元郡邑官属」〈醤事教授

一員〉、巻五「郡邑公署J（盤拳〉、『歪順銀江志j巻一一「撃校J（酪

準〉

(249）版木は五百部印刷するとポロポロになる、という通説は、おそらく

成立しない。アユルパルワダが皇慶元年に白塔大寺で版刻させたチ

ョイジオドセルの『入菩提行疏jは千部、トク・テムルの時に翻語、

刊行された『北斗七星経jは二千部、刷られている。また、 f至正直

記j巻四「乙酉取士Jによれば、至正四年の江漸行省の郷試の不正

を誘った梼文（全文は『南村綴耕録』巻二八「非程文Jに収録）は、五千

部印刷されたという。

(250）『良桑輯要J（上海国書館一九七九年影印本）「中書省杏文J
(251）『順粛先生閑居叢襲j巻二O 「農桑輯要」。なお、『戴国軍番組眼録j
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巻七「子部一J＜農桑輯要七巻〉存巻二、十一葉，巻三、全二十三葉，

巻六、十七葉，共三珊（中華書局一九八三年五七五頁）“元刊本，九

行十人字，注襲行同，白口，左右艶欄，版心上方記字敏，下方聞記

刊工人名，一字，引用各書以除文別之。字撫顔値，刻印倶精。劉翰

臣蔵書。”とある清朝内閣大庫奮戴のテキストは、書影を見るかぎり

では、元刊大字本を明の官鹿で重刊したものとおもわれる。大元時

代、顔興卿の昏睡は、至大延祐以降、版本の世界でも越孟頼慢に席

巻されるので、原本の可能性としては、至元～大徳・至大年間のテ

キストが考えられる。なお、高麗の李稿の友人であった知侠州事の

菱著は大字本の“其の字大にして峡重きを患い”あらためて小字本

を刊行しなおしたという。（『牧隠文藁j巻九「良桑輯要後序J）。

(252）『救荒活民類要j「元制・農桑」、前掲『黒城出土文書（漢文文書巻）J

「陸．良桑類J、F116:W46 ーO五頁、「密州重修廟皐碑J碑陰

(253）賦や文の作成のための僻典 f太宰増蹟新編聾律高巻曾元J（陽明文庫

麗元建安刊本）、『太皐新増合壁聯珠聾律高巻普華J（山東省国書館蔵

南宋末一元初建安刊本）、『六経国J（基調故宮博物院議南宋末ー元初建安

刊本）の零本、『選編省監新奇高賓詩山j等が現存する。『六経固jは、

巻末の駿文によれば、乾隆二一年、公務で善本の収集にあたってい

た新安鉱聯の朱嘉勤が書障のぼろぼろの竹行李の中から接見し、装

丁しなおしたものである。詳しくは前掲『皐ぴの世界一一中園文化

と日本一一j一三～一六頁、および f戴園筆書経眼録j巻二「経部

三J（中華骨局一九八三年一一一頁）参照。

(254）古松崇志「『勅修百丈清規j版本小考J（『古典串の再構築j一二ニ00

二年九月）、『皐びの世界一一中国文化と日本一一』五三、五四頁参照

(255）大字本の『勅修百丈清規』も現存はしないが、大龍湖集鹿寺で刻さ

れ、五山十和jの官寺に保存用として配布された可能性はある。

<256) r稼亭集j巻九「送掲理問序」“聖朝興未退定法，自至元新格出，至

治通制作，然後吏有所守，而民知所避実。目子江掲以忠世儒家，文

章技襲廊不通暁，尤長於刑名。征東先丞相風知其才，事以関子朝。

至元丁丑除本省吏問，余時亦調幕官同日之任。掲君調余日：政出多

門，民不堪命，方今回海一家，何中朝之法不行子東園乎。余臆之日：

高麗古三韓地，風気言語不同華夏，而衣冠典糧自矯一法，秦漢以降

未能臣之也。今在聖朝親篇輿甥，恩若父子，民社刑政，皆何奮而吏

治不及罵・・・”、『高麗史j巻八四「刑法－J“於是有建議雑用元朝

議刑易覧、大明律以行者，又有兼採至正保格言行事宜成書以進者。ヘ
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f高麗史j巻八四「職制J”［辛調］三年二月令中外決獄一道至正保格。＼

『高麗史j巻一一七「鄭夢周侍j“l四年，夢周取大明律、至正保格、

本朝法令，参酌剛定，撰新律以進。”

<2s1) r世宗荘憲大王貧録j巻二二［五年突卯十月庚成］、巻五一［一三年

辛亥正月内戊］、巻九四［二十三年辛酉十一月己亥］、 f成宗康靖大王

賓録j巻九八［九年戊戊九月庚午］、『経園大典j巻三「奨励J等。

李清爽「元朝中期法制整備及系統J<r蒙元的歴史典文化蒙元史皐術検

討曾論文集j下珊畢生11F局二00一年四八一～五00頁）

(258）孫容成「『描往参稗贋智蹄師蒲室集j引用漢籍及び漢・詩についてj（『棉

事研究j第七九雄二000年五二、五七頁）

(259）『備種慧済関師中巌月和尚自歴譜j

(260）『東海一極集j巻六

“玄理，襲於前朝至元庚辰歳，先師東陽和尚進謝i背規表，至金陵船中

言朝京，時有日本月中般書記，在百丈我曾中耕事，其人聴排過人，

携之借行，所至有題，考美佳作甚多，今祇記得通州蚤行ー詩云・・・”

(261)拙稿「モンゴル朝廷と f三園志』」一六五頁

(262）たとえば、名古屋蓬左文庫には、『吏皐指南jの抄本が博来するが、

もとのテキストは、建安小字本（中園園家圃書館説元刊本）である。

詳しくは、 f皐ぴの世界一一中国文化と日本一一j三～四、一三～一

六、二三～四二頁参照。

(263）『翼越集記j(中園国家同書館蔵乾隆問七年呉翌凪紗本）「地名官名」。 f千
頃堂書目j巻八は“熊太古 f元京畿官制j二巻”を記録するが、誤

って明代のものとする。

(264）『新刊類編歴事三場文選封策j巻七

(265）『東山存稿j巻六「部議先生虞公行状J、f圭粛文集j巻九「神道碑」

(266）『道園類稿j「擁虞公文序J
(267）高橋文治「張留孫の登場前後一一殻給文書から見たモンゴル時代の

道教一一J（『東洋史研究j第五六巻第一披一九九七年七九頁）

<26s) r道関類稿j巻四八「哀仁仲墓誌銘」

(269）後至元六年に『伯生詩綴編j附『伯生題葉氏凹愛堂詩J（中国岡家問書

館議）が劉氏日新堂から刊行されているのも、かれらが特別な閥係に

あったためかも知れない。

<210) r潜研堂文集j巻三一「蹴元詩前後集J。『皇元風雅jは、古杭余氏勤

徳書堂の刊本を高麗で覆刻したテキストおよび内閣文庫、京都大挙

附属国書館等の五山版等が侍わり、園を越えてよく讃まれ宮地の詩
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文に影響を輿えた。余氏勤徳脅堂は『新刊類編陸幕三場文選jを重

刊した書慰である。

(271）詳細は『大元ウルスの言語資料と出版文化j六五頁において既に述

ベた。

<212> r道園事古録j巻三四「送尚志序J
(273）『至正金陵新志j巻三下「至正三年J“修遼金宋三史，行下本路，委

官提調購求賞録、野史、停記、碑文、行賞，許諾人赴官呈献，給賞。＼

『腐束通志金石略j「徳鹿路銀渇高戸王侯政漣碑」“従事郎徳慶路線管

府知事前遼金宋三史校勘楊鰭撰文”

<214> r南鹿志経籍考j下「宋遼金正統縛一巻J
(275）ただし、 f文毅集j巻十一「伯仲公鱒Jは、解観の一族で明初朝廷の

大物官僚解締が著したものであり、全てを鵜呑みにすることは危険

かもしれない。

(276）『書察氏侍芳通j「引用番目」

(277）拙稿「鄭銭孫と f直説通略J（下）」参照。

(278）『古今書刻jによれば、 f太平金鏡策jも明の輩昌府で重刊されてい

る。

<219> r文淵閥番目j巻四“梁寅方策稽要 一部三櫛完全。塾本二加。”

(280）『新喰梁石門先生集j「石光舞撰行状J
<2s1> r策要j梁寅序に“天朝崇文，興明経之科，蒐選海内士，科場品式，

益精於前，策試l准間以経史。縞嘗詞；経史必稽考，其用工矯難，時

務在識見，其陳之潟易，故事者於経史尤首加之意駕”という。また、

f大明曾典jの洪武一七年三月の詔には、“第三場経史時務策五道，

未能者許減二道”とある。

(282）『宛委別戴』に影紗本が収められるほか、『新職梁石門先生集j巻六、

七、九、十にも収録されている。行状は、その著を f歴代史策要断j

と呼ぶ。

(283）『束里績集j巻一七「迎撃類編二首」、「策要J
(284）すでに『日知録j巻一八「四書五経大全」、『経義考』巻二五六「胡

氏等四番大全J、f四庫全書線、目提要』巻一二「書｛専大全」、巻一六「詩

経大全J等に指摘がある。

(285）その一例は、『事ぴの世界j三一～三八頁に掲げた。既に清朝の考誼

撃者の問では、明儒に封する評慣は、大元時代の儒者たちに比して

低かった。たとえば、銭大附は f十駕蔚養新録j巻一三「詩停附録

纂疏」において“誠是書，知元儒尚守家法，不似明人之歯葬妄作。”
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と述べる。

(286）華束師範大事同書館に f文筆jf古文譜Jr詩譜J不分巻の清齢、本、

基滑園家問書館に『新刊諸儒奥論策事統宗増入文筆詩譜jの明初刊

本、山東省問書館に f文章欧治Jr文譜j七巻『詩譜j三巻の明初刊

本がある。『積書史曾要j、『明史j等が f文譜j、f詩譜』を朱植の著

とするのは誤りである。『諸儒奥論j前後績別各二集（中国国家国書館

蔵明高暦四五年張唯任刻本）が陳鐸曾を編輯者とするのも誤解であり、

同じ大元時代の諦金孫とするのが正しい。

(287）近年の圏内外の影印による版本の公開によって、原本に忠賓に刻さ

れた序文の筆跡、印が、こんご編纂者、改訂者、重刊者等の同定に

新たな有効手段となるだろう。たとえば、 f直説通略J（北京大事聞書

館蔵明成化一六年刻本）の希古の序、梅雪軒、読書清暇、唐圏園書の

印は、『井川撃壊集J（岡部叢刊所収成化十一年刊本）の希古の序、梅

雪軒、讃書消暇の印、および f文選J（静嘉堂文庫成化二三年刊本）希

古の序、唐園間替の印、唐世子の践と f企山堂別集j巻三二「同姓

諸王表Jによって、荘王芝祉のものであることがほぼ確賓となる。

ちなみに、この『文選jは、延祐年間に張伯顔（パヤン）が池州路

から刊行させた元刊本を覆刻したもので、書中にその鐙擦が歴とし

てのこっているにもかかわらず、序も肢も元刊本に基づいたことを

隠し、成王禰締は、唐藩が濁自に耐訂したテキストであるかのよう

に述べる（『儀願堂鏑蹴j巻一三に既に指摘がある）。また、朱樺の兄、鹿

埼玉朱梯の『文章類選J（中岡国家圃書館龍明初刊本）は、参考文献と

して『文選Jr文梓jf文鑑jf翰墨全書Jr事文類来jを自己申告す

るが、大元時代の文章は、『賦jは『三場文選jに、残りは全て f園
朝文類jから選んでいることを隠す。

(288）『古今書刻j上「ーに陽王府」に朱植の著・作が並ぶ。『積書史曾要jに

朱植の著として事げられる『太易鈎玄J（中国国家圃書館蔵清抄本）も

元統三年の郷貢進士飽拘の『皐易事問jの書名を改めたにすぎない。

［附記］本稿は、文部科串省科串研究費補助金（特別研究員奨働金、若手研究

(8）、特定領域研究「古典串の再構築J日中韓版本研究班）による研究成果の

一部である。
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元代江南の禅宗と日本五山

一一『勅修百丈清規』の成立と流伝一一

古松崇志

（京都大学人文科学研究所助手）

本稿は二00二年十一月七日に行われた京都大学人文科学研究所関所

記念公開講演会における筆者の講演内容をもとに一部書き改めたもので

ある。時間的制約など諸般の事情により、今回は叙述内容の史料上の根

拠など実証手続きを示すことはできなかった。『勅修百丈清規jのジャ

ルリクをはじめとする重要史料の釈読やそれらにもとづいた論証・分析

といった作業は稿を改めて行うこととし、今回はおおまかな鳥搬を先取

りして提示することとする。

1.京都大学附属図書館に所蔵される『勅修百丈清規J

筆者は以前より、京都大学附属図書館において貴重資料を調査する機

会を得ている。貴重資料には和・漢・洋さまざまな文献が所蔵されてい

るが、筆者は東洋史を専攻していることから、研究対象となるのはもっ

ぱら漢文で書かれた漢籍である。とりわけ、十三世紀から十四世紀にか

けての日本と大陸の文化交流に関心を寄せており、大陸から伝えられた

宋元刊本および日本において出版された五山版や漢籍抄本を中心に調査

を続行中である。その中でとくに興味を惹かれたのが、『勅修百丈清規j

という書物であり、この書物の版本実物との出会いが、筆者にとって研

究の出発点となった。

『勅修百丈清規jとは、十四世紀にモンゴル支配下の元代中国で編纂

された禅宗の清規である。「清規J（しんぎ）とは、周知のごとく、禅宗
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寺院での儀式や行－·r~からやjl似たちの11'.i1ri －般に：￥.るまでを脱定するもの

をいう。fljl示寺院では似たちが集l・H11=.itiを＇ii＼＇・んでおり 、そこでの日々の

午前n体が事［i仰にとっては修行であり、それゆえi11f脱にはそうした抑制

たちの11常生日の驚くべきほど事細かなところまでもが規定されている。
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J；（打11大学：附Ml立It!｝館所磁の f粉修l’iよi11t脱jは元Fil＂＂三であり、 ト114111:

紀に 11~物が編纂されてから !Ill もないH制YJに出版された占い ｜：リ本である。

米代以米、『I •同江l街地方においてlti も Ill版業が盛んであった辿安（現イ1:

の悩ill'tl北f.il）のギrt.なm:it余氏カ｛／HI似したものである。この広Fil＂＂三は

ほかに所泌を聞かない、 ）（ ドの狐本である。また、このほか桜散の純郊

の店j=lj本もあったことがIdI 1版やIYJFil ,-ji:から担定しうるが（I）、現イ1：ひ

とつとして残イぶしていない。それゆえ、この元FIJ本はきわめて此取なも

のであり、ぷrill大学所蔵のi英知FIJ本の＂Iでも刷指の優品といえよう。J乙

代＂＂ 正lにおけるLB版物は谷地の'i'iliユで111miされる大字本と民Ill！の』砕か
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ら出版される小字本に大別されるが、建安はこのうち小字本出版の中心

地であり、建安刊本は国内のみならず、日本や高麗など外国向けの販路

をも持っていた書籍の普及版としての意味合いがあった。日本の禅僧が

もたらした宋元刊本はこの普及版であるところの建安刊本が圧倒的に多

い（2）。普及版たる建安刊本は比較的版刻の粗いものが多いが、この刊

本は精刻であり、文字も美しく、かなり水準が高いものである。写真で

みると分かるように、元刊本は日本に伝来してから切り取られ、より大

型の紙に貼付して改めて装丁しなおされたものである。貼付した紙およ

び版権外に加えられた書き込みは明らかに室町時代のものであり、かな

り早い段階で現在の姿に仕立てられたことが分かる。書き込みの内容は、

抄物にみえる日本五山叢林で禅僧が行った講義との関連も想定され、今

後十分な検討が求められる。

もう一点は五山版である。大陸では、南宋時代より出版事業が徐々に

盛んとなり、とりわけ十四世紀以後のモンゴル支配下の元代中国ではそ

れまでの歴史の中で類をみないほど盛んとなった。そのころ日中間交易

が興隆し、大陸でつくられた漢籍刊本が続々と日本に輸入された。これ

ら中国製の刊本を模倣して、日本の五山を中心とする禅宗寺院でつくら

れた木版本を五山版という。日本での木版印刷はこの時代から本格的に

始まり、日本における出版史上、きわめて重要な時期に当たる。この本

のかたちからも、中国刊本と形式自体はまったく同じであることが明白

である。ただし、中国刊本と比較すると、文字の彫りが若干稚拙なのが

特徴である。『勅修百丈清規J五山版の出版については後述する。

ちなみに、この京都大学附属図書館蔵の元刊本と五山版の二種類の刊

本は、京都大学附属図書館・総合博物館共催の「学びの世界一中国文化

と日本一」という展示会（二00二年十月三十日～十二月一日京都大学

総合博物館において開催）に初めて出陳され、その図録には写真版と解

説が掲載された。この展示会は日本が古来よりどのように大陸の文化を

学んできたのかをテーマに、書物に基づきながらあとづけて展示したも
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のであったo筆者も微力ながら「五山・禅籍Jというセクション (I-

4）の展示に協力させていただいた（3）。最も貴重な元刊本については、

入矢義高氏によってかつて紹介されており（4）、存在自体は以前より知

られていたが、展示公開および写真版掲載はいずれも今回が初めての機

会であった。

さて、本稿の論ずる内容は、題目の「元代江南の禅宗と日本五山」に

比し、あまりに限定されたものとならざるを得ないが、その合意は、十

三世紀から十四世紀にかけての日本と大陸のあいだの交流の活発化にと

もない、元代江南における禅宗の政治・文化上のあり方が、南北朝から

室町時代にかけての日本の禅宗に、日本的な改変を加えながらも直接に

反映していくということにある。このテーマに答えるためには、今後多

様な側面にわたって研究を進めていく必要があるが、現段階ではそれだ

けの準備を持たない。まずは f勅修百丈清規jという禅宗教団を根本か

ら支える重要文献の成立と流伝に関わる問題を取りあげ、このテーマを

考える足がかりとしたい。

2.元代の江南禅宗の概況

まずここでは、 f勅修百丈清規jが編纂される時代背景、すなわち元

代における江南の禅宗の置かれた政治状況についてごく簡単に押さえて

おきたい。

禅宗は唐代より北宋時代にかけて、支配者層である士大夫社会を中心

に徐々に広がっていった。十二世紀に、中国が金と南宋の二つの政権に

分かれ、南北に分断すると、禅宗もまた北と南、それぞれ別箇に発展し

た。

その後、十三世紀に、中国の北方より興ったモンゴルがユーラシア全

域を席巻し、中華地域もまた四00年弱ぶりに統一が果たされることと

なった。モンゴル政権は在来の宗教や文化を弾圧したり、解体・再編し
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たりすることは少なく、旧来のものをそのまま温存させるのがその基本

政策であった。それゆえ、禅宗の場合でも、モンゴルの統一後も、旧金

朝地域の北と旧南宋地域の南で、それぞれ別箇に存在しつづけた。周知

の通り、日本の禅宗はこのうちの南の流れを組み、はじめは南宋支配下

の江南から伝わったものである。

華北の禅宗は金では中都、元では大都（いずれも現在の北京）を中心

とするが、日本の禅宗が江南にルーツを持つことから、忘れ去られがち

である。しかし、モンゴル時代の初期には華北禅宗教団は政権にとって

たいへん重要な存在であった。モンゴルは華北を支配下に収めてから以

後、禅宗の教団組織を利用した。逆に言えば、禅宗教団がモンゴル政権

の華北支配を助ける役割jを果たしたのであった。金元時代の華北禅宗に

ついては、ほとんど研究が手っかずであり、今後に残された考究すべき

問題は多い。

いっぽう、旧南宋領の江南の禅宗については、一二七六年（至元十三

年）にモンゴルの支配下に入って以後、モンゴル政権から冷遇されてい

た、というのがこれまでの研究によるイメージであった。例えば、教宗

（仏教の教学を研究することを主とする宗派）すなわち江南の天台宗や

華北の慈思宗が上位に置かれ、禅宗は下位に置かれるという”崇教抑禅”

政策がクピライ時代の至元年間末以後に取られたという。また南宋時代

には迫害されていた江南の白雲宗という宗派が、モンゴル政権と結びつ

いて大蔵経出版の中心となるなど、元代になってから勢力をのばしたり

した。つまり、モンゴル政権の意向によって仏教宗派閥の勢力図が書き

換えられたという事実は確かにあった（5）。

しかし、客観情勢から判断するならば、江南禅宗がモンゴルの支配下

に入ってから、低調となったという事実はまったくなかった。これまで

あまり指摘されていないが、当時の江南禅宗を代表する幾人かの高僧が、

早い時期にカアンのクピライと謁見し、その勢力を安堵されている形跡

がある。モンゴル時代の宗教と政権の関係の特徴は、宗教関係者がカア
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ンやモンゴル玉候と直接つながりを持つことにある。それゆえ、宗教関

係者の側では、寺院財産などみずからの勢力を安堵してもらうなど、何

か必要なことが生じたときには、政権関係者に積極的にはたらきかけ、

場合によってはカアンなどにじかに会いに行って、特許状を得たりする

こともしばしばみられた。カアンやモンゴル王候の特許状は特別な効力

を持っており、それを得るか否かに、宗教勢力の浮沈がかかっていたと

いってよい。江南の禅宗勢力も当然のことながらそうした動きをとって

いたのである。

それから、モンゴル政権は江南の仏教を統轄するために、雨宋を接収

してからすぐ、一二七七年（至元十四年）に江准釈教総摂所という組織

を設置した。この組織を取り仕切ったのが南宋の陵墓を暴いたことなど

の悪行で有名な楊穂真瑚というタングート人の僧であった。タングート

とはもともと中国の西北、現在の甘粛から寧夏のあたりにかけての地域

に強大な勢力を誇った西夏という図をつくった集団で、彼らの問ではチ

ベット仏教の影響が濃厚であった。モンゴル時代はチベット仏教が国家

仏教の中心となったので、新たに版図に入った江南の仏教を管理し保護

するために、外からチベット仏教を奉じた楊漣真瑚が派遣されたのであ

った（6）。実は、杭州にいた江南禅宗の中心的な高僧が、この楊礎真瑚

を含めモンゴル政権ときわめて近い位置にいたことがいくつかの史料か

らはっきりと確認される。こうしてみてくると、政権との関係を取り結

んだ禅僧も早い時期からいたことが分かる。禅宗が他宗派に比較して弾

圧を受けた形跡はまったくないのである。

宗派勢力図の変化というのはあったものの、江南仏教勢力は、モンゴ

ルの支配下に入ったことにより全般に潤ったとみてよい。そのことは、

禅宗についても当てはまる。従来、禅宗は政権から弾圧された結果、反

モンゴルとなったという考え方もあったし、宋元交代期に中国江南から

日本にやって来た禅僧たちはモンゴルの圧政から逃れるために亡命して

きた僧だという考え方もあった。なぜそのように考えられるようになっ
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たのか、若干の根拠は思い当たるが、実は文献を読み込んでいくと、ほ

とんどが拡大解釈と言わざるをえない。全体の趨勢としては、江南禅宗

もまた、モンゴル政権および政権に関係する御用商人や文人官僚などか

ら莫大な資金提供を受けており、大いに潤ったことは否定し得ないので

ある。これについては多くの文献上の徴証がある。

さらには、元代江南においては禅宗に限られることではないが、この

時代、多くの禅籍が出版されたこともまた指摘せねばならない。それを

示す証拠が、版本の実物として現在日本にも数多く残っている。代表的

な事例としては、 f碧巌録jや『景徳伝灯録jが挙げられる。

よく知られるように、禅では参禅者が内省して悟りの境地に入ること

を重視し、それゆえ、そのための手がかりとなる古来の祖師のすぐれた

言行である「公案Jがきわめて重要な意味を持つ。十二世紀はじめの北

宋の終わりに成立した『碧巌録jは、この「公案」を集成したものであ

る。「宗門第一の書Jと呼ばれて、まさしく禅のエッセンスが凝縮され

たものともいえ、禅僧が参禅するうえで最も重んじた書物であった。こ

の書物は南宋時代にはほとんど伝本がなく、元代になってからいくつか

の本をもとに数度にわたって出版された。これをもとに日本でも五山版

が繰り返し出版され、たいへん流行している。

また、禅宗では師弟関係が重視され、師から門弟へと仏の教えすなわ

ち法灯が代々受け継がれていく。それは、遠くプッダ以来連綿と伝わり、

中国へ至ってさらに後世へと受け継がれてきたものであると考えられて

いる。『景徳伝灯録jは、こうした禅宗の法灯の歴史を記したもので、

やはり北宋時代に成立したものである。『景徳、伝灯録jは、宋代より流

行し、大蔵経本も含め宋代の刊本がいくつか残っているが、後の時代ま

で最も流布し、影響力を持ったのは元代に湖州（現在の漸江省）という

ところで刊行された本であった。この本は江南の各禅宗寺院に広く頒布

された。

このように、 f碧巌録jや f景徳伝灯録jといった禅宗における最重
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要文献についてみても、元代中国において出版された版本こそが、後の

時代に、さらには東アジアレベルでも最も広範な影響を及ぼしたのであ

った。そして、日本に残された元刊本や五山版といった出版物の実物が

まさしくその証拠となるのである。

以上、『勅修百丈清規jが編纂された時代背景を確認するべく、元代

江南禅宗の概況をはなはだ不十分ながら、ごく簡単に述べた。元代江南

禅宗にかかわる研究はまったくこれからの分野であり、今後さらなる研

究の深化が必要である。日本に残された日中双方のものを含む禅宗文献

の厚みが研究の突破口となる可能性を秘めていることをここでは強調し

ておきたい。

3. 『勅修百丈清規』の成立

f勅修百丈清規jの成立と密接に関わる大龍期集慶寺という寺院が創

建される経緯について、まず簡単に確認しておく。

大能期集慶寺は、武宗カイシャン（一三O七～一三一一在位）の王子

トク・テムルToq-Temilrと深いえにしを持つ寺院である。トク・テム

ルは、モンゴル政権内部の権力闘争の影響を受け、カイシャンの死後、

つづく三人のカアンの時代には邪魔者として冷たい扱いを受け、金陵（現

在の南京）など南中国のいくつかの場所を転々とする不遇の生活を送っ

た。その後、一三二八年、大都でクーデタが起こり、当時江陵（現在の

湖北省）というところに流されていたトク・テムルがクーデタ勢力から

担ぎ出されて、カアンに即位する。

文宗トク・テムル（一三二八～一三二九、一三二九～一三三二在位）

は即位後の一三二九年（天暦二年）、以前自分が金陵に流されていたと

きに、滞在していた屋敷の場所（史料上「潜邸Jという）に大龍期集慶

寺という巨大寺院を創建することを命ずる。これは、資金や工事などモ

ンゴル政府が全面パックアップする完全な官営寺院であった。この寺院
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の建立は、いわばトク・テムルの即位記念事業のひとつとしての性格を

持つ。

このとき関山住持として招聴されたのが笑隠大前であった。彼は『勅

修百丈清規j編纂でもキーとなる人物であるが、寺院復興を得意とした

実務に通じたやり手の禅僧であり、なおかつ詩文をよくする文化人でも

あった。彼の交友関係をみていくと、時の政権有力者や文人官僚たちな

ど当時の鍔々たるメンバーが名前を連ねており、たいへん派手な交友関

係を持っていたo

大龍期集慶寺は、カアンのトク・テムルとの関係から特別扱いを受け、

創建したばかりの寺院であるにもかかわらず、江南禅宗に君臨する「五

山之上Jの地位を得る。そして、大龍期集鹿寺の首座や蔵主といった役

職にある僧と行宣政院の官人がランクの順序にもとづき江南の禅宗寺院

の住持を選任するという、人事権を掌握する特権も認められた。すなわ

ち、大龍期集慶寺が江南の五山派寺院の頂点に君臨することになったの

であるo ちなみに、「五山之上Jは我が国の五山制度においても導入さ

れ、南禅寺がその地位を与えられている。これは南禅寺が亀山上皇の離

宮であったことによるもので、夢窓疎石の門弟で中国通の義堂周信が、

足利義満に提案して、大龍期集慶寺になぞらえたものなのであった（7）。

しかし、大龍刻集慶寺の場合には、人事権を賦与されて五山派の頂点、に

位置することを意味したのに対し、日本の南禅寺の場合、足利義満の命

を受けて春屋妙砲によって新たに創建された相国寺を五山に入れること

を目的として、名目上「五山之上Jにたてまつったものであり、その政

治的意味合いはまったく異なる。

さらに、大龍朔集慶寺は、モンゴル政権から絶大な保護を受ける。金

陵に置かれた江南行御史謹は、監察機構であるが、軍事力を備えつつ、

江南の文教行政全般にも絡むという多様な役割を持ち、杭州に置かれた

江漸行中書省（行政全般をつかさどるがやはり軍事機構としての性格も

持つ）と並んで、モンゴル政権の江南支配のための重要な政府機関であ
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った。この江南行御史華は金陵に置かれた機関であったこともあり、大

龍期集慶寺を強力に保護・援助した。また、カアンからは頻繁に直接寺

院へと使者が派遣されてきて、銀や椴子などの賜与を与えられたり、政

府より寺院財産の支給を受けたり、さらには免税特権を得たりするなど、

考えうる限りの保護・特権を受けていた。ちなみに、当時の寺院財産に

は団地だけではなく、質屋や宿屋、商店なども含まれており、寺院は一

種の多角経営体であった。

大飽期集慶寺の創建は、江南禅宗勢力にとって、きわめて重要な意味

を持つ画期となった。続いて述べる『勅修百丈消規jの編纂の動きもあ

わせ、このときになって江南仏教界の中で禅宗の地位が急浮上するので

あった。

以上が、大龍湖集慶寺の成立の事情である。カアンのトク・テムルと

の特別な関係というのがまず重要なポイントである。

つぎに『勅修百丈清規』の成立の過程をみていく。 『勅修百丈清規Jは、

トク・テムルが死んで後、順帝トゴン・テムル Toyon-Temiirがカアンで

あった時代に編纂された。百丈山大智寿聖寺（現在の江西省北部）は、

唐代に清規を最初につくったとされる百丈懐海とのえにしを持つ寺院で

あったo 当時、大龍期集慶寺の関山笑隠大訴とは兄弟弟子の関係にあた

る東陽徳熔がその住持の任にあった。東陽徳熔が百丈山の住持となった

のは一三三O年（至版元年）のことであり、出世をとげた笑隠大訴がそ

の人事を画策した可能性がある。そして、笑隠大訴と東陽徳爆は協同で

政権関係者に働きかけを行い、一三三五年（元統三年）、トゴン・テム

ルからジャルリクを賜ることに成功する。

ジャルリクというのはモンゴル語であり、漢語では聖旨と訳される。

これは、モンゴル皇帝の口頭による命令を意味し、あらゆる法規や命令

を凌駕し超越する絶対的な権威を持つ。口頭による命令であるから、モ

ンゴル語で発せられたものである。 f勅修百丈清規j冒頭の聖旨の場合

は、それを漢語に訳したものであるが、普通の漢文とはまったく異なり、
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モンゴル語をそのまま直訳した独特の文体となっている。ジャルリクを

含めたモンゴル時代の命令文研究は近年、著しく深化を遂げており、『勅

修百丈清規j所収の命令文も、そうした成果を活かしながら考究する必

要がある。

このジャルリクの内容は、江南の禅宗寺院の中で、東陽徳、輝が編纂し

た清規だけをただひとつ通行可能な清規として認可するという特許状で

あった。この特許状は東陽徳輝・笑隠大訴らに与えられ、彼らはその権

威を盾にして用いることができた。その結果、彼らがこの時に清規を新

たに編纂する以前から、宋代より通行していたものも含めさまざまな清

規があったが、それらはすべて淘汰されてしまう。このジャルリク特許

状を含め、三つの文書が f勅修百丈消規Jの巻頭に載せられているが、

書物の冒頭にこうした関連文書を載せるのは、元代の出版物にはしばし

ばみられるパターンであり、特許状を得て書物を編纂したことを誇示す

る、権戚付けの意味合いがあった。つまり、政権の認可を得て新たに作

られた f勅修百丈清規jこそが、宋元時代に現れたさまざまな先行の清

規を集大成して作られた禅宗清規の決定版である、と編纂者たちは主張

しているのである。そのことは、『勅修百丈清規j巻末に古清規、崇寧

i青規、成淳j青規、至大清規というそれまでの代表的な清規の序文が収め

られていることからもはっきりと見て取れる。こうして東陽が編纂、笑

隠が清規の各章ごとの序文執筆と校正作業の組織、という手順で仕事が

進められ、一三三八年（至元四年）ころに『勅修百丈消規Jは完成した。

当時のモンゴル政権における政治状況で一つ注意しなければならない

のは、ジャルリクを出したトゴン・テムルは、このとき完全な健儲であ

り、実権をまったく持たない無力なカアンであったことである。朝廷で

は亡ったトク・テムルのカトン（皇后）・プダシリ Buda~iri という女性

が、軍事力を握って専権をふるったメルキト族のパヤン Bayanと結ん

で、太皇太后として君臨していた。プダシリは不遇時代にトク・テムル

とともに金陵に滞在しており、 トク・テムルが即位してからは大龍期集
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慶寺など金陵の宗教勢力の保護にも絡んでいたようである。トク・テム

ル亡き後、当然のことながら、昔からのつながりもあったということで、

笑隠たちは彼女を頼ったとおぼしい。プダシリは大蔵経の出版なども行

っていたことが最近明らかになっている。彼女は仏教をたいへん尊崇し、

その保護には熱心だったのである。また、ジャルリクを得るための取り

次ぎをしたサーデイ（撒辿） Sadrという人物の名前が清規冒頭の文書

の中にみえているが、この人物はもともとトク・テムルの腹臣で、カア

ン即位前の不遇時代から苦楽をともにした人物で、プダシリとも近い関

係にあり、この当時にはたいへんな出世をとげていた。笑隠らは、こう

した有力者との個人的なチャンネルを使って、特許状を得ることに成功

したのであった。

『勅修百丈清規j編纂とかかわって注目されるのは、 i青規編纂の特許

状獲得とほぼ時を同じくして、笑隠大訴が寺院の土地税の免税特権（寺

院など宗教勢力の免税特権は通常「差発Jまでで、土地税や商税は免除

されない。特別な宗教組織のみが認められる特権中の特権である。）を

得ると同時に、「釈教宗主兼領五山寺Jの地位を与えるジャルリクも賜

っていることである。これより以前のトク・テムル時代、大龍期集慶寺

が「五山之上Jの地位を与えられ、人事権も賦与されたことは既に述べ

たとおりであるが、にもかかわらず、それがじゅうぶんに機能すること

はこの時点まではなく、「五山之上Jの地位は名目上のものにとどまっ

ていた。この時にトゴン・テムルよりジャルリクを賜るに至って、トク・

テムル時代にすでに出されていた以上のような特権を認めるジャルリク

を再確認したうえで、笑隠大訴には大龍朔集慶寺の終身住持および「釈

教宗主兼領五山寺」の地位が与えられ、彼が事実上江南禅宗の頂点に立

つ地位を得ることに成功したのである。そして、江南の五山派の禅宗寺

院の人事を、笑隠大訴が中心となり、金陵・大龍期集慶寺において取り

仕切るシステムができあがったのであった。ちなみに、元代江南禅宗に

おいて寺院住持がどのようにして選ばれるのかという、住持任用制度の
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詳細はほとんど研究が進んでおらず、今後の課題である。いずれにせよ、

禅宗教団において人事権が一元化されるのはこのときが初めてであるこ

とはまちがいない。つまり、 f勅修百丈清規jの編纂と連動するかたち

で、禅宗内部の縦割りシステムが導入され、教団化が進展したのであっ

た。

有名な五山・十剃・甲利（諸山）という禅宗寺院特有の寺格が制度と

して確立したのも、 トク・テムル時代からの大龍期集慶寺を中心とする

集権化の動きと深く関わるものと考えられる。これまでの通説では南宋

時代から五山・十剰の制度が存在したとみなされている。それゆえ、日

本の五山制度も南宋から取り入れられたと無前提に考えられてきた。と

ころが、南宋時代に五山・十剰が存在したということについての記録は、

明初に至り、宋漉による著述に初めてみえるものであり、同時代つまり

南宋時代に書かれた文献にはまったく現れない。杭州・明州（慶元）に

あった五つの禅宗の大利（杭州径山興聖万寿寺・杭州北山霊隠寺・明州

太白山天童寺・杭州南山静慈寺・明州阿育王山広利寺）は南宋政府から

格別の保護を受けており、これらを五山と呼ぶ呼び方が南宋時代からあ

った可能性はじゅうぶんに考えられるが、五山・十利・諸山という寺院

ランクにより江南禅宗寺院が広く序列化される状況は、元末のこのころ

になってから生まれたものとみるべきである。そのことは日本に残る『扶

桑五山記jにみえる中国江南の五山十利制度の記述が元末から明初の状

況を踏まえるものであることからも想定しうる。従来、『扶桑五山記jに

みえる「大宋圏諸寺位次Jは、南宋の五山十利制度を示すものとして用

いられてきたが、その記述内容よりすれば、南宋時代のものとみなすこ

とはできない。そもそも f扶桑五山記jには江戸時代以後の写本しか存

在せず、その成立は相当時代を下ったものであり、「大宋国」なる記述

はまったく信用することができない。

f勅修百丈清規j編纂は以上のように、江南禅宗の教団化、教団内の

中央集権化の動きと連動するものであった。ただ一つ通行可能な清規と
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して認定する特許状を得たことは、笑隠大訴らが主導権を握り、江南禅

宗界に君臨することを意図したものなのである。

元末における笑隠大訴らと大龍期集慶寺を中心とするこれらの教団化

の動きは、そのまま明代に受け継がれていく。大龍期集慶寺は明代にな

ると、大天界善世寺と名称、を改められ、都が南京に置かれたことにより、

明政権の仏教の中心となる。明が成立して以後、大天界普世寺には善世

院、のちには僧録司という仏教統轄機構が置かれ、禅宗寺院の人事権を

掌握したが、これもまた元末の状況を下敷きとしていることは疑いなし、

そして、 f勅修百丈消規jもそのまま禅宗制度を支える柱として用いら

れ続ける。明末に至ると、万暦年間に出版されたいわゆる『北蔵jの続

蔵部分より、大蔵経にも入れられることとなる。明代に出版された刊本

もいくつか残っているが、モンゴル・カアンのジャルリクなど元代の文

書を載せたまま出されている点は興味深い。明代、それも中期に至るま

でに出版された明刊本は、元代刊本をそっくりそのまま踏襲しているこ

とがしばしばみられるが、 f勅修百丈清規jのケースをみると、禅宗教

団にとって、前代のモンゴル政権の否定など考えられないことなのであ

った。冒頭にモンゴル命令文を載せることは、清代の大蔵経版にまで受

け継がれており、モンゴル政権による認可というものが、『勅修百丈清

規jの権威を後世に至るまで支え続けていたことが分かる。

さらに、明代の大天界善世寺についてもう一点付け加えると、明初に

は『元史j編纂が行われるなど、政権にとって文化の中心としての機能

も果たしていた。このことの背景としては、元代の創建以来、大能朔集

鹿寺はもとより純粋に禅学のみを奉ずる禅宗寺院の枠を超えていたとい

うことを指摘しうる。僧たちにとり儒・仏・道三教兼通は当たり前で、

彼らは詩文もよくし、中国の古典に幅広く通じていた。大龍期集慶寺に

は禅籍に限らない書物がたくさん集められ、僧たちはそれらをいつも手

にとって読むことができたことも史料上はっきり分かつている。これは

大龍期集慶寺に限らず、当時の江南禅宗寺院に普遍的にみられる事象で
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あった。この状況は、日本の禅宗寺院の蔵書にも直接に伝わってきてい

るものである。例えば、近世以後の拡充ももちろん含むが、今に至るま

で中世以来の蔵書が残されている例として、建仁寺両足院があるが、こ

この蔵書目録を眺めると、中国古典がひとそろいそろっていることが分

かる。その内容は、禅籍などの内典だけでなく経書・史書・諸子・詩文

集・類書といった、あらゆるジャンルの漢籍に及んでいる。まさしくこ

れは、大龍期集慶寺の蔵書に典型的にみられるような大陸における禅宗

の文化的な様態がそのまま日本に入ってきていることの証左といえるだ

ろう。

4. 日本に伝わった『勅修百丈清規J

この時代、日本と元代中国の関係については、二度にわたるモンゴル

襲来があり、対立関係あるいは冷たい関係であったというイメージが持

たれがちである。確かに政権問は対立関係となったが、民間の交易はむ

しろ盛んになったというのが事実であった。その背景には、南宋時代以

来、九州の博多などには中国江南の商人が定住するといったことなどが

あった。十三世紀になると、有名な謝国明のような、国際貿易で莫大な

利益をあげる大商人も現れるようになり、十四世紀に入ると、博多と慶

元（現在の漸江省寧波）を結ぶ交易ルートをメインルートとして、日本

と大陸の聞の交易はピークを迎えることになる。前近代の日本と中国の

関係の中でも、最も往来が盛んだった時期のひとつと考えてよい。日元

交流の隆盛については、最近日本史研究およびモンゴル時代史研究双方

よりきちんとした文献史料の把握にもとづいた指摘がなされるようにな

り、ようやく共通理解となりつつある（8）。

この時代の文化交流の主要な担い手となったのは、新興の知識人層た

る禅僧たちであった。禅宗は、十三世紀にはいってから、南宋時代の江

南より、本格的に日本へ導入されるようになった。禅宗の日本への本格
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導入の初期段階としては、一二三五～四一年に入宋し、九条家の帰依を

受けて東福寺の大伽墜を創建した聖一国師円爾排円が最重要人物である。

また蘭渓道隆（一二四六年来朝）をはじめとする鎌倉得宗政権が南宋か

ら招聴した来朝僧の存在も重要であったo

こうした南宋末期から始まった交流は、江南が元の支配下に入札十

四世紀になると、日本の禅僧たちの聞に中国留学熱が起こり、中国から

も高僧の来朝があいつぐことで一段と活性化する。このような活発な交

流によって、人と物が盛んに行き交うことになる。貿易品の中には出版

隆盛の時代を迎えた元代中国から日本へともたらされた多くの漢籍刊本

が含まれており、漢籍刊本が続々と輸入されたことに刺激を受けて、禅

宗寺院で中国製の漢籍刊本を模倣して作られたのが五山版であった。こ

のことについては最初に述べたとおりである。

『勅修百丈清規jもまた、こうした交流の活発化の趨勢のもと、留学

僧の手で中国から日本へともたらされた。そして、最初の五山版が一三

五六年（文和五年）に早くも出版されている。中国に留学していた古鏡

明千（清拙正澄の法嗣）という僧が、持ち帰った中国刊本をもとにして

京都において出版した。書物の編纂からはわずか十八年後、五山版がも

とづいた元刊本（現存せず）の出版から数えると十年にも満たないもの

であった。この五山版は、まさしく当時の最新の中国刊本を模倣して出

版されたものだったのである。

f勅修百丈清規jは、その後日本で大いに流行する。駒沢 f禅籍目録j

や川瀬一馬氏の f五山版の研究jによると、現存する五山版は十本以上

にのぼっており、また補刻が多くみられることから、五山版刊本は繰り

返し刷られ、日本全国の五山派の禅宗寺院で広く用いられたものと考え

られる。加えて、それにともない、『勅修百丈清規jの内容を日本の僧

たちが理解するために、高僧による講義もしばしば行われている。最初

の五山版が出版されて三年後に、中国へ留学して東陽徳熔より嗣法した

という経歴を持つ中巌円月が京都で講義をしたのがそのはじまりである。
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その後、室町時代になると、仮名で解説を加えた「抄物Jの形で講義の

記録が残っている。十五世紀の半ばすぎに、東福寺や南禅寺の住持をつ

とめた雲章一慶が五山噂宿のために行った講義を、相国寺の桃源瑞仙が

抄録したいわゆる『雲桃抄Jが最も有名である。

ちなみに、面白いことに、日本では最新の『勅修百丈清規jが入って

きたにもかかわらず、それ以前の宋・元時代のさまざまな先行する清規

が残存している。中国では笑隠大訴たちの思惑通り、もののみごとに先

行の清規がすべて淘汰されてしまったのに対し、日本の禅宗寺院では宋

元版やそれらを覆刻した五山版などのテキストの形で大事に保管されて

きた。室町時代における五山での『勅修百丈清規jの講義の際にも以前

からあったさまざまな清規の比較を行い、あれこれと議論している。十

七世紀末より十八世紀にかけての日本で、文献考証学の手法を禅学研究

に持ち込んだ学問僧として知られる無著道忠の『勅修百丈清規左鰯jは、

f勅修百丈清規j本文とともにさまざまな清規を比較対照した大部の研

究書であるが、江戸時代の日本でこのような著述が可能になった前提に

は、日本禅林において先行する清規が保存されてきたことがあった。こ

れは大陸ではまったく見られない現象であった。室町時代よりこのかた、

禅宗寺院を中心として日本に保存されてきた漢籍の宋元刊本、五山版、

抄本の中には、大陸に残っていないものもまた多く含まれており、結果

として日本の禅宗寺院が十三～十四世紀の大陸文化の一端を今に保存し

伝える役割を果たすことになったのである（9）。

『勅修百丈清規jは前述したように、禅宗寺院におけるさまざまな制

度を定めたものであり、その受容は、元代中国江南の禅宗制度の日本へ

の直輸入を意味する。もちろん、制度を受容する上での日本の実情にあ

わせた改変も考慮に入れる必要もあるものの、基本的には大陸の制度を

その基礎としていたと考えてよい（10）。

f勅修百丈清規jが日本に持ち込まれた十四世紀なかばごろ、日本の

禅宗では、まさに寺院を統轄する制度が確立していく時期にあたってい
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た。日本における五山十利制度の起源はいまひとつはっきりしないが、

同時代の文献で確実にその存在が確認できるのは、後醍醐天皇の元弘年

間（一三三0年代）からである。そして、一三四一年（暦応四年）には、

足利政権によって、五山十利のランクが定められる。文献上、五山十利

の序列がはっきりと分かるものとしては、最も古いものである（『扶桑

五山記j参照）。この時期にこうした集権的な制度が日本の禅宗に導入

されていく時代背景としては、当時の日元交流の活発化、そしてそれに

ともなう大陸からのさまざまな影響というものを前提に考える必要があ

る。

すなわち、前述したように、中国江南の禅宗寺院において住持の人事

を一元化する制度が現れるようになるのは、一三二九年の大龍朔集慶寺

創建に始まったことであった。その後、一三三五年の特許状賜与にとも

ない笑隠大訴が「釈教宗主兼領五山寺Jの肩書きを得て、江南禅宗界に

君臨するようになる。そして、江南禅宗における五山・十利・諸山のご

とき寺院ランクの序列化は、恐らくはこうした禅宗教団内の中央集権化

と関わるー述の動きのなかで確立していったものであった。当時の大陸

の状況および大陸と日本のつながりに目を向けるならば、五山十利制度

とは、元代中国江南で導入された新しい集格的な制度を模範として、さ

ほどの年月の経たないうちにすぐさま日本の禅宗界に取り入れられたも

のと考えざるを得ない。一三四一年の五山十利の位次の確定など、日本

の禅宗におけるこの時期の制度の整備は、足利尊氏・直義兄弟、とりわ

け直義とその帰依を受けた夢窓国師（夢窓疎石）が中心となって進めら

れたものであった。夢窓国師自身は大陸留学経験はないものの、周辺に

は多くの留学経験者、来朝僧がおり、大陸情報には精通していた。一三

四二年、足利政権は、かの有名な天龍寺を創建するための貿易船、天龍

寺造営船を中国へと派遣しているが、その指南をしたのも夢窓国師だっ

たことはたいへんよく知られた事実である。大陸の笑隠大訴、日本の夢

窓国師、ほぽ同じ時代を生きたこの二人は、同じく教団の経営者として
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練腕をふるったという点で何か重なり合うものを感じる。

また、同じころ、足利政権初期において、武家政権側で禅宗寺院を管

理する機構として禅律奉行という組織が置かれている。この組織は、禅

林では「宣政院J（せんしんえん）と呼ばれていた。また鎌倉にも足利

政権の禅宗管理機構の出先機関が作られ、その名称、は「行宣政院」であ

った。宣政院とはモンゴル政権の仏教統轄機関の名称であった。また行

宣政院は江南杭州に置かれたその出先機関であり、鎌倉を都から離れた

場所として江南になぞらえてそのような名称をつけたのであろう。組織

の内実は別として、こうした仏教管理機構の名称からも、当時の日本禅

宗叢林では、元代中国の制度を強く意識していたことがよく分かる。

さらに、その後、夢窓国師の死後には、かわってその俗姪で高弟の春

屋妙砲がその門派の中心人物として活躍し、夢窓門派の勢力拡大につと

めた。春屋妙砲は斯波義将と結び、細川頼之との聞の政治闘争（夢窓門

派内の主導権争いの性格をも帯びていた）を経て最終的に勝利を収めた

末に、足利義満の信任を受けるようになっていく。そして、一三七九年

（康暦元年）には僧録に任じられ、五山十剃以下の禅宗寺院の住持任命

権を握って、禅宗教団を管理するようになる。このときに及んで僧録の

春屋妙砲を頂点とする教団のヒエラルヒーが形成されることになった。

この制度の模範となったのも、やはり大陸にあると考えなくてはならな

い（11）。笑隠大訴が中心となり大龍朔集慶寺を頂点とした元末の江南禅

宗の教団化、あるいはそれを受け継いだ明初の普世院の組織機構を意識

したものであったと考えられる。

こうしてみてくると、『勅修百丈清規jが日本で広く受け入れられた

前後の時期には、まさしく日本五山の禅宗教団の根幹をなす制度が、元

代の大陸の制度を模範として取り入れられつつあったことがよく分かる。

『勅修百丈清規jの広がりは、こうした趨勢と軌をーにするものとして

と考えていく必要があるo

官頭に紹介した京都大学附属図書館に所蔵される I勅修百丈清規j元
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刊本と五山版は、南北朝から室町時代にかけて、日本の禅宗が中国の禅

宗の制度に範を採って学んだという証拠を今に伝えるものなのである。

以上、本稿では『勅修百丈清規jという書物を題材にし、元代におけ

る江南禅宗の教団化、そして日本の室町幕府における禅宗管理機構の整

備が大陸でのそうした動向と無関係ではあり得ない、ということをおお

まかに論じた。本稿ははなはだ不十分な点が多く、研究の途中経過報告

であることをお断りせねばならない。とりわけ、日本に関わる記述は、

あくまで概略にとどまる。今後は、元代を中心とする南宋末から明初に

かけての大陸側の漢文史料を根幹に据えながら、近年深化しつつある日

本史方面の研究成果も参酌し、十三・十四世紀の鎌倉・南北朝・室町時

代にかけての日本側の禅宗関連史料をも広く収集して、当時の日本と大

陸を貫く禅宗史、さらには文化交流史の諸相の解明を目指したい。

( 1 ) 拙稿「『勅修百丈清規j版本小考J（文部科学省科学研究費特定領域研

究（A）『「古典学の再構築」ニューズレターj第一二号、二00二）。

( 2) 元刊本の大字本と小字本の関係については、最近、宮紀子氏の研究に

よって明らかにされた。平成十四年度京都大学附属図書館公開展示会

図録『学びの世界一中国文化と日本一J（京都大学附属図書館、二00

二）四二頁、「世医得効方」の解説（宮紀子氏執筆）、宮紀子「「対策」

の対策一大元ウルス治下における科挙と出版ー」（本号 f古典学の現在j

V号、二00三） 77-79頁。

( 3) 前注『学びの世界一中国文化と日本一j。f勅修百丈清規jの解説と写

真版については五三～四頁を参照。

( 4) 入矢義高「元刊本百丈清規についてJ（『石積先生古稀記念東洋学論議j

関西大学、一九五八所収入

( 5) 陳高華「元代仏教与社会」（同『元史研究論稿j中華書局、一九九一所

収）、竺沙雅章「元朝の江南支配と白雲宗J（同『中国仏教社会史研究j

同朋舎出版、一九八二所収入

( 6) 陳高華「略論楊瑳真加和楊暗普父子J（前注 f元史研究論稿j所収）。
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( 7) 西尾賢隆「日中の五山之上J（同『中世の日中交流と禅宗j吉川弘文館、

一九九九所収）。

(8) 村井章介「渡来僧の世紀J（石井進編『都と邸の中世史j吉川弘文館、

一九九二初出、のち村井章介『束アジア往還 漢詩と外交j朝日新聞

社、一九九五所収）、杉山正明『世界の歴史9 大モンゴルの時代J（中

央公論社、一九九七）「5近代世界の扉 モンゴル時代の日本Jなど。

( 9) 禅籍に限られるが、椎名宏雄『宋元版禅籍の研究J（大東出版社、一九

九三）参照。宋元版・高麗版・五山版禅籍の広範な調査にもとづき、

五山版禅籍には多くの侠書を含み、覆宋元版としての価値の高いこと

を指摘されている。

(10) 日本の禅宗制度についての概要は、今枝愛真 f中世禅宗史の研究J（東

京大学出版会、一九七0）参照。

(11) 春屋妙砲が漢詩文を得意とし、大陸事情にも精通していたことについ

ては、村井章介「春屋妙砲と外交一室町幕府初期の外交における禅僧

の役割－J（同『アジアのなかの中世日本j校倉書房、一九八八所収）

参照。

（本稿は文部科学省科学研究費補助金（特定領域研究（A)r古典学の再構築J
および若手研究（B））による成果の一部である。）
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『五経図J.『六経図』版本小考

一ーとくに明代末期の出版文化との関連を中心に一一

井上充幸

（総合地球環境学研究所非常勤研究員）
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149 



はじめに

南宋時代の末期からモンゴル時代にかけて、中国の出版は最初のピー

クを迎えた。版刻技術の大幅な向上に伴い、従来、主に仏典の絵解きに

使用されてきた版画は、技術書などの実用図書・学術書や百科事典・文

学や戯曲作品・歴史故事や人物伝・絵画や音楽などの芸術書など、あら

ゆるジャンルの書物に応用された。

「五経」とは、儒学の 5つの経書、すなわち『易経j・『書経J. r詩経J. 

f礼記j・『春秋jのことであり、「六経Jとは、それに『周礼jを加えた

呼称、である。これらいわゆる「正大の古書Jに対し、図版を加えてビジ

ュアルに理解しようとする傾向も、やはり南宋時代の末期に現れ、モン

ゴル時代に入って最盛期を迎えた。このことは、後の時代に決定的な影

響を与え、明代以降に出版された経書の図解本は、ほぽ例外なく、南宋

末期からモンゴル時代にかけて登場した先行の諸書を踏襲したものとい

える。明代末期に至って、中国は再び出版の黄金時代を迎えるが、今回

取り上げる『五経図jと『六経図jも、やはりその直接のルーツを南宋

時代に持つ、図説百科事典ともいうべき内容の書物である。

筆者はさきに、平成14年度京都大学附属図書館公開展示会「学びの世

界一中国文化と日本一J図録第 I章において、 『五経図jとf六経図jの

解説を執筆する機会を頂いたが、筆者の誤解や単純ミスなど、疎漏な点

がまま見受けられた。今回、そのお詫びと訂正の意味を込めて、明代ま

でに出版されたこれら諸刊本の成立過程につき、この場をお借りして今

一度述べてみたいと思う。
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I ふたつの南京刊本をめぐって

1 章違・虚謙編『五経図Jについて

a 概要

まず、京都大学附属図書館平松文庫所蔵の f五経図J( 1冊、請求記

号：平松文庫／8／コ／2）の概要を紹介する。

編者：章逮・慮謙同編絹

刊年：万暦42年（甲寅・ 1614）序金陵刊本

形態：線装、行字数不一、単棚、版心白口

寸法：外す54.8×33.8cm、板匡43.6×30.2cm

内容は、巻頭の李維棋の序文（万暦甲寅春）の後、「易経図」53図、「番

経図J69図・「詩経図J44図・「春秋図J20図・「礼記図J42図・「周礼図J

59図（図の数は目録の表記による）が続き、巻末に章違の序文（万暦甲

寅秋）が配される。各巻の冒頭には目録が附され、編集・校閲にあたっ

た人物の氏名が記される。日本圏内には、平松文庫のほか、内閣文庫な

どいくつかの所蔵機関に存する。

タイトルには「五経」とあるものの、実際には「易経図Jから「周礼

図Jに至る計6種が収められており、本来ならば f六経図jと題される

べき内容となっている。このことは、後述の「信州学石本jの構成に基

づいたためである。タイトルと内実の阻簡については、『四庫提要jに

おいても、

且つ原書は兼ねて「周礼Jを図き、是を以て名づけて「六経jと為

す。此の本は仰お「周礼」の諸図を存するも、而れども改題して「五

経Jと日う。名実亦た相い舛迩す。（『欽定四庫全書総目提要j経部

巻34「五経総義類存目」）

と指摘されており、李維槙の序文も、彼の文集『大泌山房集jに収録さ
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れた際には、「六経図序」とタイトルが改められ、本文も若干改変され

ている＜r大泌山房集J巻 7）。これはおそらく、「而して「周礼J・「礼

記」を以て合してー経と為し、遂に之を名づけて「五経図」と日う。＜r欽
定天禄琳浪書目j巻7「明版経部J)Jとあるように、「礼記」と「周ネU

とをあわせて 1つにカウントしたためであろう。「六経Jとは元来、詩・

書・礼・楽・易・春秋であり、古くに失われた「楽理」を除いたものが

「五経」であるため、「信州学石本」の分類よりも、さらに古い呼称に従

って命名したとも考えられる。「殊に古製の旧を失えるなりJ（『欽定天

禄琳浪書目j巻 7 「明版経部J）とは、いささか点の辛い評価といえる

のではなかろうか。

以下、平松文庫所蔵本に基づき、適宜、内閣文庫所蔵本・漸江図書館

所蔵本＜r四庫全書存目叢書J経部第147冊所収）を参照しつつ論じてい

きたい。

b 刊行の経緯

『五経図j刊行までの経緯は、編者の章達自身の手になる、巻末の「五

経図序」に詳しい。その部分は以下の通り。

…侍御芳菱虚公、…永豊令自り帰り、信州学〈五経図〉石本を捕え

て以て余に授く。且つ日えらく、「公、幸わくば俸を割きて之を錦

り、以て承学を示されよ」と。余、展玩して釈手するに忍びず、因

りて依然として日わく、「此れ聖経の鼓吹、渉海者の津梁なりJと。

余、亙やかに工に命じて刊石せしめ、之を学宮に樹つ。…

章達は、号は章義、湖広漢陽府の漢川の人である。万暦年間 (1573-

1620）の貢生で推官となり、万暦37年 (1609）に南直隷鹿州府の鹿江県

知県に任ぜられた（『康照艦江県志j巻 9 「秩官J。出身を天文の人とす

る史料もある（『乾隆湖広通志j巻37「選挙志」））。 f五経図jに記され

た肩書きによれば、序文執筆当時の万暦42年（1614）には、隣接する無
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為州知州との兼任となっている。

慮公とは、『五経図jの各図の目録に、編絹者として名を速ねる鹿謙

である。虚謙は、字は吉甫、地元底江の人。万暦33年（1605）の進士で、

江西広信府の永豊県知県となり、御史・江西右参政を歴任した後、病に

より帰郷した（f明史j巻292「忠義J）。 f五経図jに記された肩書きは

「巡按直隷真順広大四府兼管関務綜核将領監察御使jという長々しいも

のである。

つまり、虚謙は任地の永豊県から帰郷した際に、広信府学に建てられ

ていた〈五経図〉碑から拓本を採って、それを持ち帰り、章逮にプレゼ

ントした。章逮は鹿謙の依頼に応じ、直ちに私費を投じて、その「信州

学石本Jをもとに、鹿江県学に〈五経図〉碑を刻して建立した、という

ことになる。管見の限り、この鹿江県学の〈五経図〉碑については、記

録を見いだすことができず、残念ながらその存在を確認することはでき

ない。

序文はさらにこう続く c

…己に又た石本は事揚の銀く、行遠に及ばざるを念い、更に損して

巻l険と為し、所知の程敬敷に属して、金陵に刻せしむ。雲社李本寧

先生に請いて、文を其の首に冠す。言う所の図の端委、最も宏麗為

り。…

章逮は、石碑は拓本を採るのに手聞がかかる上、広く一般に知らしめ

ることが困難であるため、版本の形で公刊することを決意したo 章逮は

虚謙とともに、蹴江県の儒学教諭であった成克勲（南直隷准安府の塩城

の人、万暦41年 (1613）に着任）、同じく訓導であった郵福裕（湖広承

天府の荊門の人）・張雲程（南直隷鳳腸府の鳳陽の人。以上『康照庇江

県志j巻9「秩官」）、及び地元の生員12名をスタッフとして校閲を加え、

旧知の程大愈に出版業務を委託、さらに、当時著名な文人であった李維

棋に依頼した序文を附して、金陵（南京）において刊行した。それがこ

の『五経図jである。
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『五経図J出版に携わった人々の関係については後に述べるとして、

では、彼らが底本とした「信州学石本Jとはどのようなものであったの

だろうか。

c f信州学石本」との関係

信州学とは、広信府城の春浦門内にあったという府の儒学のことであ

る。この学校の創建は北宋の景徳3年（1006）であり <r同治上鏡県志j

巻7 「学校志J）、その当時、広信府一帯は江南東路信州に属していたた

め、以後もこの名で呼ばれた。虚謙がその拓本を持ち帰ったという〈五

経図〉碑（実際は〈六経図〉碑）については、石碑の実物・拓本ともに、

現時点で筆者は未だ目にする機会を得られていなし」しかし、幸いなこ

とに、この石碑の拓本を実見した陸耀通が、彼の著書『金石続編j巻18

「宋J6の中で、その概要をかなり詳しく書き残してくれている。以下、

その記述を紹介していこう（以下、［ ］は筆写の補った箇所）。

「六経図刻J

凡そ十二石。高は六尺［約180cm］、広は三尺二す［約 1m]o経

毎に上下二図、図は各おの一石。三・四・五・六層に分かたれ、

層毎にー格自り十格に至るまで等しからず。並べて築額四字を正

書し、径は四寸許り［約12cm]o江西広信府の上餓県学に在り［原

文は双行注］。

まず、ここで問題なのは、石碑の形態である。陸耀通は、各経の図が

上下 2図に分かたれ、それぞれが1石づっ、計12石に刻されていた、と

する。つまり、石碑は単面であったということになる。ところが、『同

治上鏡県志』巻23/3 「碑版附J上の記載には、

六経図碑、県学の明倫堂に在り。宋の朱考亭書す。計六石、除陽

倶に刻され、計揚十二幅なり。…

とあって、それぞれの図は石の両面に刻まれていたと伝える。
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1959年に、この石碑の実物を見たという林友鶴によれば、

…そののち元朝の至元22年に、信州州守の虚天祥は［後述］、〈六

経図〉を分割して12幅120章となし、 6つの石碑に刻んだ（原碑

は表裏両面にともに刻され、長さは205cm・幅は105cm）。過去

に、上鏡市はさらにサイズのやや小さな（長さ180cm・幅lOOcm)

単面に刻まれた12個の〈六経図〉碑を保存していた（解放後、我々

はただその中の 1つを見ただけで、それがいつの翻刻であるかは

わからない）。…1959年に、我々は上餓の茶臓・信江書院（現在

の上鏡師範）において収集した際、その中の〈詩経〉図上下・〈尚

書〉図上下・〈易経〉図上下は、いずれも両面に刻されたもので、

サイズは長さ205cm・幅は105cmであった。このほかさらに〈礼

記〉図上下があり、これは単面の碑刻で、サイズは長さ180cm・

幅lOOcmであった。…（「〈六経図〉碑考略」（『上鏡市文史資料j

第2輯、 1983))

といい、当時、単面・両面2種類の石碑が存在していたことを伝える。

おそらく、陸耀通が見たのは、サイズから考えても、やや小振りな単

面の石碑から採った拓本である可能性が高い。単面の碑刻の碑陰に何か

情報が記されていたのか、両面のものとの異同はどうであったのか、と

いう点について、林友鶴はそれ以上何も伝えてくれていないので、両者

の関係は不明であるとせざるをえない。しかしながら、いわゆる文化大

革命によって、これら〈六経図〉碑が破壊されてしまい（林友鶴前掲論

文）、その拓本も容易に閲覧できない現在では、陸輝通の記述が、きわ

めて貴重なものであることに変わりはない。

陸耀通は、続いて、

周易、上二十七図、下三十四図、共六十一図。

尚書、上二十六図、下二十八図、共五十四図。

詩経、上二十六図、下十二図、共三十八図。

周礼、上回十五図、下十九図、共六十四図。
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礼記、上二十一図、下二十一図、共四十二図。

春秋、上二十二図、下二十一図、共四十三図。

六経は通計するに凡そ三百有二図、左に縮編して以て目を存する

も、次文は具録せず。

と述べ、続いて碑面の略図 6葉を記す。

例えば、「詩経図J上下につき、『五経図J（漸江図書館所蔵本）と陸

耀通の略図の対応箇所とを見比べると、『五経図J第1葉「四始図」か

ら第6葉「幽公七月風化之図」までが、略図の〈詩経図〉上に、『五経

図j第4葉と第6葉「霊童図」以下が、略図の〈詩経図〉下に、それぞ

れ対応していることがわかる｛図 1] • ［図 2]oこれは、のこる 5種類

の各経図についても同様であり、『五経図jが、できるかぎり石碑に忠

実に、ほぽ過不足なく図を抜き出し、紙面に合わせて配列したことがう

かがえる。陸耀遍の見た拓本は、オリジナルのものではないにせよ、そ

れとほぼ同じ内容を有する、原碑に忠実な翻刻であると見てよいのでは

なかろうか。

このことについては、清の乾隆 5年（1740）に『六経図』を編纂・刊

行した王備が、その序文においてこう述べている。

－ーは西江信州学の石本為り。鉦幅十二。経毎に図の疎密を視るに、

大小錯綜為り。二幅に分かちて、上下巻と為す。未だ何代の事刻な

るやを載せず。…木本に易えて以て行われ、一経上下巻毎に、各お

の析して四篇と為す。…

つまり、「信州学石本Jのサイズが大きく、所載の図の疎密・大小も

まちまちであったため、各経上下巻2幅ずつ計12幅の拓本を、おのおの

4葉づっ計48葉に分割して成立した、ということである。この本でなに

よりまず目を引くのは、かの I永楽大典jを上回るその大きさであるが、

『五経図Jがこれほどの大きさを要したのは、「信州学石本jをなるだけ

原すに近い状態で翻刻するためであったといえよう。

陸耀遍は、附録として「五経図原序」（李維棋の序文）と『四庫提要j
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を引いた後、以下のように按語を記す。

按ずるに、広信府学の石刻〈六経図〉は、撰書・幕勅の人を皆著さ

ず。惟だ周易下「序卦図Jの後、尚書下「律度量衡図jの後、並び

に「思可録Jの三字有り。思可は何人なるや、其の姓氏・爵里・時

代を悉すに由無し。

「恩可録」の 3字は、『五経図J所載のそれぞれの図にも、忠実に翻刻

されている。

考うるに、宋の王象之 f興地紀勝j昌州碑記に、「六経図碑、旧志

に「郡学に在り、郡人楊甲鼎卿著す」」（宋の昌州昌元郡は、今の重

慶府栄昌県なり［原文は双行注］）と殺する有り。目次・篇数は不

詳。…意うに、此の図は乃ち楊甲の昌州石本の旧なり。『明一統志J

江西広信府名宣に、「元の虚天祥、至元中信州に守たり。学校を輿

し、詩書を崇ぷ。六経図を石に刻し、両康の下に立つ」と載す。則

ち今の広信府の六経図石刻は、即ち元の至元中に虚天祥の立つる所

なるを知る。…道光十二年［1832］、嶺外に訪碑するに、元和の劉

小岩経歴豆、装本の巨冊を以て持贈せらる。更に番高の段籾秋秀才

侃蘭の旧蔵せる十二軸の拓本を仮り、次第を校正し、因りて虚天祥

の刻石の式に｛方い、之を録して以て楊甲の原図の意を存し、紹興・

乾道の聞に次ぐ。

楊甲は、後述するように、南宋の紹興年間に最初に f六経図Jを著し、

出版したという人物であるo 『興地紀勝』巻161所載のこの文は、朱葬尊

も引用して「楊氏（甲）六経図碑、侠Jと記すように（『経義考j巻290

「刊石」 4）、少なくとも17世紀までには失われていたため、楊甲の出身

地である昌州県学に建てられていたというこの石碑がどのようなもので

あったのかについては、残念ながら現在では知る由もない。しかし、刊

本の f五経図Jと、後述の、宋版に基づいたという呉継仕編 f六経図j

には、それぞれ共通する形式の図表が数多く掲載されおり、両者が同じ

系統の祖本に基づいたものであることは間違いない。「信州学石本Jが、
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「昌州石本Jを翻刻したものである、という陸耀遜の推測は、それなり

に妥当なものといえるのではなかろうか。

虚天祥は、河南休梁路臨頴の人、慮元の長男で（f秋澗先生大全文集j

巻52「大元故鄭州宣課長官虚公神道碑」）、至元年間（1264-1294）に、

大中大夫福建関海道提刑按察使から信州路総管に転任した人物である。

f大明一統志j巻51の記事のほか、『嘉靖広信府志j巻11「学校志Jには、

本府儒学、…元の至元甲申［21年］、総管の虚天祥、復ぴ学宮を修

し、又た六経図を鏑る。尋いで般に厄するも、惟だ図のみ独り存す。

とあり、明代以降の人々が目賭した「信州学石本Jは、虚天祥が至元21

年（1284）頃に再刻した元碑であることがわかるo この石碑が「宋の朱

考亭の書J、すなわち朱諜が原図を著したものである、という説は（f同

治上鏡県志j巻23/3 「碑版附」上）、「上餓は朱子過化の地為りJ（楊兆

鳳「六経図抄序jf同治上餓県志j巻23/1「義文附J上）という由緒の

ある土地柄とはいえ、少し無理があるといえよう。

以上、不明な点は多いものの、『五経図jは、宋代にそのルーツを有

する虚天祥建立の「信州学石本Jを、忠実に翻刻したものであるといえ

る。

2 呉継仕編『六経図』について

a 概要

陽明文庫所蔵の『六経図J( 6巻 6冊、請求記号：近／リ／23）の概要

は以下の通り。

編者：呉継仕編纂

刊年：万暦43年 (1615）序刊本、照春楼蔵板

形態：線装、行字数不一、単欄、版心白口
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す法：外す43.8×27.0cm、板匡34.6×24.lcm 

第1冊の巻頭には、万暦43年（1615) 3月壬子の顧起元の「重刻六経

図序」に続いて、「刻六経図姓氏Jとして、校訂・出版に携わった35人

の名が記される。次に、商宋の乾道元年（1165）正月甲子の苗昌言の序

が続き、この『六経図Jが底本とした宋刊本の編纂に携わった人物名が

並ぶ。第 1巻は「大易象数鈎深図」で、計70図。第2巻は「尚書軌範撮

要図Jで、計55図。第3巻は「毛詩正変指南図Jで、計47図。第4巻は

「周礼文物大全図Jで、計65図。第5巻は「礼記制度示掌図Jで、計43

図。第 6巻は「春秋筆削発微図」で、計29図。総計309図である（以上、

目録の表記による）。各冊 1巻で、巻頭に目録が配されるo陽明文庫の

他、日本圏内には蓬左文庫など、各地の所蔵機関に保存されている。

b 刊行の経緯

朱葬草『経義考j巻62所引の『休寧名族志jによれば、編者の呉継仕

は、徽州府休寧県の人で、字は公信。万暦年間（1573-1620）の貢生で、

耀州判官を授けられた人物である。 f六経図jや、後述の『七経図jの

ほか、『音声紀元J6巻＜r四庫提要j経部巻44「小学類存目」 2）、『周

易象変述旨J2巻・『易辞述旨J2巻・『易占J1巻・『易数J3巻など

の著述を出版したという（『経義考j巻62）。

台湾国家図書館所蔵の f六経図jには、陽明文庫所蔵本にはない封面

が附されている。それには「事刻宋版六経図」・「照春棲蔵板」と明朝体

で大書され、その謡い文句に、

夙に是の番に遭うに、和墜を獲たるが加し。私蔵するに忍びず、今

海内に公にす。第だ図像倶に精、字経兼ねて美、ーに宋版に照らし、

校刻に枇り無し。夫の妄意に増改せる者を視るに、実膏懸殊たり。

博雅の君子、当に自ら之を墜るべし。知し以て翻刻すれば、速しと

難も必ず究めん。
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と記されている。つまり、呉継仕が家蔵の宋版『六経図jに基づいて出

版したことが、特筆大書されているのである（この『六経図j封面につ

いては、井上進『中国出版文化史一書物世界と知の風景－j（名古屋大

学出版会、 2002年）第15章「書価の周辺」に、蓬左文庫所蔵本の書影（図

24）が掲載されているので、参照されたい）。万暦43年 (1615）の顧起

元「重刊序Jに「頃ごろ、新都呉氏、宋本を購得し、始めて梓人に授くJ

とあることから、呉継仕が最初に『六経図Jを県春棋から出版したのは

それ以前、おそらく章逮・虚謙編『五経図jの出版とほぼ同時期であっ

たと思われる。初版本はほとんど伝わっておらず（蓬左文庫所蔵本は、

あるいはその可能性がある）、現在伝存している f六経図jの多くは、

顧起元の序が附された万暦43年 (1615）の重刊本である。こちらの刊行

に際しては、いずれも出版地南京に縁の深い人物が名を連ねる。顧起元

「重刊序Jによれば、刊行の経緯は以下のように述べられる。

計部大夫の汝南方公、覧て而して之を普しとし、同僚の諸大夫に謀

りて、帯羨を斥して、復刻して而して署に存し、之が叙を為さんこ

とを属す。

顧起元は、字は太初、南直隷応天府の江寧の人。万暦26年 (1598）に

進士第三を賜り、翰林編修から吏部侍郎兼翰林学士に至った人物。地元

南京の故事を記した『客座費語jなどの著述で知られる。汝南方公とは、

「刻六経図姓氏jに名前の見える方応明のことである。彼は河南汝寧府

光州の人で、万暦32年 (1604）の進士。その詳しい事績は不明であるが、

重刊『六経図j出版当時は南京戸部郎中であった。彼が共同出資して出

版に当たった同僚のうち、「発刻j者として名前を挙げる衛承芳は、字

は君大、四川要州府遠州の人で、隆慶2年（1568）の進士。洪園居士と

号した。廉潔を謡われ、万暦年間に温州知府などを経て南京吏部尚書に

至った（『明史j巻221）。出版当時の肩書きは南京吏部尚書署戸部事で

あり、方応明の上司にあたるc

この南京吏部（あるいは戸部）から出版された『六経図jは広く流布
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し、大きな反響を呼んだ。まず呉継仕自身が、万暦43年（1615）に「儀

礼図」を追加し、 f七経図jと題して出版した。これには万暦43年（乙

卯・ 1615）の焦紘の序文が附される。

…新安の呉君継仕、少きより即ち用世に志す。博聞好古にして、学

として通ぜざる無し。而して経術に尤も遼し。宋刻の六経図を見て

而して之を奇とし、手自に事画考校し、之を梓人に授け、好学者と

共にせんとす。又た儀礼は朱子の定むる所為るを念い、其の徒楊復

筋みて之が図を為し、井ぴに編を加え纂合して七経図と為し、以て

学者に伝えて得て而して之を読ましむ。祭然明備にして復た遺憾無

しと謂う可し。…

焦紘は、字は弱候、号は櫓閥、顧起元と同じく江寧の人である。万暦

17年（1589）に殿試第ーとなり、翰林修撰となるも、政争に巻き込まれ

て下野した。博学多才で多くの著述があり、 f国史経籍志J• r国朝献徴

録』などは著名である。焦紘が述べるとおり、 『六経図jには「儀礼Jの

図が欠けており、それは『五経図jでも同様であるが、その点について

は李維槙も、

三礼を論ずる者は、「儀礼J.「周礼」を以て経と為し、「礼記Jを伝

と為す。今「周礼J・「礼記」有るも、而れども「儀礼」無し。作者

去取の旨は審らかならずと云えり。何ぞ或いは未だ寛らざるの筆有

る耶、抑も授受する所僅かに此のみなる耶。

と疑義を呈している。呉継仕は、この欠を補ったわけであるが、その基

づくところは楊復の f儀礼図jおよび f儀礼寿通図jであり、ここから

図の部分を選んで採録したのが、「儀礼会通図Jである。

ちなみに、この『七経図jも陽明文庫に所蔵されており、おそらくこ

こから新規追加分の「儀礼会通図Jを紗写し、紙型・表紙を統一して既

存の『六経図jの巻末に附したものが存在する。それが『儀礼図式.］ （タ

イトルは題集による。 1巻 1冊、請求記号：近／キ／／66）である。この結

果、陽明文庫には、実質上『七経図jが2部所蔵されることとなったわ

161 



けである。筆写者は、近衛家照本人、もしくはその近しい人の手になる

ものと推定され、もととなった刊本を、図の細部に至るまで極めて忠実

に模写したものである。

話を中国に戻すと、万暦45年（1617）には、郭若維なる人物が『六経

図J（内閣文庫所蔵、楓／経／37I 8）を出版した。封面は呉継仕のものと

全く同じ体例で「事刻宋版六経図」・「修吉堂蔵板」と記され、

是の書、旧くは宋版有り。世遠にして漫滅し、幾んど其の伝を失う。

無虞郭氏、奇を負い古きを噌み、夙に斯の編を珍とす。私貯するに

忍びず、因りて闘を補い枇を正し、以て海内に公にす。第だ図写兼

ねて精、紙板美を備う。博雅の君子自ら之を墜るべし。若し翻刻有

らば、千里といえども必ず究めん。

と、誼い文句に至るまでそっくり真似ている。序文は、万暦45年（丁巳・

1617）の呉之鯨・許聯枢なる人物と、万暦44年（丙辰・ 1616）の郭若維

重刻序の、計3種が附される。以下の内容も本のサイズも含めてほぼ同

じであるが、紙の質・刷りの状態、ともに劣悪な海賊版である。

また、出版者・刊年不明の朱藍套印本 f六経図jも出版され、台湾国

家図書館に蔵されており、「周礼文物大全図」・「礼記制度示掌図」の 2

巻が現存している（この本に関しては、台湾地区善本古籍聯合目録（http:

//nbinetncl.edu.tw）で、巻頭第 1葉のカラー書影（01216）を見るこ

とができる）。これはおそらく、『四庫提要j経部巻23「礼類存目J1に、

「周礼文物大全J

撰人の名氏を著さず、亦た序肢無し。其の版、藍朱二色為り。首に

六官の所属を列し、次いで制度・器物諸図を為し、終に諸儒伝授の

図を以てす。大抵転相勅襲し、模写真を失えり。…疑うらくは坊障

の書賀、虚氏の『五経図j中に於て、其の「周礼」諸図を摘し、而

して穂積之を鼠乱し、別して一書と為して以て其を信りて欺ける耳。

と記しているものであろう。こちらは、多色刷りの凝った作りで、郭若

維のものと比べれば、刷りの状態もまだましである。ただ、サイズは23.4
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×14.4cmと小ぶりになり、「礼記制度示掌図j巻末には、附録として

「新刻礼記金丹」なるダイジェスト本と、「礼記難字」なる字書が、上下

に並べて印刷されている。おそらくこうした点が、坊間の書障の「鼠乱J

と非難される所であろう。

さらに、『六経図jは、天啓年間 (1621-1627）に『八編類纂jなる

類書の中にも収められた。編者の陳仁錫は、字は明卿、号は芝台、南直

隷蘇州府の長洲の人。天啓2年（1622）の進士で、宣官の貌忠賢に反抗

して下野したことにより、一躍その名を高めた。一方で、出版活動にも

深く関与したことでも知られ、『潜確居類書Jl20巻などの類書から、『資

治通鑑網目J59巻・『前編J25巻・『続資治通鑑綱引 27巻.r三編J20 

巻などの大部の歴史書、はては科挙用の受験参考書に至るまで、多くの

出版物をものした人物でもある。 f八編類纂jもそうした類書の 1つで、

全285巻という巨大な書物である。丘溶 f大学術義補j、唐順之 f史纂左

編J• r右編J• r稗編j、章演『図書編j、郵元錫 f函史編j、鴻応京『実

用編j、祷潟『経済類編jの、先行する類書8編の記事を、 36類に分類・

配列したものであり、その巻頭に、 f六経図jが顧起元序に至るまでそ

っくりそのまま採られているo ただし、最初の「大易象数鈎深図」のみ

は、なぜかほほ全ての図版が別の物に彫りなおされており、これのみは

別本に基づいたとも考えられる＜r四庫禁殺害叢刊』子部第2冊所収）【図

3 ]o 

このように、一種のプームとも呼ぴうる現象をまきおこした『六経図j

であるが、では、呉継仕が基づいたという宋版とは、一体どのようなも

のであったのだろうか。

c 楊甲『六経図jとの関係

『六経図jの原本が南宋の時代に成立していたことは、陳振孫が著録

していることからも、おそらく間違いない。 f直斎書録解題j巻3 「経
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解類」には、以下のような記述があり、当時3種類の版本が存在してい

たことを伝える。

「六経図J七巻

東嘉葉仲堪思文重編

『館閤番目jを案ずるに、「六巻。昌州の布衣の楊甲鼎卿の所撰、撫

州教授の毛邦翰復た之に増補す」と有り。易七十、今百三十。書五

十五、今六十三。詩四十七、今同じ。周礼六十五、今六十一。礼記

四十三、今六十二。春秋二十九、今七十二。然らば則わち仲堪は蓋

し又た旧本を以て増損・改定せる者なる耶。

楊甲は、字は鼎卿、一字に嗣清、昌州の人で、輔の弟。乾道 2年（1166)

の進士で、因子学録となったが、ついに出仕しなかったという人物であ

る（『宋元学案補選j巻79下）。「布衣楊甲」とあるから、彼が最初に『六

経図jを出版したのは、おそらく進士及第以前の紹興年間（1131-1162) 

ということになろう。この原本は、朱勢尊がその存在を伝えているが（『経

義考j巻243「華経」 5）、現在は見ることができない。

ついで、毛邦翰が乾道年間（1165-1173）に増補版を出版し、これが

呉継仕『六経図jの底本となった。毛邦翰は衡州江山の人で、紹興27年

(1157）の進士（『乾隆漸江通志j巻125「選挙」 3宋・進士）、官は撫州

教授に至った（『宋元学案補遺j巻79下）。乾道元年（1165）の苗昌言の

序文には、

陳大夫…且つ日えらく、「六畿の文は浩博にして、若し別して編摩

を加えんと欲すれば、積むに歳月を以ってするに非ざれば能わざる

有り。是の図は諸家の長ずる所を集む。願わくば其の旧に因らぱ、

得て以て亙かに賢大夫善教の意に称うに庶からん」と。予、其の説

を越とし、敢えて去取する無し。惟だ伝写・詮次に舛誤せる者有ら

ぱ、之を是正せる而巳。凡そ易七十、書五十有五、詩四十有七、周

礼六十有五、礼記四十有三、春秋二十有九、合せて図三百有九為る

を得たり。．．
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と述べられ、末尾に陳大夫、すなわち陳森のほか、毛邦翰ら校訂に携わ

った12名の人物が、肩書きとともに列挙される。この毛邦翰増補版の原

本も現存せず、呉継仕の『六経図』との比較対照は残念ながら行えない。

さらにその後、葉仲堪が重編したというものについては、収録された

図版の数が大幅に増加したこと以外、詳細は不明であり、朱葬尊も未見

としている（『経義考』巻243「華経」 5）。

以上、現在では、宋刊本の実物をいずれも見ることは出来ないが、呉

継仕が、毛邦翰の増補版そのもの、もしくはその系統に属する本によっ

て、『六経図Jを出版したことは確実である。少なくとも、明代の出版

物においてよくなされるまったくので、っち上げ、といういいかげんな代

物ではなく、なんらかのよるべき底本が存在したと見てよいであろう。

ともあれ、清代以降、宋版『六経図Jといえば、県春模本を指すほど、

ポピュラーなものとして、その存在を認められることとなったのである。

3 徽州の出版業との関わりについて

平松文庫本 I五経図j巻頭第 1葉の李維禎序の版心には、破損してい

て判読しづらいものの、 2人の刻工名が記されている。刷り・保存の状

態ともに極めて良好な内閣文庫所蔵本（楓／経／37I 9）によれば、その

2人の名は「旋徳劉国恵・劉伸佳全纂Jとある。雄徳とは徽州府に隣接

する県の名であるが、明代後期、とりわけ万暦年間（1573-1620）以降、

徽州出身の刻工たちが中国各地で活躍したことは、よく知られている。

嘉靖年間（1522-1566）中頃までは、福建の建安が長らく出版の中心

地であり続けていたが、以後その独占状態は変化し、江南の各都市にお

いて出版業は大きな広まりを見せ、にわかに活況を呈し始めた。建安の

出版は、 16世紀以降、質・量ともに次第に低調になっていったが、一方、

徽州・南京においては、絵画作品としての鑑賞にも充分堪えうる、美麗

な絵入本が多数出版された。それを可能にしたのは、徽州の刻工たちの
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高い組織力・技術力であった。『五経図J• r六経図jも、そうした文化

的背景の中から生み出された書物である。

『五経図jの出版を委託された程大憲は、字は敬敷、斎号は滋諜館、

南直隷徽州府の休寧の人である。万暦年間 (1573-1620）の挙人で、墨

竹・築刻をよくし、滋諜館から『雪斎竹譜J. r程氏印譜jなど趣味的な

図版集を出版した（杜信字『明代版刻綜録j巻 5）。彼の兄は、万暦時

代に製墨の名人として方子魯と並ぴ称された程大約である。

李維槙は、字は本寧、湖広承天府の京山の人。隆慶2年 (1568）の進

士で翰林院庶吉士となり、張居正にその才を高く評価されたo張居正失

脚後は中央から追われ、万暦末年まで、地方官として中国各地を転々と

する不遇の時代が続いた。一方、王世貞や庄道会らと親交を結び、「博

文強記、文章弘鱒」と称された彼のもとには、本の序文や墓誌銘などの

執筆依頼が殺到、彼もそれに精力的に応えた結果、彼の文集『大泌山房

集jは、その大半が他人からの依頼によって書いた文章で占められてい

る（銭謙益『牧斎初学集j巻51「南京礼部尚書贈太子少保李公墓誌銘J）。

当時を代表する「山人Jとして、数多くの文化人たちと幅広く交際して

いた李維禎は、程大患とも面識があり、その出会いは「程氏二譜序」（『大

泌山房集j巻14）に次のように記されている。

程氏二譜なる者は、新安の程敬敷、其の為る所の「函竹J.「家印J

譜を輯めて、而して之を行える者也。往歳、敬敷我を過れるも、萄

の役有るに値り、卒卒として所詣を悉さず、第だ其の古家に善なる

を聞き、口占両絶句を之に贈れる而己。更に六年にして而して譜成

り、而して余乃わち始めて相い逢うの晩く、相い別れるの遁かなる

を恨む也。…

「程氏二譜Jとは、先に挙げた『雪斎竹譜J• r程氏印譜jのことを指

し、この序文はそれら 2書にまとめて附されたものであろう。「萄の役J

とは、李維棋が万暦26年 (1598)11月に江西参政から四川参政に転じた

時のことを指すと思われる（『神宗実録j巻328万暦26年11月壬寅条、文

166 



中では「李維貞」と記される）。それから 6年後にこの序文は書かれて

いるから、李維槙と程大憲との交際は、万暦30年代から続いていたこと

になる。おそらく『五経図j序文の執筆依頼を李維禎に橋渡ししたのは

程大患であろうと思われるo李維棋の「五経図序」末尾には、「万暦甲

寅春月、京山李維槙撰。休寧程憲書」と記され、彼の序文を得意の隷書

で記したのもやはり程大患であり、両者の親交ぶりを窺わせる【図 4]o 

一方、章逮であるが、彼は官僚としての事績には特筆されるべき点は

ないものの、任地である底江県の官街の東側に「吏隠園」をしつらえた

ことが、『康照鹿江県志j巻15「芸文J所収の「吏隠園説Jに詳しく描

写されている。それによると、そこはさながら「城市の山林、器塵は姦

自り隔てらるJという別世界であり、圏内には芙蓉を浮かべた大きな池

があり、周囲には楊樹・奇石をめぐらし、数寄を凝らした書斎や四阿が

建てられていた。章達は政務に疲れると、圏内に赴いては香を焚いて苦

若を畷り、「吏隠」の境地を楽しんだという。章遥は文中、白居易の「中

隠」の一節をヲ｜いて「大隠は朝市に隠る」と述べているが、彼のありか

たはまさしく、明末の隠逸ブームに沿ったものであるといえよう（山人

については、金文京「中国近世における知識人の性格一明代の山人を手

がかりとしてJ( r中国文学j第 7巻、 1997年）などを参照。吏隠につい

ては、茂木信之「文人と隠逸J（荒井健編『中華文人の生活j平凡社、

1994年）を、明末の隠逸プームについては、鈴木正「明代山人考」 u清

水博士追悼記念明代史論叢j大安、 1962年）などをそれぞれ参照）。

『五経図jの章遠の序文末尾にも「楚人章逮撰併番於底江之吏隠堂jと

記されているように、おそらく章逮は、「程敬敷は四方の遊有り、落落

として適合する所無く、金陵に俄舎す」（「程敬敷卜居図題辞」『大泌山

房集j巻133）と、南京を拠点、に、あちこちの文人のもとを訪れていた

という程大患を、吏隠園の南側にあった吏隠堂に招いたのであろう。そ

してそこで、地元鹿江の名士虚謙が持ち帰った「信州学石本」を展玩し、

ともに出版計画を練ったであろう姿が想像されるのである。
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この時代、宋版の孤本・秘籍や碑刻を復刊することが盛んに行われ、

その内実はともかく、好事家・趣味人の問で一種のブームとなっていた。

『道生八股jは、万暦19年 (1591）に高漉が出版した、明代を代表する

文人の日常生活の手引き書であるが、その巻14「論蔵書Jには、宋版が

当時すでに骨盤的価値を持っていたことや、宋版の贋物が多数横行し、

その見分け方についての注意点に至るまでが、事細かに述べられており、

もってその流行の様を窺い知ることが出来る。要するに、かかる流行は、

吏隠堂のような文人のサロンから生み出されたものなのである。呉継仕

の『六経図jも、まさしくそうした書物の一つであり、蓬左文庫所蔵本

には、巻頭副業に、本当の官印と同じ様式で、宋代内府印三種と明代内

府印が印刷されているという（井上進前掲書）。

『程氏墨苑jは、先にも触れたように、程大患の兄、程大約が出版し

た、多色刷りの美麗な墨の図案カタログである。その出版に当たっては、

程雲鵬ら徽州出身の著名な画工らが版下を書いている。また、 f六経図j

に序文を書いた顧起元や、 f’じ経図jに序文を寄せた焦紘をはじめ、当

時の著名な文人がこぞ、って序肢を寄せており、ここにも彼らと徽州にお

ける出版との密接な関わりが現れている。ちなみに、李維槙も序文を書

いているが、こちらは『大泌山房集jに収められているものの、現存す

る『程氏墨苑jの諸版本にはいずれも見えない。『程氏墨苑Jの詳細に

ついては、「程氏墨苑解説J（『穏氏墨苑j同朋舎、 1980年附録）など、

中田勇次郎の一連の研究を参照されたい。

この『程氏墨苑jに収められた図案の中には、「国型」と題されたも

のがあり、それは「書－経図Jの「十二章服図Jを円形に配憶したもので

ある【図 5]. ［図 6］。そのほかにも「河図J.「洛書J.「熔磯玉衡J.「三

変大成図Jなど、「易経図J.「沓経図」・「詩経図J所載の同名の図と同

じ図案が散見する。

このように、徽州で出版された絵入本と見比べつつ、『五経図jとf六

経図jを眺めると、これらは宋版の経舎の覆刻という美名に名を借りて、
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図版カタログとしても楽しむために出版された、文人の風雅な「おあそ

び」という感が一層深まってくるように思える。まさしく、「読むため

の舎というより、むしろ見て楽しむための豪華本J（井上進前掲書）な

のである。 f五経図jと f六経図jは、明末の文人たちの交際の中から

生み出され、彼らの趣味性を色濃く反映した出版物であるといえよう。

II ふたつの建安刊本をめぐって

1 台湾故宮博物院蔵『六経図』残本について

a 概要

この北平図書館旧蔵『六経図jの概要については、阿部隆一 f中国訪

書誌j第4編「北平図書館原蔵宋金元版経部解題Jに詳しい。

それによると、す法は外すが13×8.5cm、板匡10.2×6.7cmであり、

サイズの面においては現存最小クラスの袖珍本である。出版年次につい

ては、「宋詳の欠筆は厳粛ではないが、匡恒貞桓完慎に欠画を見て、光

宗以下に及ばない」として南宋末の建安刊本とされるが、序駿・刊記な

どを欠くため不詳であり、モンゴル時代以降の刊本である可能性も高い。

内容は、 4分冊に仕立てられており、前半2冊は「毛詩図J。巻頭の

目録が残存しており、そこには計74図の名が挙げられている。うち第 1

図「毛詩篇名」から第31図「文武豊鏑之図Jまでが残る。後半2冊は「春

秋図」。第67図「古［地名］」から第114図「諸国興廃説」までが残り、

末尾に「六卿官名終」と記す。

巻末別紙に、乾隆21年（丙子・ 1756）の朱嘉勤の題識があり、それに

よると、

…復た書詳の敵箆中より零落せる宋本百余葉を検得す。断簡残編と

織も、建に是れ袖珍の善本なり。工に付して装成し、柳か以て自ら
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娯しむ。…

とあり、彼が本屋のゴミ箱の中から「発掘Jしてきた経緯が語られる。

f直斎書録解題jの記述に比べて、「毛詩図Jは30図、「春秋図Jは41

図と大幅に増加しており、その点は、「北平目・中央目に「宋楊甲撰Jと

題するが、四庫著録の楊甲撰六経図ではなく、陳振孫書録解題著録本に

も該当せず、類似の内容を有するが、同書名の建刊坊刻の別本で、撰者

を題さず、諸家目に著録がないようであるJと述べられているとおりで

ある。

b 刊行の経緯ならびに当時の出版状況との関連

先にも述べたように、宋版の楊甲『六経図jは現存しないが、南宋か

らモンゴル時代にかけて出版された経舎の中には、巻頭に『六経図J• r五
経図Jに収められたものと同系統の図版が頻出するようになる。現存す

る版本を挙げると、「尚書図」については、宋刊本『監本纂図重言重意

互注点校尚書J（『四部叢刊初編j所収）巻頭にそのいくつかが採られて

おり、元刊本「詩伝図J（台湾国家図書館蔵『詩集伝j附）には、「毛詩

図Jの多くが収められる。また同様に、「礼記図Jについても、宋刊本

『纂図互註礼記J（『四部叢刊初編j所収）、宋刊本『礼記挙要図j（台湾

国家図書館蔵）が挙げられる。南宋時代の聞に f六経図jが2度にわた

って増補・重刊されたこととあわせ、楊甲撰の『六経図jを祖本とする

図像表現が、はやくから普及し、後の時代に至るまで繰り返し使用され

てきたことが理解されよう（いわゆる「纂図本」と『事林広記jに代表

される類書とが、密接に関係している点については、「学びの世界J図

録第I章参照）。この f六経図j残本も、そうした流れの中で生み出さ

れた書物である。

まず、「毛詩図Jと呉継仕『六経図jの「毛詩正変指南図Jとを比較

すると、第 1図「毛詩篇名」・第15図「［諸］国世次J.第16図「族譜J• 
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第18図「十五国風地理之図Jは両者ほぼ一致する。第17図の「作詩時世

図Jは呉継仕本の「十五国風譜」に対応し、これも内容はほぼ一致する。

第4図「国風周召之譜」から第13図「三頒之譜Jまでは呉継仕本の「作

詩時世」に、第23図「公劉度夕陽図Jは同「公劉相陰陽図」に、第25図

「楚丘定星中図Jは同「楚丘挨日景図Jに、第26図「翠壷之図Jは同「斉

国風翠壷氏図」に、第30図「宣王考室図Jは同「斯干考室図Jに、それ

ぞれ対応するが、図表の表記方法は大幅に異なり、文章の追加も多く見

られる。

次に、章逮・虚謙 f五経図jの「詩経図」と比較すると、第20図「大

東総星之図J・第21図「七月流火図」は両者ほほ一致する。第23図「幽

詩紀月之図」は章達・虚謙本の「幽公七月風化之図Jに、第29図「太王

膏宇図Jは岡「皐門応門図jに、それぞれ対応し、内容もほぼ一致する。

一方の「春秋図」であるが、こちらは章達・虚謙本の内容に重なる部

分が多く、第74図「会盟図」から第76図「魯一生一及図」までは両者ほ

ぼ一致し、第77図「周氏族図Jから第93図「犠国氏族Jまでは章遥・慮

謙本の「周王族諸氏Jから「諸小国氏族Jまでにほぼ対応する。

以上に挙げた諸図以外の図表は、呉継仕本、章遥・虚謙本いずれにも

見えず、すべて他書からの引用・抜粋である。たとえば第94図「有周名

号帰一図J以下は、すべて橋継先『春秋名号帰一図jからの引用で、台

湾国家図書館蔵宋潜府劉氏家塾刊補配纂図互註本 I春秋経伝集解j附録

の問書と照らし合わせると、全く同内容のものであることがわかる。ま

た、『毛詩正義J• r春秋正義jなど、関連する諸書からの引用文も数多

く増補されており、細かく分類された目録が完備されている点とあわせ、

トピックごとに検索・参照しやすいよう便宜が図られた編集内容となっ

ている【図 7］・［図 8］。以上の点から考えて、最小のスペースに必要

な情報が凝縮して詰め込まれたこの f六経図』残本は、当時建安で多数

出版された、ポケット版の受験参考書の一種であると思われる。かかる

極小の「実用書Jと、明代に出版された趣味的な大型本とは、サイズ・
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刊行目的ともに対極的ともいえる関係にあるといえよう（以上の諸点に

ついても、「学びの世界J図録第I章を参照されたい）。

2 胡賓・伍偉輯『五経図jについて

a 概要

胡賓・伍偉輯『五経図.］ ( 5巻5冊、台湾国家図書館蔵）の概要は以

下のとおり。

編者：胡賓・伍偉同輯

刊年：明建安刊本

形態：線装、朱筆閤校、行字数不一、単欄、版心白口

す法：外す19.7×13.5cm 

各巻の標題は、第 1巻「易経図全集」・第2巻・「書経図全集J・第3

巻「詩経図全集」・第4巻「春秋図全集」・第 5巻「礼経図全集」となっ

ており、総題の f五経図jは、後に便宜的に附されたものである。序践、

刊記などがなく、刊年が明代のいつごろなのかは不明である。

編者の胡賓は、上餓の人で、嘉靖元年 (1522）壬午の挙人（f同治上

鏡県志J巻17「選挙志」）、 f五経図jU:¥版当時は建安県知県であった。

伍偉は、漢陽の人で、彼も嘉靖元年（1522）壬午の挙人（［乾隆湖広通

志』巻35「選挙志」）、建寧府儒学教授であった人物。彼らの経歴から見

て、少なくともこの『五経図jの初版本は、嘉靖年間（1522-1566）に

登場していたと考えられる。

b 刊行の経緯ならびに当時の出版状況との関連

刊行の詳しい経緯についても、やはり序践を欠くため不明である。し

かし、章達・虚謙『五経図Jと内容を比較してみると、図の配列順がや
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や異なり、一部省略や別系統の図版の混入も見受けられるものの、ほぽ

同じものが収められている。おそらく〈六経図〉碑のある上餓県出身者

である胡賓が、それをもとに編集・刊行したものと思われる。

胡賓の出版したこの書物については、黄虞稜『千頃堂書目』巻3 「経

解類Jに「胡賓六経図全集六巻Jが記録され、朱勢尊『経義考j巻64「易j

所引の鄭敷教『易経図考j序にも、「…我が明に治り、侍御胡賓、復た

六経の編輯を為し。各おの図有りて、易は四十有六を得たり。…」と記

されている。現存の版本には、「礼記図Jに相当する「礼経図全集Jま

でしか収められておらず、「周礼図Jに相当する巻は無いため、あるい

は最終巻を欠いているものと思われる。なお、『千頃堂書目jは、編者

胡賓の経歴として、「字は汝観、光州の人。嘉靖壬辰（11年・ 1532）の

進士、兵科給事中Jと、同名異人のものを挙げるが、単なる誤りなのか、

あるいは彼もまた f六経図jを出版していたのかは不明である。

明の時代に入ると、中国における出版は「冬の時代」を迎えることと

なる。顧炎武によれば、正徳末年の当時、「天下惟だ王府・官司及び建

寧の書坊のみ乃ち刻板を有すJer亭林文集j巻2 「齢、書自序J）という

有様で、書物の新刊点数は激減し、宋・元代の書板をそのまま流用、あ

るいは補修して再刊するケースがほとんど、という状態が嘉靖年間に至

るまで続いた。先述の「纂図本J経書の出版についても、 『五経大全Jを

最後に、既存の版木を流用して重刊したものが大多数となり、新規刊行

物はほとんど出なくなる。

永楽年間 (1403-1424）に制定された『五経大全jは、 『周易大全jが

萱真卿『周易会通jを、 『書伝大全Jが陳様『尚書集伝撰疏Jと劉趨『書

察伝輯録撰注jを、『詩伝大全jが劉濫『詩伝通釈jを、『礼記大全jが

陳澱『礼記集説Jを、『春秋大全jが在克寛『春秋胡伝纂疏』を、それ

ぞれ踏まえたものである（林慶彰「〈五経大全〉之修纂及其相関問題探

求」『中国文哲研究集刊』創刊号 (1991））。各『大全』の巻頭には、や

はり図表が附されるが、これもやはり底本とした諸書からそのまま流用
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したものであり、いずれも南宋からモンゴル時代にかけて出版された「纂

図本」経舎の附図と同系統のものであることはいうまでもない。短期間

で作られたために疎漏な点が多いとされる f五経大全jではあるが、胡

賓らによる復刊がなされるまでは、「五経図」といえば各『大全j巻頭

の諸図を指す、という時代が長らく続いていたわけであり、「信州学石

本Jに基づく版本の刊行は、「五経図」復刊の先縦として注目すべき出

来事である。

書物としての出来も、たとえば同時期の嘉靖15年（1536）に、同じく

建安にて出版された劉氏安正堂重刊本『書経大全J（京都大学附属図書

館近衛文庫所蔵、請求記号：近衛本I1 -63／シ／ 2）巻頭の図と比べる

と、版式・字体や図の描線などに、共通する雰囲気を感じ取ることがで

きる【図 9]o 

しかしながら、万暦40年代に、『六経図J. r五経図jが相次いで出版

されるや、完全にそちらが主流となり、胡賓らの仕事は忘れられていっ

てしまった。清代以降に盛んに重刊された f六経図J• r五経図jの諸刊

本はすべて、呉継仕本あるいは章逮・虚謙本いずれかを踏まえたもので

ある。このことは、先述のように、 ~J書の中心地が、明代末期において

建安から徽州・南京へ変化したこととも関連する現象であるといえよう。

おわりに

以上、『五経図jと f六経図jをめぐって、ささやかな考察を行って

きたが、版本と出版事項の記述に終始したため、宋代から明代末期に至

るまでの学術との関連など、もっと重要な点についての考察は疎かとな

ってしまった。もとより筆者の力量に余ることとはいえ、今後の課題と

したい。また、清代以降の出版状況についても、詳しく触れることが出

来なかった。これも、またの機会を待ちたい。
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［図9I近衛文庫所蔵 H'f経大全j巻頭閃第17・l8J覧

図1: rイ7刻史料新制Jmi l附第4111J'（新文監出版公fiJ、1977年）p. 3405より

転載

図2: n1_q11II会併存凶波11H経部第147f府（荘厳文化事業イT限公司、 1997年）p.13 

よりl低級

図3: rP4Jil!然般~：政liJJ 子部第 2 ii甘（北京出版社、 2000年）p. 54より転戦

図 4: ；；〔初i大学附)/J4凶作館平松文館所蔵 『五経図J（‘l!t公文庫 8 コ 2）よ

り倣影（京大図的サ雑第02・087号による掲載；1＇可）

図s: r11• 戸l 占代版画政刊二編j 第 6 樹上 （上海古絡IU版社、 1994年） p. 135よ

り転戦

隊16: n14w全占存目哉、空j経部第150冊（荘厳文化事業布限公司、1997年）p. 400 

より転載

闘7・8：『旧京舎影j経部 （文字伊Hiil社）写真番号Ill. 112より転載

図 9 ：京都大学屯子l見h＇~館近衛文服 r11~経大全j [v.01, pp.092-093) 

(http:// ddb.libnet.kulib.kyot。u.ac.jp/exhibit/k52/image/Ol/k5210047.
html）より転載 （ぷ大図情符従第13号によるt掲載許可）
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